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第 5回 健康日本 21評価作業チーム

日 時 :平成 23年 9月 8日 (木 )

10:00～ 12:00
場 所 :厚生労働省 9階 省議室

議 事 次 第

○ 議 題

1.健康日本21の 3分野の評価について

2.自治体・団体の取 り組み状況等1こ ついて

3.次期健康づくり運動に向けた評価について

4.その他

○ 配付資料一覧

資料 1 指標の達成状況に関する評価の方法 (修正案)

資料 2 健康日本 21の 目標値に対する直近実績値に係る

データ評価シー ト (案)(H23.9.8版 )

資料 3 自治体向け取組状況等の調査結果 (H23.9_6版 )

資料 4 団体向け取組状況等の調査結果 (H.23.96版 )

資料 5 次期健康づくり運動に向けた課題について (案 )

参考資料 1 調査票 :健康増進施策の取組状況等について (自 治体用)

参考資料2 調査票 :「健康日本 21」 の推進に関する取組状況等に

ついて (団体用)

参考資料3 健康日本 21の進捗状況について (暫定版 )
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指標の達成状況に関する評価の方法  (修正版)

<基本的な考え方>

〇以下の評価方法を、基本的な考え方 とする。

A.目 標値に達した

直近値が目標値に達したもの

B 目標値に達 していないが改善 した

(or改善傾向だが目標値に達 していなし`)

(Or 目標値に達していないが改善傾向にある)

直近値が目標値に達していないが、ベースライン値と比較して改善して

いるもの

C.変 わらない

直近値が目標値に達しておらず、かつ、ベースライン値と比較しても、

変わらないもの

D.悪 くなっている

ベースライン値と比較して悪くなつているもの



資料2

健康日本21の 目標値に対する直近実績値に
係るデータ評価シート(案 )

(H.23.9.8版 )



〈指標の達成状況〉

A 目標1直に達した 1

B 目裸値に達していないが改善傾向になる 5

C 変わらない Ｅ
０

D 悪くなつている 4

1栄養・食生活 (案)(H.239.8版 )

li詈瞑:ヨヨ褥 葬澤ポ圭紺撃fこ撃鼈巌
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※各指標の達成状況については、別添シート参照

く総括評価〉

く指標に関連した施策〉

O食生活指針の作成、普及啓発

0「食事バランスガイド」の作成、普及啓発

○食育の推進 (食育基本法施行、食育基本計画の策定 )

〇特定健診・特定保健指導

O栄養成分表示の推進
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健康 日本21の 目標値に対する直近値に係るデータ評価シート(案 )

(H.23.9.8版 )

栄養・食生活 分野

記載留意事項… 各項目の冒頭には 見出しとして分析結果、課題雪を要約として言こ載してください。

詳細なデータ解析をした場合は、解析結果や二次資料を添付してください。
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分野 :栄養・食生活

目標項目:1 1 適正体重を維持している人の増加

目標値
策定時のベースライン値
(H9年 国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近の実績値
(H21年国民健康・栄養調査)

児童 生徒の肥満児の減少
(6～ 14歳男女 :日 上し式標準体重を基準として20%以上)

フ%以下
¬0 7% ¬0 2% 9 2%

20歳代女性のやせの者の減少 (BMIく 185)
15%以下 23 3% 21 4% 22 3%

20～ 60歳代男性の肥満者(BMi≧ 260)
15%以下 24 3% 29 0% 31 7%

40～ 60歳代女性の肥満者 (OMI≧ 250)
20%以下 25 2% 24 6% 21 8%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○児童・生徒の肥満児の割合は変わらない(片側P値 =015)。

020歳代女性のやせの割合は変わらない (片側P値 =036)。

020～ 60歳代男性の肥満者の害1合は有意に増加している(片憫りP値く0001)。

040～ 60歳代女性の肥満者の割合は有意に減少している(片償IPI直 =0007)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○児童・生徒の肥満児の害J合は変わらない。
020歳代女性のやせの割合は変わらない。
020～ 60歳代男性の肥満者の害り合は悪くなっている。
040～ 60歳代女性の肥満者の割合は目標に向けて改善したが、目標値に
は達していない。

D

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○肥満者の割合について、性・年齢階級別にみると、有意に増加しているのは、30～ 50歳代男性で (図 1)、 特
に、平成21年の肥満者の割合を、10年前の該当世代と比較すると、現在の30歳代男性の増加割合が最も大きい
ため、20歳代から30歳代にかけて体重を増やさないためのアプローチが必要である (図 2)。

○都道府 県別の肥満者の割合をみると、地域格差がみられるため、地域格差に配慮した取組が必要である(図
3)。
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図 3 肥満者の害」含 (都道府県別)

20～ 60歳代男性 40～ 60歳代女性

■ 223%未着

● 228‐ 250●/.未満

EE1 25 8-320・/.未満

■ 320●/.以 上

■ 27儡未満

■ 274-300%未満

□  300-34協未満

● 34協以上

資料 :平成19年度厚生労1動科学研究
「都道府県等の生活習慣病リスク因子の格差及び経年モニタリング手法に関する検討(主任研究者 吉池信男)」

～国民健康・栄養調査を活用した健康及び栄養水準に係る都道府県別ベンチマーク指標の検討～

-3-
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分野 :栄養・食生活

目標項目:1 2脂肪エネルギー比率減少

目標値
策定時のベースライン値
(H9年 国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近の実績値
(H21年国民健康・栄養調査 )

20～ 40歳代  25%以 下 27 1%/日 26 7%/日 27 1%/日

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

O変わらない (片側 PI直 =050)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○男性より女性で高い。
O男女とも20歳代、30歳代では変わらない。
O直近値の20～ 40歳代では、男女とも20歳代で最も高く、男性で276%、 女性で291%。
○脂肪の供給食品は、肉類とドレッシング等の油脂、調味料で約5害1を 占め、この10年間で変化はない

(4)最終.I価
・最終値が 日標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○変わらない

C

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化 改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○脂肪エネルギー比率が30%以上の者の割合は、男女とも20歳代で最も高く(図 4)、 この世代へのアプローチ
が必要である。



図 4 脂肪エネルギー比率の状況
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分野 :栄養・食生活

目標項目:1 3食塩摂取量減少

目標値
策定時のベースライン値
(H9年国民栄姜調査 )

中間評価
(H16年国民健康‐栄養調査 )

直近の実績値
(H21年 国民健康 榮委調査 )

成人  10g/日未満 13 5g/日 11 2g/日 107g/日

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
直近値が、日標値に対してどのような動きに

なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

O有意に減少している(片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上の課題
調査・分析をする上での課題 (調査手段、方

法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

O男性より女性で低く、女性では99g/日まで減少。
○男女ともいずれの年代でも減少している。
○直近値では、男女とも60歳代で最も高く、男性で124g、 女性で105gで ある。
○食塩の供給源は調味料が約7割を占め、この10年間で変化はない。

(4)最終評価
最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し

たか等を簡潔に記載。

O目 標に向けて改苦したが、日標値には達していない。
B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○これ以上の減少については、個々人の努力だけでは限界があることから、食事内容や量の調整ができるよう
栄養成分表示の義務化や、食品に含まれる食塩含有量を減らすための企業努力を促す環境介入も必要である。
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分野 :栄養 食生活

目標項目:14野 菜摂取量の増加

目標値
策定時のベースライン値
(H9年 国民栄霙調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近の実績値
(H21年 国民健康探 養調査 )

成人  350g以 上 292g/日 267g/日 295g/日

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴(性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○変わらない (片 1則 Pl直 =028)

(2)データ等分析上の課題
調査・分析をする上での課題 (調査手段、方

法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○直近値では、20歳代で最も低く、242gである。

(4)最終評価
最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し

たか等を簡潔に記載。

○変わらない。
C

(5)今後の課題及び対策の抽出
最終評価を踏まえ、今後強化 改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

0毎 日野菜料理をたつぶり(1日 小鉢5皿、350g程度 )食べることについて「するつもりはあるが、自信がない」と回
答した人の割合は290%、「するつもりがない」は61%(平 成21年国民健康・栄養調査結果)であり、対象者の状
況に合わせた支援が必要である。
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分野 :栄養・食生活

目標項目i1 5 カルシウムに富む食品の摂取量の増加 (成人 )

目標値
策定時のベースライン値
(H9年 国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康 末養調査 )

直近の実績値
(H21年国民健康 :栄養調査 )

牛乳・ラt製品  130g以上 107g/日 101g/日 91g/日

豆類     100g以上 76g/日 65g日 59g/日

緑責色野菜  120g以上 980/日 8_Og 日 99g/日

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○牛手L・ 乳製品は有意に減少している(片 側P値 <0001)
○豆類は有意に減少している(片側Pl直 <0001)。
○緑黄色野菜は変わらない(片側Pl直 =028)。

(2)データ等分析上の課題
調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方

法、分析材料等)がある場合、認載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○直近値の豆類及び緑黄色野菜では、どちらも20歳代で最も低く、豆類は45g、 緑黄色野菜は71gである。牛旱L・

乳製品は、40歳代で最も低く、83gである。

(4)最終評価
最終値が日標に向けて、改善したか、悪化し

たか等をF.● 潔に記載。

○牛早L・ 7L製品は悪くなっている。
○豆類は悪〈なっている。
○緑黄色野菜は変わらない。 D

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化 改善等すべき
ポイントを簡潔に記載
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分野 :栄養・食生活

目標項目 1 6 自分の適正体重を認識し、体重コントロールを実践する人の増加

目標値
策定時のベースライン値
(H10年 国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康 栄養調査 )

直近の実績値
(H21年 国民健康 栄養調査 )

男性 (15歳 以上)90%以 上 62 6% 60 2% 67 7%

女性(15歳以上)90%以上 80 1% 70 3% 76 3%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
直近値が、日標値に対してどのような動きに

なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を 踏まえた分析

○男性では有意に増加している(片側 Pl直 <0001)。
○女性では有意に減少している(片側 Pl直 =0001)。

(2)デ ータ等分析上の課題
調査・分析をする上での課題 (調査手段、方

法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント
○体重コントロールを実践する人の割合が低い年代は
ある(ベースライン値 :男 性50フ %、 女性727%、 直近値

(成人では)ベースライン値、直近値の男女とも20歳代で
男性535%、 女性686%)。

(4)最終評価
最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し

たか等を簡潔に記載。

〇男性は、目標に向けて改善したが、日標値には達していない。
O女性は、悪〈なっている。

D

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化 改善等すべき
ポイントを簡潔に記載



―
一
〇
―

分野 :栄養 食生活

目標項目 1 7朝食を欠食する人の減少

日標値
策定時のベースライン値
(H9年 国民榮曇調査 )

中間評価
(H16年 国民健康 茉養調査 )

直近の実績値
(H21年国民健康 栄養調査 )

中学・高校生  o% 6 00/o 6 2% 7 2%

男性(20歳代)15%以 下 32 9% 34 30/0 33 0%

男性(30歳 代)15%以 下 20 5% 25 90/o 29 2%
コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたペースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○中学・高校生は変わらない (片側PI直 =022)。   ‐

020歳代男性は変わらない (片 側P値 =049)。
030歳代男性は有意に増加している(片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上の課題
調査・分析をする上での課題 (調査手段、方

法、分析材料等)が ある場合、記載 .

○欠食の定義について、策定時は「食事をしなかつた場合」であるが、中間評価・直近の実績値は「食事をしな
かった場合」及び「菓子、果物、乳製品、し好飲料などの食品のみ食べた場合」、「錠剤 .カプセル・顆粒状のビタミ
ン・ミネラル、栄養ドリンク剤のみの場合」の合計であるため、比較には注意を要する。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し

たか等を簡潔に記載。

○中学・高校生は変わらない。
020歳代男性は変わらない。
030歳代男性では悪くなつている。 D

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化 改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○習慣的に朝食を欠食している20歳以上で、朝食を食べない習慣がI小字校の頃から」又は1中学、高校生の頃
から」と回答した人の割合は、男性で327%、 女性で2520/0(図 5)であることから、子どもの頃から正しい食習慣を
身につける取組が重要である。
○習慣的に朝食を欠食している人で、朝食を食べるために必要な支援は、男女とも「早く寝る、よく眠る」が最も多
く、男性は女性に比べ、「家族や周りの人の支援」、「残業時間の短縮など労働環境の改善」が高い。朝食を食べ

ている人が食べ続けるための支援では、男性は「家族や周りの人の支援」、女性 |ま「自分で朝食を用意する努

力」が最も多い (図 61.6-2)な ど、朝食を食べている人と食べていない人、男性と女性で、支援内容が異なること
から、社会環境な要因も踏まえて対象にあつた支援が必要である。

O直近値の欠食の内訳をみると、「何も食べない」は20歳代で199%、 30歳代で1700/0、「菓子、果物、乳製品、

嗜好飲料などの食品を食べた」は20歳代で128%、 30歳代で118%であり、主食をきちんととるなど食事内容を見

直し、バランスのとれた内容に改善するための支援も必要である(図 7)。



図 5 朝食欠食が始まった時期 (20歳以上)
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資料 :平成21年国民健康・栄養調査
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図6-1 習慣的に朝食を欠食している者における、朝食を
食べるために必要な支援内容 (20歳以上)

早く寝る、よく眠る

自分で朝食を用意する努力

家族や周りの人の支援

残業時間の短縮など労働環境の改善

夕食や夜食を取りすぎない

外食やコンピユ等で手軽に朝食をとれる環境

特にない

今までどおり食べるために必要な支援内容 (20歳以上)

早く寝る.よく眠る

自分で朝食を用意する努力

家族や周りの人の支援

残業時間の短縮など労働環境の改善

夕食や夜食を取りすぎない

外食やコンピニ等で手軽に朝食をとれる環境

特にない

図6-2 朝食をほとんど毎日食べている者における、朝食を

資料 :平成21年国民健康・栄養調査
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図 7 朝食欠食の状況
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分野 :栄養・食生活

目標項目:1 8量・質ともに、きちんとした食事をする人の増加

目標値
策定時のベースライン値
(H8年 国民栄姜調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近の実績値
(H21年国民健康礫 養調査)

成人 70%以上 56 30/O 61 00/0 65 7%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○有意に増加している(片側 P値 <0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○目標に向けて改善したが、目標値には達していない

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載
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分野 :栄養 食生活

日標項目:1 9外食や食品を購入する時に栄養成分表示を参考にする人の増加

目標値
策定時のベースライン値
(H12年 国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査)

直近の実績値
(H21年国民健康・栄養調査)

男性(20～ 69歳 )

30%以上(策定時には目標値なし)
20 1% 22 6% 25 0%

女性 (20～ 69歳 )

55%以上(策定時には目標値なし)

41 0% 52 3% 55 3%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○男性は有意に増加している(片側P値く0001)。

O女性は有意に増加している(片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○中間評価と直近値は同じ調査項目で得られた数値であるが、策定時の調査項目は異なつているので、策定時
の数値とその後の数値の単純な比較は困難である。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○男性は目標に向けて改善したが、日標値には達していない。
0女性は目標値に達した。 B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○栄養成分表示は、食事内容や量の調整に活用できることから、栄養成分表示の義務化といつた環境整備を促
す制度の見直しも必要である。
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分野 :栄養・食生活

目標項目11 10自 分の適正体重を維持することのできる食事量を理解している人の増加

目標値
策定時のベースライン値
(H8年 国民栄養調査)

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査)

直近の実績値
(H21年国民健康・栄養調査)

成人男性 80%以上 65 6% 69 1% 75 00/o

成人女性 80%以上 73 0% 75 0% 78 2%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を 踏まえた分析

○成人男性は有意に増加している(片側P値 <0001)
○成人女性は有意に増加している(片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○男女とも日標に向けて改善したが、日標値には達していない。
B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載
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分野 :栄養・食生活

目標項目:1 11 自分の食生活に問題があると思う人のうち、食生活の改善意欲のある人の増加

目標値
策定時のベースライン値
(H8年 国民栄養調査)

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近の実績値
(H21年国民健康・栄養調査 )

成人男性 80%以上 55 6% 59 10/o 58 8%

成人女性 80%以上 67 7% 67 3% 69 5%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○成人男性は変わらない(片側P値 =0084)
〇成人女性は変わらない(片側P値 =017)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント
○食生活の改善を特に考えていない人の害1合が最も多い年代は、ベースライン値では男性の30歳代 (294%)
女性の40歳代 (200%)であり、直近値では男性の40歳代 (219%)、 女性の20歳代 (174%)である。

(4)最終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

O男 女とも変わらない。
C

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載
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分野 :栄養・食生活

目標項目 1 12 ヘルシーメニューの提供の増加と利用の促進

目標値
策定時のベースライン値
(H12年 国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康礫 養調査)

直近の実績値
(H21年国民健康・栄養調査 )

男性(20歳～59歳 )50'6以 上 (策定時には目標値なし) 34 4% 34 50/o 38 8%

女性(20歳 ～59歳)50%以 上 (策定時には目標値なし, 43 0% 53 0% 61 9%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○男性は有意に増加している(片側P値 =0002)
○女性は有意に増加している(片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査 分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等をP.1潔 に記載。

〇男性は目標に向けて改善したが、目標値には達していない
○女性は目標値に達した。 B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載
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分野 :栄養・食生活

目標項 目:1 13 学習の場の増加と参加の促進

目標値    ~ 策定時のベースライン値
(H12年 国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近の実績値
(H21年国民健康・栄養調査 )

男性(20歳 以上)

10%以上 (策定時には目標1直 なし)

6 10/● 7 4% 83%

女性 (20歳 以上 )

30%以上 (策定時には目標値なし)

14 7% 15 3% 16 1%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○男性は有意に増加している(片側P値 =0001)
○女性は変わらない(片側P値 =0067)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他デ
=夕分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○男性は目標に向けて改善したが、日標値には達していない。
O女性は変わらない。 C

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載
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分野 :栄養・食生活

目標項目11 14学習や活動の自主グループの増加

目標値
策定時のベースライン値
(H12年 国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査)

直近の実績値
(H21年国民健康・栄姜調査)

男性(20歳以上 )

5%以上 (策定時には目標値なし)

2 4% 3 5% 39%

女性 (20歳以上)

15%以上 (策定時には目標値なし)

7 8% 7 4% 8 4%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析     ヽ

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○男性は有意に増加している(片側PI直 =0001)
○女性は変わらない (片倶lP値 =0.20)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合 .記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント
○食育の推進に関わる自主グループであるボランティアの数は、平成18年 度の28万人から平成21年度は345万
人と23%増加している(内 閣府食育推進室調べ )。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○男性は目標に向けて改善したが、目標値には達していない
○女性は変わらない。 C

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載
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分野 :栄養・食生活

目標項 目11 15 メタポリックシンドローム (内

目榎値

臓脂肪症候群)を認知している国民の割合の耀加

中間評価

|(平
成21年食育』

尋i慧繁尋
児関する世論調査

成人 800/o以上 (中間評価時に追加) 92 7%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を合み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴(性 、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○平成18年度の773%か ら平成21年度は927%と 154%高くなっている(図 8)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント
○第2次食育推進基本計画において、「メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事、運動等を継
続的に実践している国民の割合の増加」が目標として追加された(現状値:415%→ 目標値:50%以上)。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

O目 標値に達した。

A

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載
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2身体活動・運動 (案 )(H239.8版 )

※各指標の達成状況については、別添シート参照

〈総括評価〉

○意識的に運動を心がけている人の割合は増加したが、運動習慣者の割合は
変わらない。運動の重要性は理解しているが行動に結びついていないと考えられ
る。

○歩数については悪化した。身体活動が減少していることを示唆しており、その
原因として運動以外の生活活動の減少が考えられる。

O高齢者については、外出に積極的な態度をもつ人の割合は特に、80歳以上で
悪くなっていたが、何らかの地域活動を実施している者、安全に歩行可能な高齢
者については、ほぼ目標を達成した。

く指標に関連した施策〉

O健康づくりのための運動基準・指針の作成、普及啓発

○特定健診・特定保健指導

0メタポリックシンドローム対策総合戦略事業(H18)

○健康増進施設認定制度

O介護予防事業(平成18年度～)一次予防(-11高齢者施策)、 二次予防 (特
定高齢者施策)

〈指標の達成状況〉

A 目標値に達した 2

B 目標値に達していないが改善傾向にある 2

C 変わらない 1

D 悪くなつている 1

〈今後の課題〉

易櫨潔脱T蟹確勤3冊端盤馨魏轟路脇暮 i螢:
だけでなく、高齢者の自立度低下や虚弱の危険因子である。歩数減少は運動・
身体活動の分野において最も懸念すべき問題であり、早急に重点的な対策を実
施する必要がある。

○運動基準・指針改定、すこやか国民生活習慣運動、特定保健指導などを通し
て、歩数増加のための支援を特に強化することが望まれる。

9ユ暑若魂聟堪柵舌よ:徹鑓景鷲導よ:灘1諾彩
フラ的・社会経済的)や地域・職場における社会支援の改善などがあげられる。



健康日本21の 目標値に対する直近値に係るデータ評価シート(案 )

(H.23.9.8版 )

身体活動・運動分野
・

記載留意事項… 各項目の冒頭には、見出しとして分析結果、課題等を要約として記載してください。
詳細なデータ解析をした場合は、解析結果や二次資料を添付してください。
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分野 :身体活動・運動

目標項目:21意 識的に運動を心がけている人の増カロ

目標値
策定時のベースライン値
(H8年保健福祉動向調査)

中間評価(年齢調整後)

(H15年国民健康・栄養調査)

直近実績値 (年齢調整後)

(H20年国民健康 栄養調査 )

成人男性 63%以上 51 8% 54 20/0 58 7%

成人女性 630/o以 上 53 10/o 55 50/o 60 5%
コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○成人男性、女性とも有意に増加している(成人男性 :片側P値 <0001、 成人女性 :片側P値 <0001)。
OH20年度の直近実測値では、20歳代496%、 30歳代492%、 40歳代507%と低値である。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○性・年齢階級別にみると、有意に増加しているのは、男性では40～ 50歳代、女性では30歳代及び70歳 以上
である。(図 1)

○中間評価、直近実績値の調査は策定時と異なるが、比較することは可能である。

(4)最終評価
・最終値が 日標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。   .

○ 目標に向けて改善したが、目標値には達していない。
B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○本項目の改善傾向に反して、22の 1日 の歩数は減少し、23の運動習l■
~者

の割合は増加していない。す
なわち、心がけているが実践につながっていないという現状を解決するためのアプローチが必要である。具体
的には、意欲を実践に変えるための環境の整備や支援の充実、その担い手である地域や職域の取り組みの明
確化などが必要であると考えられる。

○運動の意義や重要性に関する啓発を一層図ることが必要。

020-40歳 代の若い世代への啓発が必要。



図1.意識的に運動を心がけている人の割合
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分野 :身体活動・運動

目標項目:22、 26日 常生活における歩数の増加

目標値
策定時のベースライン値

(H9国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査)

直近実績値
(H21年国民健康・栄養調査)

男性 (15歳以上)9,200歩 以上 8,202歩 7,532歩 7,243歩

女性 (15歳 以上)8,300歩 以上 7,282歩 6,446歩 6,431歩

男性 (70歳 以上)6,フ 00歩以上 5,436歩 5,386歩 4,フ 0フ 歩

女性 (70歳 以上)5,900歩 以上 4,604歩 3,917歩 3,797歩

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに

なっているか、留意 点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴(性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○男女とも有意に減少している。

(男性15歳 以上 :片側P値 <0001、 女性 15歳以上

(男性70歳 以上 :片側P値 =0003、 女性70歳 以上
片側P値 <0001)
片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方

法、分析材料等)がある場合、記載。

0歩数は中強度以上の身体活動量の評価方法として客観性の高い方法であるが、一般的に休日における歩

数減少のような個人内変動があることが示唆されている。現在の測定方法は、1日 のみの歩数を本人が記入す
る方法となっているため、測定日を増やすかもしくは測定日の情報の記録などの工夫が必要と考えられる。

(3)その他データ分析に係るコメント

あることから、この10年間の調査対象の高齢者の増加を勘案し、15歳

以上の歩数に関しては年齢調整した平均値 (男性 :平成16年 7,686歩 、平成21年 7,591歩 。女性 :平成16年6.593

歩、平成21年 6,338歩 )について統計処理を行つたところ、男女とも減少している。

○運動習 liの ある者とない者では、歩数の平均値に統計的な有意差がある(運動習慣有 (男 性 :7,887歩 女性

7,532歩 )、 運動習慣無 (男 性 :67562歩 女性5,343歩 ))

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか t悪化し

たか等を簡潔に記載。

○悪くなつている。
D



○歩数は余暇時間に行われる運動と比較的活発な生活活動を合わせた「身体活動」の指標である。身体活動
の減少は肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、高齢者の自立度低下や虚弱の危険因子であ
る。歩数減少は運動・身体活動の分野において最も懸念すべき問題であり、早急に重点的な対策を実施する必

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化‐改善等すべ
きポイントを簡潔に記載

要がある。

〇年齢や運動習慣の有無などによる個人差が大きいので、平均値ではなく、○○歩以下の人を減らす、等の方
策が必要。

會曙靡薯層拠聖麿房址鈴夏翼勇詣野諄偲分g/旨
れ`て提話轟ぬ庫ら3り,層軍堕曇麿響繁■

]人に対する啓発などに加えて、自治体や職域における
住環境・就労環境の改善や社会支援の強化などが望まれる。

OWHOでは、身体不活動(6%)は、高血圧(13%)、 喫煙(9%)、 高血糖(6%)に次いで全世界の死亡者数に対する危
険因子の第4位との認識を示している。その対策として、2010年にGrObJ RecommendaJons on Physical
AcJuty for HeaLhを策定し、行動指針を採択している。

○運動基準・指針改定、すこやか国民生活習慣運動、特定保健指導などを通して、歩数増加のための支援を
特に強化することが望まれる。

‐
い
‐
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分野 :身体活動・運動

目標項 目:23 運動習慣者の増加

目標値
策定時のベースライン値

(H9国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近実績値
(H21年国民健康・栄泰調査 )

男性  39%以 上 28 6% 30 9% 32 2%

女性  35%以 上 24 6% 25 8% 27 0%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○成人男性、女性とも年齢調整を行つた場合 (男 性 :平成16年 278%、 21年 297%、 女性 :平成16年 245%、 21

年 242%)、 変化なし。(成人男性 :片側P値 =026、 成人女性 :片側P値 =045)

○性・年齢階級にみると、60歳代男性及び60歳 以上の女性では有意に増加しているが、40～ 50歳代女性では

有意に減少するなど、性・年齢階級別で変化に違いがみられた (図 2)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

〇年齢階級によつてベースラインの値やその後の変化が異なるため、この10年 間の調査対象の高齢者の増加
と年代別の変化の違いを勘案し、年齢調整を行つたところ、男性、女性とも運動習慣者の増加は見られなかっ
た。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
。最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○変わらない。
C(年齢調整した場合 )



(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強1し・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

による生活習慣病予防効果は、 くりための 006」 で示されるとおり
明自である。国民一人ひとりに対して運動習慣のメリットを積極的に啓発する必要がある。また、運動習慣の維
持・増進には運動指導者、自治体、職場などの環境を整備する施策が必要。

○ここ10年の間の運動習慣に対する認識の変容に注意が必要ではないか。かつては、運動というとスポーッを
イメージしたが、最近では散歩のような簡単な身体活動も、余暇時間に目的を持って行われていれば運動と認
識されるようになってきた。笹川スポーツ財団が実施する同様の調査でも、散歩やウォーキングの実施者の割
合が急増している(スポーツ白書 )。

020歳から60歳までの若者や働き盛り世代に対する運動啓発が必要。

○経年変化が追えるようにすることには留意しつつ、生活習慣病予防、介護予防に必須の運動習慣の定義を
どうするのかの検討が必要。例えば、"散歩"を運動ととらえるかは個人差があるため、本来は"運動"の 定義を
明示した上で調査を行う必要がある。

‐
「
‐
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分野 :身体活動・運動

目標項目:24外 出について積極的な態度をもつ人の増加

目標値
策定時のベースライン値

(Hll年高齢者の日常生活に関する意識調査) (H16年高齢者の日常生活に関する意識調査 )

直近実績値 (年齢調整後)

(H21年高齢者の日常生活に関する意識調査 )

男性 (60歳 以上)70% 59 8% 64 1% 74.7%

女性 (60歳 以上)70% 59 00/0 60 7% 71 4%

男女 (80歳 以上)56% 46 3% 48 1% 58 3%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年量 項目別の分類など)を踏まえた分析

○直近の平成21

いずれも増加し、
弔調査結果では、男↑
目標値を超えている。

(60歳以上 )747%、 (60歳 以上)714%、 80歳以上男女583%と 、

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○中間評価では、国民健康・栄養調査結果 (平成15年 )を用いていたが、ベースラインの調査が、その後も定期
的に継続して実施され、調査項目も同一であるため、その調査結果を用いて、最終評価を行った。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

〇目標 {直に達した。

A

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○家庭における高齢者の役害」や生業の分担に関する啓発が、家族を構成するすべての世代に対して必要であ
ると考えられる。25の地域活動参加の活性化との連携も必要ではないか。

○半数以上の不活発な人が外出したくなるような働きかけや社会制度の仕組み (具体的には高齢者の就労対
策や買い物難民の解消など)が必要ではないか。
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分野 :身体活動・運動

目標項 目:25何 らかの地域活動を実施している者の増加

目標値
策定時のベースライン値

(H10年 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査)

(H15年 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査 )

直近実績値
(H20年高齢者の地域社会への参加に関する意識

男性 (60歳 以上)58% 48 3% 57 5% 64 0%

女性 (60歳 以上)50% 39 7% 52.6% 55 1%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○直近の平成20年調査結果では、男性640%、 女性551%と 、いずれも増加し、目標値を超えている。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○中間評価では、国民健康・栄養調査結果(平成15年 )を用いていたが、ベースラインの調査が、その後も定期
的に継続して実施され、調査項目も同―であるため、その調査結果を用いて、最終評価を行つた。
○地域活動の定義は何か不明瞭である。また、就業の有無などを含めて調査する必要がある。このことから今
後は就業の有無を含んだ、社会活動の有無について間うことも必要。

(3)その他データ分析に係るコメント

○特定健診や介護予防などの制度の中で、社会参加のヒントや機会に関する情報を提供するなどが有効と考
えられる。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪イヒし
たか等を簡潔に記載。

〇目標値に達した。
A

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○高齢者の地域に対する社会活動や就労を促進するような対策が必要。

O特に後期高齢者に対する支援が必要。
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分野 :身体活動・運動

目標項目:27 安全に歩行可能な高齢者の増加 (開眼片脚起立時間20秒 以上 )

目標値
策定時のベースライン値

(H9～ 17年「健康度指標」(あいち健康の森健康科
学総合センター )

中間評価
(H15年国民健康・栄養調査)

直近の実績値
(H18年国民健康・栄養調査 )

男性 (65歳 ～74歳 )80%以 上 68 1% 82 2%

男性 (75歳 以上)60%以 上 38 0% 50 40/o

女性 (65歳 ～74歳 )75%以 上 62 4% 77 3%

女性 (75歳 以上)50%以 上 21 2% 44 4%
コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに

なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項 目別の分類など)を踏まえた分析

○ベースライン値は特定の地域のデータであるが、直近の実績値はベースライン値に比べ増加傾向にある。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方

法、分析材料等)がある場合、記載。

○国民健康・栄養調査による測定はH18年度のみで経時的な評価がないため、参考評価とする。

(3)その他データ分析に係るコメント

σ前 ほ及 急速にできない人が増加するので介護予防の取り組みを強化してはどうか。

○被測定者の体力だけでなく、測定者の測定方法や手順に関する知識や技術に結果が影響を受ける項目な
ので、より標準化が求められる。

○高齢者の開眼片脚起立時間20秒以上と類似の体力評価開眼片足立ち(時間 :秒で評価)も過去10年 間で改

善していることが文科省平成21年度体力 運ヽ動能力調査結果の概要及び報告書において示されていることか

ら、改善との最終評価とした。
(http://www mextgojp/component/b_menu/other/_icsFiles/afieldfile/2010/10/12/1298224_5 pdf)

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○目標に向けて改善したが、一部の年代は目標値に達していない。

B(参考評価 )

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○毎年でなくても、5年に一度程度の頻度で経時的に評価していくことが必要。
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分野 :身 体活動・運動

(再掲)日 標項目:28メ タポリックシンドローム (内臓脂肪症候群)を認知している国民の割合の増加

目標値 策定時のベースライン値 中間評価
直近の実績値

(平成21年食育の現状と意識に関する世論調査
(内 閣府))

成人 800/6以上 (中 間評価時に追加 ) 92 7%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値l_対 してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など) ミえた

`○平成 18年度の773%から平成21年度は927%と 154%高 くなっている。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)が ある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

○第2次食育推進基本計画において、「メタボ :リ ックシンドロームの予防や改善のための適切な食事、運動等を
継続的に実践している国民の割合の増加」が目標として追加された(現状値:415%→ 目標値 :50%以上)。

(4)最終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載



〈指標の達成状況〉

A 目標値に達した 1

B 目標値に達していないが改善傾向にある 1

C 変わらない 0

D 悪くなっている 2

3休養。こころの健康づくり(案 )(H.2398版 )

※各指標の達成状況については、別添シート参照

〈総括評価〉

○睡眠による休養を十分にとれない人の割合 (減少)は 目標を達成したが、スト
レスを感じた人の割合や、睡眠の確保のために睡眠補助品やアルコールを使う
ことがある人の割合は悪4ヒした。

O国民全体の自殺死亡率は低下しているものの、自殺者数は3万人を超える
状態が続いている。性・年代別の自殺死亡率では、50歳代以降の自殺死亡率
は高いが減少傾向があり、近年では働き盛り世代 (20～ 40歳代)の 自殺死亡率
が増加している1頃 向がみられる。

O患者調査によると、近年、うつ病が増加している。また、近年、メンタルヘルス
不調や精神疾患による長期休職者が増加していることが複数の調査から幸晨告
されている。

〈指標に関連した施策〉

0健康づくりのための睡眠指針

○健康づくりのための休養指針

○自殺対策の推進 (自 殺対策基本法、自殺総合対策大綱)

〈今後の課題〉

O働く世代への、ストレス対策、うつ病対策、自殺対策が重要である。地域や職
域において、どのような取り組みが必要か、目標達成のためのプロセスを今―
度、検討する必要がある。

O睡眠習慣についての正しい知識の普及や保健指導が必要である。特に、50

歳代以降に対策が必要である。

○健康づくりにおける休養の在り方を再検討する必要がある。また、平成6年に
策定された健康づくりのための休養指針については、改訂すべき時期にある。



健康日本21の 目標値に対する直近値に係るデータ評価シート(案 )

(H.23.9.8版 )

休養・こころの健康づくり分野

記戴留意事項… 各項目の冒頭には、見出しとして分析結果、課題等を要約として記載してください。
詳細なデータ解析をした場合は、解析結果や二次資料を添付してください。
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分野 :休養・こころの健康づくり

目標項 目:31 ストレスを感じた人の減少

目採値
策定時のベースライン値

(H8年健康づくりに関する意識調査)

中間評価
(H15年国民健康・茉養調査 )

直近の実績値
(H20年国民健康礫 養調査)

成人  49%以 下 54 60/0 62 2% 61.3%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項 目別の分類など)を踏まえた分析

○有意に増加している。(20歳以上 :片側 PI直 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○「ストレスを感じた人」の割合は、このlヶ 月間「大いにある」、「多少ある」と回答した人を合わせた値となって
おり、「多少ある」と回答した者についても「減少」の必要があるかは検討が必要。

(3)その他データ分析に係るコメント

〇平成8年と平成20年を男女別に10歳ごとに層別化して比較した。その結果、男女とも全ての年齢階級におい
てストレスを自覚している人の害1合が増加した。ストレスが「大いにある」と回答した人だけを検討しても、男女と
も全ての年齢階級で悪化している。男女ともに、20歳 代、30歳 代、40歳代、50歳 代の就労世代でストレスを自覚
している人が多い。
○策定時のベースライン値は、全国的な調査で、調査項目が同じあるので、直近実績値と比較することは可能
である。

(4)最終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○悪くなつている。
D

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

01動 く世代の (職域での)ストレス対策が重要である。職場でメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は増
えつつあるが、よリー層の浸透が期待される。地域や職域におけるストレス対策・メンタルヘルス対策にどのよ

うな取り組みが必要か、日標達成のためのプロセスを今一度検討する必要がある。
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分野:休養。こころの健康づくり

目標項目:32 睡眠による休養を十分にとJ■ていない人の減少

目標値
策定時のベースライン値

(H8年健康づくりに関する意識調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査)

直近の実績値
(H21年 国民健康・栄養調査 )

成人  21%以 下 23 10/o 21 2% ¬8 4%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項 目別の分類など)を踏まえた分析

○有意に減少している(片側 P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

○平成8年と平成21年を男女別に10歳ごとに層別化して比較した。その結果、男性の60歳代と70歳 代以上、女
性の50歳代と60歳代を除いて、睡眠による休養をとれていない人は減少した。
○策定時のベースライン値は、全国的な調査であるので、直近実績値と比較することは可能である。

〈4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○目標値に達した。
A

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○全体としては目標を達成したが、改善が認められなかつた男性の60歳 代と70歳 代以上、女性の50歳 代と60

歳代に対しては、睡眠習慣に対する保健活動をよリー層、充実させる必要がある。
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分野 :休養・こころの健康づくり

目標項 目:33 睡眠の確保のために睡眠補助品やアルコールを使うことのある人の減少

目採値
策定時のベースライン値

(H8年健康づくりに関する意識調査)

中間評価
(H15年国民健康・栄養調査 )

直近の実績値
(H19年 国民健康・栄養調査)

成人  13%以 下 14¬ % 17 6% ¬9.50/o

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○有意に増加している。(20歳以上 :片側P値 <0001)
(男 女とも年齢階級が高くなるほど使用割合が高くなる傾向にある)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題〈調査手段、方
法、分析材料等)が ある場合、記載。

○睡眠補助品の使用者が増えたことは不眠症状を有する人が増えたことを思わせる。一方、睡眠補助品が入
手しやすくなったことも影響している可能性がある。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

〇策定時のベースライン値は、全国的な調査であるので、直近実績値と比較することは可能である。
○今後は、不眠症状の有無などで評価するのが望ましい。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

〇悪くなつている。
D

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○男性の164%、 女性の60%に 寝酒習l■
‐
が認められた(平成19年国民健康・栄養調査 )。 寝酒が好ましくない

ことなど、睡眠習慣について正しい知識を普及することが重要である(睡眠習慣に対する保健活動の充実 )。
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分野:休養・こころの健康づくり

目標項目:34 自殺者の減少

目標値
策定時のベースライン値
(H10年人口動態粒計)

中間評価
(H16年人自動態統計 )

直近の実績値
(H21年 人口動態統計 )

全国数  221000人 以下 31,フ 55人 30,247人 30,707人

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なってしヽるか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○有意に減少したが、依然として3万人を超える状況が続いている(片側P値 <0001)。     ~~~~

〇性別にみると、男性では変化が見られなかつたが、女性は有意に減少した(男 性 :片側P値 =021、 成人女
性 :片側P値 <0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○中間評価時に、速報値を用いていたが、確定値が使用可能であり、全てデータは確定値でそろだ百[

(3)そ の他コメント

○平成22年の警察庁自殺統計では、総数31,690人で、50歳代が最も多い。男性が7割を占める。原因・動機は
健康問題が最も多い。平成12年と平成22年を比較すると、50歳代と60歳以降では、自殺死亡率は低下してい
る。20歳代、30歳代、40歳代で自殺率は増えている。19歳以下は大きな変化はない。男女比には大きな変化な
い。原因・動機は集計方法が変わつたために比較できない6患者調査によると、近年うつ病が増加している。近
年、メンタルヘルス不調や精神疾患による長期休職者が増加していることが複数の調査から報告されている。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○統計学的に自殺率の低下を認めるが、依然として自殺者数が年間3万
人を超える状態が続いている。 B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○働く世代の (職域での )うつ病や自殺への対策が重要である。



〈指標の達成状況)

A 目標値に達した 0

B 目標値に達していないが改善傾向にある 4

C 変わらない 1

D 悪くなつている 0

4たばこ(案 )(H23_98版 )

※各指標の達成状況については、別添シート参照

〈総括評価〉

○喫煙が及ぼす健康影響についての知識、未成年者の喫煙、分煙の徹底につ
いては、改善がみられた。とくに1洒 卒中、心臓病、歯周病が喫煙で起きやすくな
るという知識が増加し、中高生の喫煙率が減少し、職場、公共機関等での受動
喫煙防護が進んだのは大きな成果である。

O喫煙をやめたい人がやめるの参考指標である「禁煙希望者の割合」は増加
し、「喫煙率」については減少を見たことから改善があつたものと評1面 。禁煙治
療の推進と治療方法についての周知の強化が必要。
O職場、自治体等での受動喫煙曝露への対策、住民の受動喫煙対策の正しい
知識、喫煙率の低下についても成果がみられたが、目標には遠いためさらなる
対策の強化が必要である。

〈指標に関連した施策〉

(受 lL)

○たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約

0未成年者喫煙防止法

O禁煙支援マニュアルの配布

O職場における喫煙対策のためのガイドライン

○ニコチン依存症管理料の保険適用

〈今後の課題〉

018歳 19歳を含めた成人の喫煙行動に関する全国調査を継続実施すること
で、喫煙行動に関連する禁煙の取り組み、禁煙方法、受動喫煙曝露に関する
実態と職場などでの受動喫煙曝露防護の実態等をモニタリングすることが重要
である。

○タバコ税のさらなる値上げ、タバコの自動販売機の廃上、広告、販売促進の
禁上、職場等の受動喫煙曝露防護の推進、飲食店遊技場等の全面禁煙の推
進、禁煙治療の効果や方法の周知等を通した治療の推進といった課題をを法
制化等を通して、強力に推進させることが重要。



健康日本21の 目標値に対する直近値に係るデータ評価シート(案 )

(H.23.9.8版 )

たばこ分野

記載留意事項… 各項目の冒頭には、見出しとして分析結果、課題等を要約として記盤してください。
詳細なデータ解析をした場合は、解析結果や二次資料を添付してください.
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分野 :た ばこ

目欄項目:41 喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及 (知つている人の割合〕

目駆値
策定時のベースライン値

(H10年度喫煙と健康問題に関する実態田査)

中間辞価
(H15年国民健康 兼養調査 )

直近実績値
(H20年国民健康 業養調査 )

a)月市がん 100% 845011 875'` 875%

b)喘息 ¬000/o 599% 6349: 628%

C)気 管支炎 100% 655'` 656% 651%

d)心臓病 100% 40596 450% 507%

e)1画卒中 100% 351% 436% 509%

つ胃潰瘍 100% 3419: 335'` 351%

υ妊娠に関連した異常 100% 796% 83296 835%

h)歯周病 100% 27300 3591: 40400

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日欄値に対してどのような動き
になつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状値の分析、特徴 (性、年論、項目別の分類など)を踏まえた分析
○総じて普及度は上昇傾向であるが、耐 毎にその程度は異なつている。
○肺がん・妊娠に関連した異常などは8割以上の普及度であるが、胃潰瘍、歯周病は半数に満たないものや、気管支炎のように変わらないも
のもある。
Oベースラインと比較し、気管支炎と胃潰瘍以外は有意に増加。増加割合が大きいのは心臓病、1歯卒中、歯周病。
(肺がん 1片側P値く0001、 喘息 1片側p値 <0001、 気管支炎 i片側PI直 =025、 心臓病 [片側P値 <0001、 1出卒中 1片 tallPl直 <0001、 胃潰瘍 :

片側P値 =0073、 妊娠に関連した異常 :片側Pl直 <0001、 歯周病 :片側PI直 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、
方法、分析材料等)がある場合、記載。

〇喫煙が及ほす健康影響の範囲をどこまでとするか、受勁喫煙についてどう扱うのが適当か検討が必要。どこまでを国民に知つてほしいかの
設定も検討課題。

(3)その他データ分析に係るコメント

〇中間評価、直近実績 1直 の調査は策定時と異なるが、比較することは可能である。
011卒 中、心臓病とたばこの関係の認識が進んだのは大きな前進。壊疸など糖尿病合併症との関係も周知できるとよい。今後は、普及すべ

き知識の再検討が必要。喫煙行動の改善と知識の改善との関連の検討も必要。

(4)最終評価
・最終値が目様に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

〇変わらない

C

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

〇改善の見られない知識項目に関する啓発の強化。知識と行動を結び付けるものの分析。
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:42未 成年者の喫煙をなく ている人の

目棒値 策定時のベースライン値
(H8年度未威年者の喫煙行動に目する全国口査)

中間評価
(H16年度未威年者の喫煙及び飲酒行動に

関する全国調査)

直近実績値
(H20年度未成年者の喫煙及び飲酒行動に

関する全国調査)

a)男 性 (中 学 1年 )0% 75% 3200

b)男 性 (高校3年生)0% 369% 2170。 128%

C)女性 (中学1年)0% 24% 11%

d)女性 (高校3年生)0% 156% 53%
コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日採値に対してどのような動き
になつているか、留意点を含み分析

ヒベースライン値と現状値の : の分類など)を踏まえた
0未成年者の喫煙刊 月に1回 以上喫煙したものの割合)は有意に|[下した。
(男 性 (中学1年生)片側P値 <0001、 男性 (高校3年生):片側 P値 <0001、 女性 (中学 1年生)片 telPllt<0001、 女性 (中学3年生):片倶lP
値 <0001)

〇男性が女性より高い傾向にある。中学 1年から高校3年生と年齢が高くなると喫煙率は高くなる。喫煙率の男女間の率差が縮まっている。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、
方法、分析材料等)がある場合、記蔵。

○同一方法の調査が継続されているため問題は少ない。今後はWHO/CDCの推進するGYTS(Gbbal Youth Tobacco Sur・ 7ey)に対応する調査
を行い、世界各国の結果と比較し、わが国の課題を明らかにすることも重要。

(3)その他データ分析に係るコメント
0-般成人の喫煙行動のモニタリンク調査を全国規模で継続的に行うとともに、そのなかで大学生の喫煙率や18歳-19歳の喫煙率の把握を
検討し、中高生から成人に向けての喫煙率飛躍の要因を分析する。

(4)最終評価
・最終値が目様に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○目標に向けて改善したが、目標値には運していない。喫煙平の改善は、健康日本21の評価
指標の中でも優秀なものである。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強iヒ・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○改善をもたらした要因の検討、再び上昇する心配がないかどうかの検討が必要。同様の方法で今後もモニタリングを続ける必要がある。
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:43公 共の場及び軍場 におけ の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及 (分煙を実施している割合X知ってい 人 の

目標値
策定時のベースラインIE

(H12年 地方自治体庁舎等における素煙・分煙の実施
状 ,IE書う

中間評価
(H16年地方自治体庁舎等における積煙・分煙の実施

状況口春 )

直近実績値鰺 考値 )

(H22年度厚生労働科学研究 大和班)

a)公共の場 10饂

都道府県 894%
政令市等 959%
市町村 507%
保健所 955%

都道府県 100%

政令市等 100%

市町村 897%
保健所 100%

4フ 都道府県中23が本庁舎内建物内業饉(約 49%)

46都道府県庁所在市及び5政令指定都市中10が本庁舎
内建物内禁煙(約 20%)
東京23区 中1が本庁舎内業煙(約4%)

策定時のベースライン4■

(H9年労働者健康状況調査 )

中間評価
(H14年労働者健康状況調査)

直近実績lE
(H19年労働者健康状況調査)

b)職場 100ヽ

403%
(477%(喫 煙対策 に取り組んでいる))

559・・
(591“ (喫 煙対策 に取り組んでいる)) (755%(喫煙対策に取り組んでいる))

策定時のベースライン値
(なし)

中間評価
(H17年分煙の知臓に関する全国88査 )

直近実績値

C)効果の高い分煙に関する知識の普及 0ヽ0。 ,IB基 準
換気扇のある喫煙室も正解にした場合

男性 774`,

女性 813%
男性 809"
女性 340ヽ

C)効 果の高い分煙に関する知識の普及 10帆 新基準
建物内鷲煙を正属とした場合

340ヽ

066%

性

性

男

女
41o%
430',

性
性

男

女

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動き
になつているか、留意点を含み分析

えたペースラ σン 徴 (性、年齢、項目別の分類4

0/AN共 の場 (地方目治体調査写)における策足時、中間評価時と同様の調査はないが、中間評価までにおいて公共の場 (都道府県等の本庁
舎)における禁煙・分煙対策は都道府県などで100%を満たしており、取組は進んできている。

Oまた、最近の研究によると、行政の庁舎内においては、ほとんど全ての自治体で何らかの対応がなされており、特に、都道府県においては
建物内禁煙に取り組んでいるところが半数近くに上る。

〇職場 (事 業所)の喫煙対策も、進んできている。

○効果の高い分煙に関する知識の普及については、有意に改善したが、日標に達していない。
(旧基準 :男 性 :片側Pl直 く0001、 女性 :片 側P値 <0001)
(新基準 i男 性 :片側P値 <0001、 女性:片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題(調査手段、
方法、分析材料等)がある場合、記載。

○様々な受動喫煙対策が取られている中で、今後は、より効果の明らかである全面禁煙等の実施状況の把握が重要。      ~

〇経年的に比較できないデータでの評価となっている(公共の場の喫煙対策等 )。 職場の取り組みが本当に労働者を受動喫煙から守つている
のかの確認が必要。

Ob)職場においては、従来の算出方法は困難であるので、何らかの喫煙対策に取り組んでいる事業所の割合を計上した(活弧部分)。 知識と
実態のずれの検討が必要。職場、公共施設以外の受動喫煙防護が進んでいるかどうかの指標がない。

(3)その他データ分析に係るコメント

○成人の喫煙調査 (モニタリング調査 )を 継続実施し、受動喫煙に曝露されている場所や頻度についての実態把握が必要。

(4)最終評価
・最終値が目相に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○目標に向けて改善したが、日標値には達していない

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

〇全国を代表する受動喫煙の防止対策の実態の調査が必要。住民の視点から、職場、学校、その他の場所で、どの程度受動喫煙防護が進
んでいるかを検討する必要性がある(受動喫煙から守られている国民、非喫煙者の割合等)。 喫煙対策先進国と比較するとまだ問題点が多
|ヽ



:た ばこ

:4 4 プログラムの普及 プロイ ム が ■ている の

目標値
策定時のベースライン値

(H13年度地域保健・老人保健事集報告)

中間評価
(H15年度地域保健・老人保健事葉報告 )

直近実績値
(H20年度地域保健・老人保健事彙報告 )

`≧

Eコ  100%
329%
(278'1)

397%
(32200) (389%)
コメント

(1)直近値に係るデ=夕分析
・直近値が、日標値に対してどのような動き
になっているか、留意点を含み分析

ベースライン値と現状値の分析、特徴 (性 、年 の

O増カロ傾向にある

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、
方法、分析材料等)がある場合、記載 .

○従来の算出方法では困難であるので、地域保健線より雨町村の禁建指導実績に曇つき、全体の割合を出している(括」ll部 分)。 せめて、禁
煙支援プログラムで支援した実績量があるとよい。

(3)その他データ分析に係るコメント
O成人の喫囲 封査 (モニタリンク調査 )を継続実施し、禁煙行動、票煙方法などを調べることが重要。禁煙治療を行つている医療機関の数の
推移、ニコチン依存症の治療完了数の実績、OTCによりニコチン置換療法剤の売り上げ量等などは、補足的なデータとなる。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○ 目標に向けて改善したが、目標値には運していない

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

O市町村合併を考慮した分析が難しいので、国民から見て、禁煙したい人が禁煙支援プログラムにどの程度アクセスできたかなどの指標が必
要。

‐
ヽ
‐
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:4 5 めたい人がやど の

目標値(指標)
策定時のベースライン値

(なし)

中間評価
(H15、 16年国民健康・栄養調査 )

直近実績値
(H21年 国民健康・榮姜調査)

喫煙率
男性 433%
女性 120%

男性 382%
女性 109%

禁煙希望者の割合
性
性

男
女

性
性

男
女

317%
424%

コメン

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動き
になっているか、留意点を含み分析

たベースライン値 と現状値の の分類など)を踏まえた

○男女とも喫煙率は低下し、禁煙希望者割合は有意に増加している。女性の喫煙事の減少は小さい。
(禁煙希望者 1成人男性 1片側P値 =0000、 成人女性 :片側P値 =0003く 中間評価と直近実績値とで比較>)

○喫煙率は男性に高く、禁煙希望者割合は女性に高い。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、
方法、分析材料等)がある場合、記載。

○禁煙したい人は増えているが、そうした人がどれくらいやめることができたかはわからない。国民健康栄養調査では調査項目に限度がある
ため、成人の喫煙行動を詳しく調べる全国調査を継続的に行うことが必要。

(3)その他データ分析に係るコメント ○成人の喫煙調査 (モニタリング調査 )を継続実施し、禁埋行動、禁建万法などを」・Jべ ることが重要。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○目標に向けて改善した。

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○住民側から見て、禁煙したい人が禁煙支援プログラムにどの程度アクセスできたかなどの指標が必要。禁煙を取り組む人のうち何も方法を
使わず禁煙に取り組んだ人の割合を減らすことも重要。



5アルコール(案)(H2398版 )

※各指標の達成状況については、別添シート参FE

(総括評価)

(指標の達成状況)

A 日標 4直 こ達した 0

B 目標値に連していないが改善傾向にある 2

C 変わらない 1

D 悪くなつている 0

○多量に飲酒する人の
=1合

については、わずかに増加しており、悪化傾向にある。ただ
し、同じ評価法を用いた中間評価に比べると、男女とも統計的に有意ではないが、改善

にある.

○未成年者の飲酒率 (調査前30日 間に1回以上飲酒しているものの書1合 )は、男女とも
有意に1【下している。性別にみると、男性に比較し女性の改善が低い。

O節度ある適度な飲酒の知識の普及については、男性は改善傾向にあるが、女性は不
変であった。

〈指標に関連した施策)

0アルコール対策担当者請習会の開催(平 成16年度から)

0未成年者飲酒禁止法 (大正11年法律第20号 )

「未成年者飲酒防止強調月lllR」 (平成13年 10月 決定)

○未成年者飲酒防止に係る取組について(平 成13年 12月 28日 3省 庁局長連名通知)

0アルコールシンボジウムの開催

○ホームベージを活用した1青 報提供

「アルコール保健指導マニュアル検討会」報告書 (平 成14年 3月 )

環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業

○「酒類販売業に関する懇談会」取りまとめ(平成16年 12月 国税庁)

0「酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会」の設置(平 成12年 4月 )

○未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策
(平 成12年 8月 )

○「未成年者飲酒防止に係る取組について」を警察庁、国税庁及び厚生労働省より発
出(平 成10年 12月 )

O多量飲酒閂1減のための研修事業
アルコール教育実践講座 ((独 )国立病院機構久里浜アルコール症センター)

簡易介入ワークショップ((独 )国立病l‐i機構久里浜アルコール症センター ]巴前精神
医療センター)など

O未成年者飲酒低減のための事業

〈今後の課題)

ルコール分野の3項 日の目標値について
・アルコール関連問題の指標として多量飲酒は最も重要な指標であるが、今回は改善

た 。

・この指標の改善のため、簡易介入の手法開発や普及がなお一層推進されるべきで
ある。

O飲酒パターンやアルコール関連問題の定期的なモニタリングシステムの導入が必要
ある。

○健康日本21の ような事業が今後も継続されるなら、例えば以下のような目標値の追
加等が考慮されるべきである。

未成年者にお1するビンジ飲酒 (1回に大量に飲むパターン)指標
・アルコール関連問題が特に増加しているとlt定 される女性 高齢者の飲酒指標

OWHOの アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略や地域戦略がわが国の
対策に反映されなければならない。
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詳細なデータ解析をした場合は、解析結果や二次資料を添付してください。

アルコール分野
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分野 :アルコール

目標項目:51 多量に飲酒する人の減少 (多量に飲酒する人の割合)(注 :多量飲酒=1日 平均純アルコール60gを超えて飲酒 )

目標値
策定時のベースライン値

(H8年 度健康づくりに関する意識調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査)

直近実績値
(H21年国民健康・栄養調査 )

a)成人男性 32%以下 41% 54% 48%

b)成人女性 02%以下 03% 07% 04%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに

なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○ベースライン値と直近実績値では、調査票の質問内容が異なるため、これらを比較することは困難である。

○中間評価と直近実績値を比べると男女とも変わらない。(成人男性 :片側P値 =014、 成人女性 :片側Pi直 =0051)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載 .

0国民健康・栄養調査では、飲酒頻度と飲む日の飲酒量をそれぞれカテゴリーに分けてきいているため、健康日本21の 多量

飲酒の定義に合つた正確な割合が集計できない。従つて、多量飲酒の定義および調査票の質問内容を再検討する必要があ

る。

○中間評価と直近値は同じ調査項目で得られた数値であるが、策定時の調査項目は異なっているので、策定時の数値とその

後の数値の単純な比較は困難である。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

02003年 および2008年に実施された成人の飲酒実態調査結果を比較すると、飲酒者割合も飲酒日に60グラム以上飲酒して
いる者の割合も低下傾向にある。しかし、アルコール依存症の有病率は、男性は低下、女性は上昇傾向にある。

○上記実態調査結果によると、若年女性の飲酒者割合の伸びが大きく、2008年調査の20-24歳では、女性が男性を凌駕して
いる。

O患者調査によれば、アルコール依存症の推計患者数は低下傾向にあるが、総患者数は上昇傾向にある。

Oアルコール依存症の専門治療施設に対する調査では、女性患者および高齢患者の増加傾向が認められる。

○アルコール依存症の主要な自助グループは断酒会とAAである。断酒会の会員数は低下傾向にある。しかし、これは必ずし
も全アルコール依存症者数を反映しているとはいえない。AAは会員数に関する統計は存在しないが、グループ数に関しては
増加傾向にある。

(4)最終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○変わらない。

C

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

0多量飲酒の定義を再検討すべきである。国民により浸透じやすいように、例えば「現行の1日 60グラムを超える」から「60グラ
ム以上」にする。

○多量飲酒低減のための対策がさらに強化されるべきである。たとえば、
・多量飲酒低減のための簡易介入手法の普及啓発。
・多量飲酒低減のための啓発活動の強化。
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分野 :アルコール

目標項目:52未 成年者の飲酒をなくす(飲酒している人の割合)

日標値
策定時のベースライン値

(H8年度未成年者の飲酒に関する全国調査)

中間評価
(H16年度未成年者の喫煙及び飲酒行動に関する全

国調査 )

直近実績値
(H20年度未成年者の喫煙及び飲酒行動に関する全

国調査 )

a)男 性 (中 学3年)0% 260% 167% 91%

b)男性 (高校3年生)o% 531% 384% 271%

C)女 性 (中 学3年)0% 169% 147% 97%

d)女性 (高校3年生)0% 361% 320% 216%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経生査⊥圭整生二たヽ―スライン値と現状の分丘、特菫重控、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析
O未成年者の飲酒率 (調査前30日 間に1回 以上飲酒しているものの割合)は減少している(男 性 (中学3年生):片側P値 <
0001、 男性 (高校3年生):片側P値 <0001、 女性 (中 学3年 生):片 側P値 <0001、 女性 (高校3年生):片側P値 <0001)。
しかし、その減少傾向は男性に比べて女性で低い。したがって、策定時に比べ直近実績値では男女差が減少し、平成20年度
には、中学3年生において女性が男性を上回つた。

○男女ともに、学年が上がるにしたがつて飲酒率は高くなつている。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3〉 その他データ分析に係るコメント

○調査前30日 間の飲酒のみならず、飲酒の経験率も低下してるので、飲酒に関しては全体的に低下していると推定される。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○目標に向けて改善した。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化 改ヽ善等すべ
きポイントを簡潔に記載

○目標に向けて改善しているが、日標と直近値との間には大きな乖離がある。今後も引き続き改善努力が必要である。

O今後の注意深いモニタリングの継続と、飲酒率が低下している原因等に関する調査研究が必要である。
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分野 :アルコール

目標項目:53「節度のある適度な飲酒」の知識の普及(知っている人の割合)

目標値
策定時のベースライン値
(Hi3年国民栄養調査 )

中間評価
(H15年国民健康環 養調査 )

直近実績値
(H20国民健康・栄養調査 )

a)男 性 100% 503% 486% 547%

b)女性 100% 473% 497% 486%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○男性では有意に改善した (片側 Pl直 <0001)。
O女性では変わらない (片側P値 =015)。
Oしかし、直近実績値は男女とも目標値と大きくかけ離れており、知識の普及は不充分である。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

○「節度ある適度な飲酒」は、名前が長すぎて憶えるのが困難である。よリコンパクトで親しみのよい名称に変更すべきである。

O「 1日 平均20グラム程度の飲酒」は、この程度飲酒することを推奨しているようにみえる。「1日 平均20グラム以下の飲酒」とす
べきである。

O「女性、高齢者はこれより少なく」となつているが、飲酒量を明示すべきである。

(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○男性は目標に向けて改善したが、目標値には達していない。

O女性は、変わらない。
B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

O今後、啓発活動がさらに推進されるべきである。



アルコール分野資料 1

1わが国成人一般人口の飲酒者の割合、60グラム以上飲酒する者の割合、アルコール依存症の

有病率の変化

2003年調査 a) 2008年調査 b)

男性 女性 男性 女性

飲酒者割合 1)

60g以上飲酒者害1合 2)

アルコール依存症有病率 3

853%

127%
609%
37%

831%

120%
618%
31%

注

1)飲7酉者 とは、調査前 12ヵ 月に 1回以上飲酒 した者。

2)ふだんの飲酒 日の平均飲酒 t仕が 60グラム以上の者。

3)アル コール依存症 とは ICD-10の診 ll「ガイ ドラインを満たす者。

出りし

a)樋 口進ほか 厚生労lFll科 学研究 (主任研究者,樋 口lll),2003年度報告iLF

b)樋 口進ほか 厚生労llfJl科 学研究 (主任副「究者,石井裕正),2008年度‖l告 吉

3患者調査によるアル コール依存症患者数の1イに移

1999年 2002年 2005年 2008年

」イE計患者数 (Xl,000人 )

入院

外来

総数

135

36
171

122

48

171

121

46

167

91

40

131

総患者数 (× 1,000人 )

注

1)lll計患者数:調査 日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受診 した患者の1イた計数。
2)総患者数:調査日現在において、継続的に医療を受けている者1■計数。

出りL
httpノ /¬ηw nlhlw 30」 p/tOukcysaikiVhw/kanJa/10syoub/0/su五 hy01 8 htinl″02

4アルコール依存症専門病院新規受診者における女性・高齢者の害1合の1忙移 1)

1997年 2002■
「 2007年

43
う
ι

月
十37

力i規受診者総数 (人 )

女性症例の十:1合

高齢者症例の害1合 2)

2_119

150%
233%

2,424

156ツ6

2419る

2,614

186%

267%
注

1)久里浜アルコータレ症センターを含む全国 11の FIJ門病院新規受診アルコール依存症患者総数。
2)高齢者症例 とは、新規受診時に 60歳以上の症例。

出りt

樋口 進 厚生労lllll科 学研究 (主任TIF究者,宮岡 等),2008年度報告書。

-4-



5 自助グループ会員数等の推移 1)

1995年 2000年 20054F 2010年

断酒会員数 (人)a)

男性

女性

総数

11,138

551

11,689

10,533

626

11,159

9,657

765

10,422

8,258,

810

9,068

AAグループ数 2)b) 279 379 444 528

注

1)わが国にはアルコール依存症の主要な自助グループとして断酒会とMが ある。
2)´mの会員数に関する統計は存在しない。AAはメンバー数を2010年で約 5,000名 と推計し
ている。

出典

⇒ 全日本断酒il盟内部資料

b)んヽ内部資料。

6未成年者の飲酒経験率

H8年度全国調査 H16年度全国調査 H20年度全国調査

男性 (中 学 3年生)

男性 (高校 3年生)

女性 (中 学 3年生)

女性 (高校 3年生)

764%
893%
751%
895%

573%
7989`

612%
8219`

426%
648%
481%
673%

出りt

健康日本 21最終評lli表 と同一。

-5-



(飲酒者割合 )

2◆ わが国成人の年齢口性別の飲酒者割合
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6歯 の健康 (案 )(H23_98版 )

※各指標の達成状況については、別添シート参照

〈総括評価〉

〈指標の達成状況〉

A 目標ltLに達した 5

B 目標値に達していないが改善傾向にある 5

C 変わらない 1

D 悪くなっている 0

0幼児期のう蝕予防
②フッ化物画面塗布を受けたことのある幼児の容1合 において改善がみられ日標値を達成し、①う歯
のない幼児の割合、④一人平均う歯数、⑤フッ化物配合歯磨剤を使用している人の害1合 、⑥過去1

年間に個卵1的な歯口清掃指導を受けた人の割合において改善がみられた。③間食としてII味食
品 飲料を頻回歓食する習慣のある幼児の割合においては、大きな変化はみられなかった。

○成人期の歯周病予防
⑦進行した歯周炎を有する人の■1合 (40、 50歳 )において改善力|みられ目標値を達成し、0歯間IF
清掃用器具の使用する人の

=り

合、0喫煙が及ほす健康影響(歯周病)について知っている人の割
合において改善がみられた。

O歯の喪失予防
①80歳で20歯 以上、60歳で24歯 以上の自分の歯を有する人の割合、llal過去1年間に定II」 的な
歯石除去や歯面渭掃を受けた人の害」合、⑩過去1年間に定期的な歯料検診を受けた人の割合に
てヽ改善がみられ日1澪値を通成した。

(指標に関連した施策〉
08020運動推進特別事業 (H12～
〇 歯の衛生週間
○ 歯の健康力推進歯科医師等養成講習会 (H20～ )

○ フッ化物洗回のガイドライン策定
○ 母子保促法・健康診査 (1歳 6ヶ月、3歳・歯科)

O母と子のよい歯のコンクール
○ 学校保健安全法(歯科促診 )

O健康増進法・健康増進事業
健康教育 :歯周疾患
健康相談 :歯 周疾患
訪問指導

・歯周疾患検診
○ 高齢者医療確保法・1寺 定保健指導(保健指導における学習教材集)

・歯周病 噛む・歯の健康
・たばこ

○ 介護保険法
・ 介議予防一般高齢者施策・地域介護予防活動支援事業・介護予防事業
・介護予防特定高齢者施策・通所型介護予防事業あるいは訪Fp5型 介護予防事業「口

腔機能の向上」
たばこの健康影響に ムページを立ち上げてい

∪ 日 程 担 の 人 手 ほ 収 書 され 、そ の つちキ 数 か 日硝 値 に 達 した か 、そ の 選 属 状 況 に つ い て

は、地域差も認められており、また高齢化の進展に伴い咀咽機能の重要性が一層高まっ
ていることなどから、引き続きライフステージに応じた適切なう蝕・歯周病予防等の「歯の健
康」を推進していくことが必要である。

0今後の高齢化を考慮して、健全な食生活等生活の質の向上にも寄与するために、咀昭
機能の維持・改善を図っていくことが一日重要となつていることから、こうした機能面等に着
日して評価の在り方を検討する必要がある。

○小児の永久歯う蝕予防については、地域の1寺性に応じて、フッ化物による洗口やシーラ
ントの活用などを含めて総合的に推進していくことが必要である。

O従来の目標項目においては、高齢化の進展などをら、まえ、より的確にlE握できるよう歯
の健康の取り組み1夫 況についての対象年齢等を含めた評価の在り方について検討する必
要がある。(進行した歯周疾患など)

○評価を行うに当たつては、国レベルの目標値の達成状況だけでな〈、都道府県の達成状
況も考慮して、行つていく必要がある。



健康日本21の 目標値に対する直近値に係るデータ評価シート(案 )

配載留意事項… 各項目の冒頭には、見出しとして分析結果、課題尋を要約として記載してください。
詳細なデータ解析をした場合は、解析結果や二次資料を添付してください。

(H.23.9.8版 )

歯の健康分野
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分野 :歯の健康

目標項 目:61う歯のない幼児の増加 (う歯のない幼児の割合-3歳 )

目標値
策定時のベースライン値

(H10年度3歳児歯科健康診査 )

中間評価
(H15年度3歳児歯科健康診査 )

直近実績値
(H21年度3歳児歯科健康診査)

【全国平均】
800/p以上

595% 687%
771%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動き
になっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○直近実績値とベースライン値とを比較すると、176ボイント高い。

〇年間の増加率は約 1ポイントとやや鈍化しているが、着実に増加している。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調 査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○データは、古い時点(1981年 )から利用できるので、長期トレンドが把握可能。

(3)その他データ分析に係るコメント

○都道府県単位のデータが利用できるため、1目 標達成都道府県数 (%)」 として評価する方法が考えられる。
なお、直近の平成21年度データでは、47都道府県のうち、6都県(愛知県、岐阜県、東京都、静岡県、神奈川県、

を達成している。
兵庫県)が 目標値 (80%以上)

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○目標に向けて改善したが、目標値に達していない。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化‐改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○フッ化物配合歯磨剤の早期利用や引き続きフッ化物の歯面塗布等を推奨する。

○う歯のない幼児の割合の高い地域は、一人平均のう歯数も少ないことから、う歯のない幼児の増加によリー人平均う歯数の減少を図ること
が期待できる。

O地域による格差が見られることから、地域の特性に応じた対策を推進する必要がある(図 1)。

(図 1:平成21年度の都道府県別データでは、最低値が615%、 最高値が844%(差 にして229%ポ イント)。
「う蝕有病者率=100-う 蝕のない幼

児の割合」に換算して、比は約25となる。)



図 1 う歯のない幼児 (3歳児)の割合 (都道府県別 )
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資料 「平成2¬ 年度 母子保健法・健康診査 (3歳 、歯科)に係る実施状況調べ」
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分野 :歯の健康

目標項目:62フッ化物画面塗布を受けたことのある幼児の増加 (受けたことのある幼児の割合-3歳 )

目標値 策定時のベースライン値
(H5年歯科疾患実態調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査)

直近実績値
(H21国民健康・栄養調査 )

【3歳児の平均】
50%以上

‐ 396% 378% 646%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動き
になっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項 目lllの分類など)を踏まえた分析

03歳の時点でフツ化物歯面塗布を受けたことのある幼児は、減少傾向から増加傾向に移行しつつある。

O平成17年 の歯科疾患実態調査の結果では、15歳 未満で592%(3歳 の時点では489%)であった。

03歳の時点での直近実績値は調査方法は異なつているが、有意に増加した。
(3歳児の平均 :片■lPl直 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題〈調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

O中間ETlalと直近値は同じ調査項目で得られた数値であるが、策定時の調査項目は異なっているので、策定時の数値とぞめ預雨円配頭薄

「
純な比較は困難であるが、両方の調査ともに増カロ傾向が確認されており、両調査ともに自己申告で調査方法には大差がないことから、全体
的に増加しているとみて差し支えないと考えられる。

○歯科疾患実態調査では、フッ化物歯面塗布の調査が1969年から行われ、全体的にみると一貫して増加傾向にある。

○歯科疾患実態調査で特定の年齢に絞って評価するのは例数の関係で値が不安定である可能性があるので、全体的な傾向を評価するよう
に改めるべきではないか。
また、行政事業として実施されているフッイヒ物歯面塗布の実施状況を評価するのであれば、厚労省の「地域保健・健康増進事業報告」地域保
健編の「母子保健」にある「歯科保健」の「予防処置」の実施人数等のデータは、事業提供度を示す指標として有効活用が可能と考えられる。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○目標値に達した。

A

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ
きポイントを簡潔に記載

○フッ化物歯面塗布は最低限、半年に一度の間隔で受けないと効果があがらないとされているので、今後は、たとえば「定期的にフッ化物歯
面塗布を受けている小児の割合」などの目標設定への切り替えも検討する必要がある。現状の経験率を用いた評価でも、この数1直が高まれ
ば定期的にフッ化物歯面塗布を受けている割合が高まるはずであり、妥当性はあるが、施策の効果をみるうえでは、効果のあがる方法の実
施状況等を評価するのがより適切ではないかと考えられる。

○フッ化物の歯面塗布の実施場所は、歯科診療所などの歯科医療機関と保健所や市町村保健センターなどの歯科保健施設があるが、歯科
疾患実態調査によると、近年は後者よりも前者の割合が多くなつているので、歯科診療の一部として捉えられている面もあると考えられる。い
ずれにせよ、幼児の保護者に対し予防処置に対する関心を高めるように、市町村等において健康教育・保健指導を推進していくことが必要で
ある。



‐
ヽ
―

分野 :歯の健康

目標項 目 63間食として甘味食品・飲料を頻回飲食する習慣のある幼児の減少 (習慣のある幼児の割合-1歳 6ヶ月)

目標値
策定時のベースライン値

(H3年久保田らによる調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近実額値(H2210月 現在 )

(H21国民健康・栄姜調査 )

【1～ 5歳児の平均】
150/● 以下 (※ 健康日本21策定時には目標値
なl´ う

299% 2260/0 197%

コメント

(1)直 近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動き

になつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたペースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○ベースライン値は、研究者の資料に基づくものであり、地域が限定されているので全国平均である直近実績値と比較することは困難であ
る。

○中間評価と直近実績値は変わらない(片側P値 =016)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○ベースライン1直は、研究者の資料に基づくものであり、地域が限定されているので全国平均である直近実績値と比較することは困難であ
る。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
,最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○変わらない

C

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○¬歳6ヶ月・3歳児健康診査は全国各地で行われているため、定点を定めてデータ収集を行うシステムを確立できれば、迅速に全国値を得
ることが可能となるため、検討する必要があると思われる。
また、食生活の貧困きが間食回数を高めている可能性があること(H16国 民健康・栄養調査データによる分析)から、本指標は、単にう蝕リス

クをみる指標だけでなく、適切な食生活(栄養摂取)が営まれているか否かをみる補助的な指標として活用できる可能性がある。

○甘味食品・飲料の頻回摂取 (1日 3回 以上)により、幼児期のう歯が増加することは内外の文献からも明らかにされていることなどから、中間
評価において平成16(2004)年 の値をベースライン値として、その約2/3の値を目標値150%として設定している。

○ 間食として甘味食品・飲料を頻回飲食する習慣のある幼児の減少を図ることにより、他の施策とあいまってう歯の減少を図ることも期待で
きる。
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分野 :歯の健康

目標項目:64-人 平均う歯数の減少 (一人平均う歯数―¬2歳 )

目標値
策定時のベースライン値

(Hll年度学校保健統計調査)

中間評価
(H16年度学校保健統計調査 )

直近実績値
(H22年度学校保健続計調査)

【全国平均】
1歯以下

29歯 19歯 i3本

コメント

(1)直 近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動き

になっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴(性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○ベースライン値29歯に対し、直近実績恒では、1噛減つている。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○学校保健統計調査であるため、全国規模の結果となっているが、公表資料によると地域における格差がみられ、その分析等も必要であ
る。

(3)その他データ分析に係るコメント

○元々は学校歯科健診のデータのため、各都道府県においても、各学校のデータを市町村が集約し、これを保健所などを経由して都道府県
が集約してフィードバックする、というシステムを築くことが可能と考えられる。実際、既に取り組んでいる都道府県は少なくないが、半数近くの
都道府県では市町村のデータが把握されていないと思われ、全国的にみてデータが有効利用されているとは言い難く、各都道府県で市町村
単位でのデータの収集・評価を促すことを検討する必要がある(なお、3歳児う蝕の場合は、どの都道府県でもデータは市町村単位で評価さ
れるようになっている)。

(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

〇目標に向け改善したが、目標値には運していない

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化‐改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

〇小児の永久歯う蝕の予防には、フッ化物洗回、シーラント等の実施が有効であるので、地域の実情に応じて推進していくことが必要である。

O地域格差が見られることから、地域の特性に応じた対策を推進する必要がある(図 2)。

(図2:平成22年度学校保健統計調査における12歳児の一人平均う歯数についての都道府県別比較では、最低値が08本 、最高値は26本
(差 18、 比325)である)。



図 2 12歳児一人平均う歯数 (都道府県別 )
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資料 「平成22年度 学校保健統計調査」
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目標項目:65フッ化物配合歯磨剤使用の増加 (使用している人の割合)

目標値
策定時のベースライン値
(H3年荒川らによる調査)

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近実績値
(H21国 民健康・栄養調査 )

【6～ 14歳の平均】
90%以 上

525%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動き

になっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

Oベースライン値は、研究者の資料に基づくものであるが、406ボイント高い

○中間評価と直近実績値との比較では有意に増加した。
(6～ 14歳 :片 FllP値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○策定時のベースライン値は、全国的な調査であるので、直近実績値と比較することは可能であり、国民健康・栄養調査においても比較は可

能である。

O使用している歯磨剤がフッ化物配合であるか否かについての認識があまりないとも考えられるので、市販の歯磨剤の90%にフッ化物が配

合されている現状からみると、使用者はより高率になっていると考えられる。

(3)その他データ分析に係るコメント

08020推進財団による小中学生2万人を対象とした調査によると、フッ化物配合歯磨剤を使用している児童・生徒の割合は、2005年 で88%、

2010年 で約9割であつた。また、フッ化物配合歯磨剤が全歯磨剤に占める割合に関する統計 (生産ベース)でも約9割と報告されている。国民
健康・栄養調査においてフッ化物配合歯磨剤を使つているか否かを個々に調査するのは現実的に難しいので、H21年調査のように「歯磨剤の

利用の有無」を調査し、上述の8020推進財団や業界統計のデータ等を組み合わせて評価することも考えられる。

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

0日標に向けて改善したが、目標値には達していない

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載
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分野 :歯の健康

目標項目:66個別的な歯口清掃指導を受ける人の増加 (過去1年間に受けたことのある人の割合)

目標値
策定時のベースライン値
(H5年保健福祉動向調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査)

直近実績値
(H21国 民健康・栄養調査)

【15～ 24歳 の平均】
30%以上

128% 165% 200%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動き

になつているか.留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○ベースライン値と直近実績値とを比較することは調査の方法や客体などの相違があるが、72ポイント高い。        ~~~~

○直近実績値は中間評価と比較すると有意に増加している。(15～ 24歳 1片側P値 <0001)

○平成5年、11年保健福祉動向調査での間は、「個別的な歯口清掃」だけでなく、日標項目013の「歯科健診Jを受けたか否かも含まれてい
る。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○目標に向けて改善したが、日標値には達していない

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○本目標値と目標項目612(歯石除去、歯面清掃)、 613(定期的な歯科検診)は 、互いに重なる部分がある。これらに共通するものは、専Pl
家によるプロフェッショナルケアを高めることであるので、評価しやすい目標値に切り替えるなど、日標値の再整理を検討する必要がある。

○ 個別的な指導は、地域の歯科医療機関などで実施されることが多く、個別的な歯口清掃指導の必要性とその効果について普及啓発等を
推進することが必要であると考えられる。
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分野 :歯の健康

目標項目167進行した歯周炎の減少 (有する人の割合)

目標値
策定時のベースライン値

(H9=10年富士宮市モデル事業報告 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近実績値
(H21国 民健康・栄養調査 )

【a)40歳 (35歳 ～44歳 )】

22%以 下
320'6 2380/0 180%

【b)50歳 (45～ 54歳 )】

330/o以下
469% 368% 272%

コメント

(1)直 近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動き

になっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

0ベースライン値は、1地域における調査であり、全国平均の直近実績値と比較することは困難であるが、40歳 (35～ 44歳 )では、直近実
績値はベースライン値から14ポイント高く、50歳 (45～ 54歳 )では、直近実績値はベースライン値から197ポイント低い。

O直近実績値は、中間評価と比較すると、35～ 44歳、45～ 54歳 とも有意に減少している。
(35～ 44歳 1片側P値 =0001、 45～ 54歳 :片側 Pイ直<0001)

○ 平成11年 の歯科疾患実態調査の結果によれば、35～ 39歳 で2640/0、 40～ 44歳 で3650/0、 45～ 49歳で410%、 50～ 54歳 で435%、 平成 17

年の歯科疾患実態調査の結果によれば、35～ 39歳 で237%、 40～ 44歳で2890/● 、45～ 49歳で4280/6、 50～ 54歳で4180/● となっており、45～ 49
歳を除き、いずれの年齢階級においても減少傾向が見られる:

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○ ベースライン値は、1地域における調査であり、全国平均の直近実績値と比較することはやや問題である。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪イヒ
したか等を簡潔に記載。

O目標値に達した。

A

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

〇近年、歯の保有状況が高まつてきている(参照 :目 標項目611)こ とを踏まえ、60歳 、70歳 といつた高い年齢も評1面年齢に加えるのが現実的
である。なお、H17歯科疾患実態調査では、進行した歯周疾患の有病率が最も高い年齢層は60歳代である。

O若年者から壮年者における歯内炎等軽度の歯周疾患の症状がある者の割合は大きく変化していないことから、若年者への新たな対応と
壮年者への対応の充実が必要である。
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分野 :歯の健康

目標項 目:68歯間部清掃用器具の使用の増加 (使用する人の割合 )

日標値
策定時のベースライン値
(H5年保健福祉動向調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近実績値
(H21国 民健康・栄養調査 )

【a)40歳 (35歳 ～44歳 )】

50%以 上
193% 390% 446%

【b)50歳 (45～ 54歳 )】

50%以 上
178% 408% 457%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動き

になっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○ ベースライン1直 と直近実績値とを比較することは調査の方法や客体との相違があるが、直近実績値はベースライン値と比較して、35～ 44

歳で253ポイント、45～ 54歳 で279ポ イント高い。

(35～ 44歳 i片側P値 <0001、 45～ 54歳 :片側P値 <0001、 )

○ 平成 11年 の保健福祉動向調査の結果では、35～ 44歳で326%、 45～ 54歳 で293%であり、直近実績値からすると増加が著しい。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

O国民健康 業ヽ養調査において定期的に1又集しているデータであり、年ごとに上下はあるが全体的に増加している

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○ 目標に向けて改善したが、日標値には達していない

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○今後の歯周疾患の増加を考慮して、歯間部清掃用器具を使用する人の割合を高める必要がある。
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分野 :歯の健康

(再掲 )目 標項目:69喫 煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及 (知っている人の割合)

目標値
策定時のベースライン値

(H10年 度喫煙と健康問題に関する実態調査)

中間評価
(H15年国民健康・栄養調査 )

直近実績値
(H20年国民健康・栄養調査 )

a)肺がん 1000/0 845% 875% 875%
b)喘息 100% 599% 634% 628%

100% 655% 656% 651%
♪ 100% 405% 458% 507%

100% 351% 436% 509%
fl 100% 341% 335% 351%

ヒ5星千書 10091 796% 832% 835%
10000 273% 35996 404%

コメン

(1)直 近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動き
になっているか、留意点を含み分析

ベースライン値と現状値の分析、中 生、 の分類など)を踏まえた
○総じて普及度は上昇傾向であるが、疾思毎にその程度は異なつている。

O肺がん・,I娠に関連した異常などは8割以上の普及度であるが、胃潰瘍、歯周病は半数に満たないものや、気管支炎のように変わらないも
のもある。

○ベースラインと比較し、気管支炎と胃潰瘍以外は有意に増カロ。増加割合が大きいのは心臓病、脳卒中、歯周病。
(肺がん :片側Pl直 <0001、 喘息 :片側P値 <0001、 気管支炎 :片傾lP値 =025、 心臓病 :片側P値 <0001、 1蛍卒中:片倶IP値 <0001、 胃潰
瘍 :片側Pl直 =0073、 妊娠に関連した異常 :片側P値 <0001、 歯周病 :片 側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

0喫煙が及ほす健康影響の範囲をどこまでとするか、受動喫煙についてどう扱うのが適当か検討が必要。どこまでを国民に知ってほしいか
の設定も検討課題。

(3)その他データ分析に係るコメント

01菌 卒中、心臓病とたはこの関係の認識が進んだのは大きな前進。壕垣など糖尿病合併症との関係も周知できるとよい。今後は、普及すべ

き知識の再検討が必要。喫煙行動の改善と知識の改善との関連の検討も必要。

O喫煙と歯周病の進行および現在歯数には、関連が大きく、国民健康・栄養調査の結果などからも明らかにされている。

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○改善の見られない知識項目に関する啓発の強イヒ。知識と行動を結び付けるものの分析。
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分野 :歯の健康

(再掲)目 標項目 610禁 煙支援プログラムの普及 (禁煙支援プログラムが提供されている市町村の割合)

目標値
策定時のベースライン値

(H13年度地域保健・老人保健事業報告 )

中間評価
(H:5年度地域保健・老人保健事業報告)

直近実績値
(H20年度地域保健・老人保健事業報告)

全国 100%
3291:

(278%)

39701

(322%) (389%)

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動き
になっているか、留意点を含み分析

ヒ にえたベースライン値と現状値の分析、特徴 ( の えた

○増加傾向にある

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○従来の算出方法では困難であるので、地域保健編より市町村の禁煙指導実績に基づき、全体の割合を出している(括弧部分 )。 せめて、禁
煙支援プログラムで支援した実績量があるとよい。

(3)その他データ分析に係るコメント
○成人の喫煙調査 (モニタリング調査)を経続実肌 、禁煙行動、票燿万法などを調べることが重要。禁煙治療を行つている医療機関の数の
推移、ニコチン依存症の治療完了数の実績、OTCによリニコチン置換療法剤の売り上げ量等などは、補足的なデータとなる。

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

O市町村合併を考慮した分析が難しいので、国民から見て、票煙したい人が禁煙支援プログラムにどの程度アクセスできたかなどの指標が
必要。
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分野 :歯 の健康

目標項目:61180歳 で20歯以上、60歳で24歯以上の自分の歯を有する人の増加 (自 分の歯を有する人の割合)

目標値
策定時のベースライン値
(H5年歯科疾患実態調査)

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査)

直近実績値
(H21国民健康・栄養調査)

【a)80歳 (75～ 84)で20歯 以上】
20%以 上

115% 250% 268%

【b)60歳 (55～ 64)で24歯以上】
50%以上

441% 6020/0 557%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動き

になっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

080歳 (75～ 84歳 )で 20歯以上有する人の割合は、有意に増加している(片傾lP値 <0001)。
060歳 (55～ 64歳 )で 24歯以上有する人の割合は、有意に減少している(片債lP値 <0001)。
O Hll、 H17歯科疾患実態調査の20本以上の歯を有する者の割合においても、80～ 84歳 で130→ 211%、 75～ 79歳で175%→ 271%、 60～
64歳で649-7030/o、 55～ 59歳でア460/o→823%とそれぞれの年代で増加している。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

〇 ベースライン値、直近実績値ともに口腔診査によるものであるが、年齢階級区分が異なっているので、単純には比較できないと考えられ
る。しかし、17年 調査結果により補正すると、12年間で80歳 代は94ポイント、また60歳代では294ポイント高くなっており、いずれも既に目標値
は達成されている。

○ 平成11年 の歯科疾患実態調査の結果では、80～ 84歳で130%であったので、6年間でおよそ13ポイント高くなつていたが、最近の6年間で
は81ポイントと近年急速に高くなる傾向が見られたが、60～ 64歳では同じ時期に240ポイントから54ポイントと高くなる傾向がむしろ減退して
いる。

○ 平成16年 の国民健康 t栄養調査の結果では、75～ 84歳で230%、 55～ 64歳で715%と歯科疾患実態調査の結果と近似している。ただし、
これらの数値は自己申告によるものである。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

080歳、60歳ともに目標値に達した。

A

(5)今 後の課題及び対策の抽出
,最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○歯の喪失が進むと、咀嘔機能の1■下という機能低下に直結するため、今後は咀唱という機能面での評価も必要と思われる。
また歯の喪失は、長期間で生じる変化であり、歯の喪失自体が他の歯の喪失リスクとなる特質を踏まえると、若い世代にも目標値を設けるこ
とも必要と思われる。
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分野 :歯 の健康

目標項目:612定期的な歯石除去や歯面清掃を受ける人の増加 (過去1年間に受けた人の割合)

目標値
策定時のベースライン値
(H4年寝屋川市調査 )

中間評価
(H16年国民健康 栄養調査 )

直近実績値(H2210月 現在 )

(H21国民健康・栄養調査 )

【60歳 (55～ 64歳 )】

30%以上
159% 432% 427%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動き

になっているか、留意点を合み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○ ベースライン値は、1地域における調査であり、全国平均の直近実績値と比較することは困難である。

O直近実績値は中間評価と比較して変わらない (片側P値 =046)が 、目標値を達成している。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

○患者調査で歯科診療所を調べたデータ(歯科診療所票)の傷病別にみた推計患者数の推移をみると、歯周疾患の割合は大きく増加してお

り、歯科医院で歯石除去や歯面清掃を受けている患者数が大きく増加してきたことが窺える。「健康日本21」 に本日標が設定された影響であ

るか否かを評価するのは難しいが、少なくとも目標達成度を評価する際の補助的データとして利用できると思われる。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○ 目標値に達した。

A

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

0本 目標値と目標項目66(個 別的な歯口清掃指導)、 613(定期的な歯科検診)は、互いに重なる部分がある。これらに共通するものは、専門
家によるプロフエッショナルケアを高めることであるので、評価しやすい目標値に切り替えるなど、目標値の再整理を検討する必要がある。

○目標値を至1達 しているが、今後の高齢化と歯周疾患の増加を考慮して、中高年期の方々に加え、若い世代からの自己管理及び定期的な

専門家による支援により習慣づけることが必要である。



‐
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分野 :歯の健康

目標項目:613定期的な歯科検診の受診者の増加 (過去1年間に受けた人の割合)

目標値
策定時のベースライン値
(H5年保健福祉動向調査 )

中間評価
(H16年国民健康礫 姜調査 )

直近実績値
(H21国 民健康・栄姜調査 )

【60歳 (55～ 64歳 )】

30%以上
164% 357% 370%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動き

になっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○ ベースライン値と直近実績値とを比較すると、有意に増加しており、日標値を達成している。(55～ 64歳 :片側 Pl直 <0001)   ~~

○ 定期的な歯科検診の受診者については、近年微増となってきている

OH5。 11保健福祉動向調査での質問は、「歯科検診 (健診 )」だけでなく、日標項目66の「個別的な歯口清掃」を受けたか否かも含まれてい
る^     __

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

OH16・ 21国民健康・栄養調査で評価に用いたデータ(質問)は、「ここ1年間に歯科健診を受けたか否か」であり、「定期的な歯科検診」を受け
ているか否か、という目標値の主旨を十分示したものとは言い難い面もある。もともと概念整理がやや曖味なところもあり、今後検討を要する
のではないか。

(3)その他データ分析に係るコメント

○地域および職域における健康診査と保健指導を活用し、定期的な歯科検診の必要性とその効果の普及を図り、予防的な概念を定着させ
健康増進を図るとともに歯科医療費の軽減につながることについても普及する必要がある。

(4)最 終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○ 目標値に達した。

A

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○本目標値と目標項目66(個 別的な歯口清掃)、 612(歯 石除去、歯面清掃)は、互いに重なる部分がある。これらに共通するものは、専門家
によるプロフェッショナルケアを高めることであるので、評価しやすい目標値に切り替えるなど、日標値の再整理等を検討する必要がある。



7糖尿病 (案 )(H2398版 )

※各指標の達成状況については、別1添シート参照

〈総括評価〉

〈指標の達成状況〉

A目 標値に達した 1

目標値に達していないが改善ltF向 にあ 2

C変わらない 2

D悪くなっている 1

○糖尿 の受診及び健診受診後の事後指導を受けている人の
については、改善がみられた。

○糖尿病有病者数について、2010年における目標値を下回り(目 標達
成)、 糖尿病有病者で治療継続している人の割合については改善がみら
れた。

○糖尿病合併症については、2010年における目標を超えて悪化した:

○メタボリックシンドロームについては中間評価が追加となった項目は平
成20年度と平成21年度の比較にとどまるが、メタポリックシンドロームの
該当者・予備群は変わらず、特定健診・保健指導の受診者率には改善が
みられた。

〈指標に関連した施策 )

○循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

○医療計画 (4疾病5事業 )

○食事バランスガイド

Oエクササイズガイド

○特定健診・特定保健指導

く今後の課題〉   _
○糖尿病有病者数は1曽加傾向にあるが、年齢調整有病率に有意な上昇
はない。むしろ糖尿病予備群の増加が問題である。

030歳代男性は糖尿病検診における異常所見者の事後指導受診率
が、過去lo年 間で40～ 600/0と 増加してきたがいまだに低い。月E満者の
1曽加が著しい世代でもあり今後健康増進対策の強化が必要である。

○糖尿病治療の継続率は45%から56%と上昇しているが、今後どのよ
うな患者がドロップアウトしているかの検討が大切である。

O糖尿病による新規人工透析導入患者数は、1997年 2007年には増加し
たが、2008年からは横ばい状態である。今後、減少に向かうか注目する
とともに、透析導入糖尿病患者の臨床像の検討が必要である。

○失明者数は依然として増加傾向にある。詳細なデータ解析をするととも
に、その原因を検討する必要がある。



健康日本21の 目標値に対する直近値に係るデータ評価シート(案 )

(H.23.9_8版 )

糖尿病分野

:己 載留意事項  各項目の冒頭には、見出しとして分析結果、課題尋を要約として1己載してください。
詳細なデータ解析をした場合は、解析結果や二次資料を添付してください.



‐
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分野 :穂尿病

(再掲)目 標項目:71 適正体重を維持している人の増加

目標値
策定時のベースライン値
(H9年 国民栄養調査)

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近の実績値
(H21年 国民健康 栄養調査)

児童 生徒の肥満児の減少
(6-14彙,女 :日 比式薔ユ■Tを 2_t工 として2o%以上)

フ%以下
107% 102% 9 20/●

20歳代女性のやせの者の減少(BMIく 185)
150/o以下

23 3% 21 4% 22 30/●

20～ 60歳代男性の18満者 (BMI≧ 250)
15%以下

24 30/● 29 0% 31 70/o

40～ 60歳代女性の肥満者 (BMI≧ 250)
20%以 下

25 2% 24 6% 21 89う

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたペースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○児童・生徒の肥満児の割合は変わらない (片側P値 =010)。

020歳代女性のやせの割合は変わらない(片側P値 =026)。

020～ 60歳代男性の肥満者の割合は有意に増加している(片側P値 <0001)

040～ 60歳代女性の肥満者の割合は有意に減少している(片側PltL=0007)

(2)データ等分析上の課題
・調査 分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し

たか等を簡潔に記載。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡深に記載

○肥満者の割合について、性・年齢階級別にみると、有意に増加しているのは、30～ 50歳代男性で、特に、平成21

年の肥満者の割合を、10年前の該当世代と比較すると、現在の30歳代男性の増加割合が最も大きいため、20歳代
から30歳代にかけて体重を増やさないためのアプローチが必要である。
○都道府県別の肥満者の割合をみると、地域格差がみられるため、地域格差に配慮した取組が必要である。
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分野 :糖 尿病

(再掲)目標項目172日 常生活における歩数の増加

目標値
策定時のベースライン値

(H9国 民栄養調査)

中間評価 (年齢調整後)

(H16年 国民健康・栄晏調査 )

直近実績値(年齢調整後)

(H21年 国民健康・栄養調査)

男性 (15歳以上)9,200歩以上 8,202歩 7,532歩 7,243歩

女性 (¬ 5歳以上)8,300歩 以上 7,282歩 61446歩 6,431歩

男性 (70歳以上)6,700歩 以上 5,436歩 5,386歩 4,707歩

女性 (70歳以上)5,900歩 以上 4,604歩 3,917歩 3,797歩

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○男女とも有意に減少している。
(男 性15歳以上 :片側P値 <0001、 女性15歳以上
(男 性70歳 以上 :片側 P値 =0003、 女性70歳 以上

片側PI直 <0001)
片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○歩数は中強度以上の身体活動量の評価方法として客観性の高い方法であるが、一般的に休日における歩数減
少のような個人内変動があることが示唆されている。現在の測定方法は、1日 のみの歩数を本人が記入する方法と
なっているため、測定日を増やすかもしくは測定日の情報の記録などの工夫が必要と考えられる。

(3)その他データ分析に係るコメント

○高齢者の歩数が少ないことは明確であることから、この10年間の調査対象の高齢者の増加を勘案し、15歳以上
の歩数に関しては年齢調整した平均値 (男性 :平 成16年 7,686歩 、平成21年 7,591歩 。女性 :平成16年 6,593歩 、平成
21年 6,838歩 )について統計処理を行つたところ、男女とも減少している。

○運動習慣のある者とない者では、歩数の平均値に統計的な有意差がある(運動習慣有 (男 性 :7,887歩 女性
7.532歩 )、 運動習慣無 (男 性 :6,562歩 女性5,843歩 ))
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(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○歩数は余暇時間に行われる運動と比較的活発な生活活動を合わせた「身体活動」の指標である。身体活動の減

少は肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、高齢者の自立度低下や虚弱の危険因子である。歩数減

少は運動・身体活動の分野において最も懸念すべき問題であり、早急に重点的な対策を実施する必要がある。

〇年齢や運動習慣の有無などによる個人差が大きいので、平均値ではなく、○○歩以下の人を減らす、等の方策
が必要。

○ここ数年の我が国の歩数減少の要因に関する研究は皆無と言つてよいが、考えられる要因として、個人の身体活

動に対する認知・知識・意欲だけでなく、個人の置かれている環境 (地理的・インフラ的・社会経済的)や地域・職場

における社会支援の変化などがあげられる。個人に対する啓発などに加えて、自治体や職域における住環境・就労

環境の改善や社会支援の強化などが望まれる。

OWHOでは、身体不活動(aのは、高血圧(13%)、 喫煙(9%)、 高血糖(6%)に次いで全世界の死亡者数に対する危険因

子の第4位との認識を示している。その対策として、2010年にGrobal Recommendaions on PhyJca!Act市 Ly for

HeaLhを 策定し、行動指針を採択している。

O運動基準・指針改定、すこやか国民生活習慣運動、特定保健指導などを通して、歩数増加のための支援を特に

強化することが望まれる。            ・



‐
〈
‐

分野 :糖尿病

(再掲)日標項目:73量・貫ともに、きちんとした食事をする人の増加

目標 値
策定時のベースライン値
(H8年 国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査 )

直近の実績値
(H21年 国民健康礫 委調査 )

成人 70%以上 56 3% 61 0% 65 7%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変{ヒ を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○有意に増加している(片側P値 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪イヒし
たか等を簡潔に記載。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載
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分野 :糖尿病

目標項 目174糖 尿病健診の受診の促進 (受けている人の数 )

目標値

“

9年健康・福祉関連サービズ単呈実態調コ  l    lH16年 習冨讐肇l礎調勧
直近実績値

(H19年 国民生活基礎調査 )

【定期健康診断等糖尿病に関する健康診断受診者

'
6860万 人以上

4,573万 人(参考値)    1       5、 350万人 6,013万 人

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに

なつてしヽるか、留意点を含み分析

経年変1と を踏まえたベースライン値と現状値の分析,特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

〇増加傾向にある。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

○直近の受診率でみると、性別では男性が女性より高く、男性では40歳 代及び50歳代で70%を 超え、女性では40～

60歳代で60%前後であり、他の年齢階級に比べその割合が高い (図 1)。

O平成21年度特定健康診査実施率は、対象者数は約5,221万 人、受診者数は約2,115万 人であり、405%であった

(速報値 )。 平成20年度の受診率 (3890/o)よ り高くなっている。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し

たか等を簡潔に記載。

○目標値に達していないが改善傾向にある。
B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○男性では20扇代、女性では20～ 30歳代で4幌台と低い。女性ではやせ、男性では肥満が問題となる世代であり、

その指導・改善のために受診率の向上を図る必要がある。



図
1日 糖尿病健診の受診率
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分野 :糖尿病

目標項目:75糖 尿病健診受診後の事後指導の推進 (受 けている人の割合)カッコ内の%は策定時の性年齢構成で調整した値

目標値
策定時のベースライン値
(H9年糖尿病実態調J

中間評価
(H14年糖尿病実態調査 )

直近実績値
(H19年 国民健康礫 養調査 )

a)糖尿病健診における異常所見者の事後指導受診車
(男 性)100% 667% 742% (7200/0) 806% (7880/c)

a)糖 尿病lt診における異 常所見者 0)事後 1旨 導受診旱

(女性)i00% 746% 750% (7489ん ) 794% (77996)

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状値の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○男性は有意に増加している(片側P値 <0001)。

○女性は変わらない (片側P値 =0095)。
030代男性の直近実績値は6割弱にとどまっている(図 2)。

O策定時、男性の事後指導の受診率は女性より低かつたが、直近実績値は男女とも概ね8割程度にとどまつてい

る。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○事後指導圧 て、キギ定保健指導 (積極的支援、動機づけ支援)を利用した人の人数も提示されるとよい

(3)その他データ分析に係るコメント

○事後指導受診ありとは、「糖尿病教室を受けた」、「糖尿病のパンフレットをもらつたJ、「医療機関を受診するように
いわれた」の3つのうち、どれかを選択した者である。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したが、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○男性は目標に向けて改善した。
○女性は変わらない。 C

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

030代男性の肥満者 (BMI≧ 25)の割合は右肩上がりで増加し、2007年は約35%である。健康対策の強化が必

要。
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図2.糖尿病健診受診後の事後指導受診率 (男性 )
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分野 :糖尿病

目標項目:76糖 尿病有病者の減少(推計)カッコ内の数値は策定時の性年齢構成で調整したltL

日標値 瀧 是黒贅已像逸野  | (H4年 層身卜 調罰
直近実績値

(H19年 国民健康・栄養調査 )

糖尿病有病者数 1,000万 人 690万人      1   740万 人 (650万人 ) 890万人 (740万人 )

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに

なつているか、留意点を含み分析

経年変1ヒ を踏まえたペースライン値と現状値の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○糖尿病有病者数は目標値の推計 1,00」万入を有意に下回つた(片側P値 =0006)。

○糖尿病有病者数 (糖尿病が強く疑われる人)、 有病率とも年齢調整した比較では変わらない。

(有病者数 :片 側P値 =019、 有病率 :片側P値 =016)

0年齢調整後の比較では過去10年間に明らかなトレンドはなく、糖尿病有病者増加の理由の一つとして加齢の影

響が考えられる。

O策定時、中間評価、直近実績値の年齢性調整後の糖尿病有病率 (成人、診断基準HbAlc≧ 61%あるいは薬物治

療中)はそれぞれ82%、 79%、 88%であり、変わらない。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

球層fT詔晃露駆:護凝鳥菅聴難野綿畠ず翼躙翠翻眠標測謡∫
∝設代では有副こ割し

○糖尿病予備群を含めた有病者数、有病率は有意に増加している(有病者数 :片側P値 <0001、 有病率 :片 tlllP値

<0001)。

(3)その他データ分析に係るコメント

0策定時|ミ 今後、生活習慣の改善がない場合、2010年には推定有病者数が1,080万 人に選すると推足されたこと

から、目標ltLの 1,000万 人が設定されたが、指標として、推定有病者数よりも年齢階級別の有病率を用いる方が、適

切な評価をしうると考えられる。

(4)最終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪化し

たか等を簡潔に記載。

○目標 ltLを達成した。
A

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化 改ヽ善等すべ

きポイントを簡潔に記載

f町蔑腫聾理古切露鼎戴ぼ堪野訂]象看など始
言辱電種参手竺賃宅3絆鵞 把握できる。今後づu劣擢翼弊♂薄切暑蓼隻堪走翌蒙[准翌

こすると
よい。また特定健診で糖尿病と判定される(HbAl●61%)J



図3.糖尿病有病率
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分野 :糖尿病

目標項目:77糖 尿病有病者の治療の継続 (治療継髄 ている人の割合)

目標値 需寧塁黒錮    |  (H4黙翻茉調勧
直近実績値

(H19年 国民健康環 養調査)

糖尿病有病者の治療継線 治療継続している人の割
合 )

450%              1              506% 557%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状値の分析、特徴 (性、年齢、項目〕Iの 分類など)を踏まえた分析

0有意に増加している(片倶りP値 =0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

○健診データでHbAlc>650/0なのに受診していない人の割合、人数を補足的に確認するとよい。

OHbA¬ o別 の治療継続率を検討することは、糖尿病合併症の阻止につながる。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

0目 標値に向かつて改善した。

B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○治療中断者の内容を、年齢、性、血糖コントロール不良者別に見ることが必要である。(糖尿病合併症阻上のた

めの血糖コントロールのEl達 目標はHbAlcく 65%、 治療上、1可らかのアクションをおこすべき値はHbAlc>8%
である。)
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分野 :糖尿病

目標項目:78糖 尿病合併症の減少 (合併症を発症した人の数)(合併症を有する人の数)

目標値
策定時のペースライン値

(199B年「我が国の慢性透析療法の現況」
(日 本透析医学会 )

中間評価
(2001年「我が国の慢性透折療法の現況 J

(日 本透析医学会 )

直近実績値
(2009年「我が国の慢性透析療法の現況J

(日本透析医学会 )

【合併症を発症した人の数】
糖尿病性腎症 11,700人

10,729メ、 13,920ノ｀ 16,416人

目標値
策定時のベースライン値

(1988年「視覚障害の疾病調査研究J)

中間評価
(な し)

直近実績値
(H20年 度社会福祉行政業務報告 )

【合併症を有する人の数】
失明 ― 子

'3,000ノ

ヽ な し 2,221ンに

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状値の分析、特徴 (性、年齢、項目卵1の 分類など)を踏まえた分析

○糖尿病により透析の導入となつた者の数は増加した。(1997-2007年 )

○透析導入全患者数は2008年にやや減少に転じ、2010年の速報でも低下している。全患者数に対する糖尿病患者
が占める割合も、2008年以降は横ばいである。

○糖尿病により視覚障害となつたものは、ベースライン値に比して、減少傾向の可能性がある(参考 12679人 (H18年
度社会福祉行政業務報告))。

O糖尿病を主原因として、年間2000人以上が新規に視覚障害となっている。

○指標の目安として示された糖尿病性腎症の数については、目標を超えて悪くなったが、2008年からは増加―辺倒
の傾向に変化が出てきた。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○透析導入時の患者数に影響する可能性がある状況(より軽症での導入、高齢者への導入など)の検討が必要で
ある。

○失明者の数について、策定時と直近実績値の調査項 目は異なっているので、単純な比較 は困難である_

(3)その他データ分析に係るコメント

○眼科では、硝子体手術または光凝固術などの件数が把握できるとより的確な解釈ができる。糖尿病有病者に対
して、定期的な眼科受診の有無を調査するとよい。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○悪くなつている。

D

(5)今 後の課題及び対策の抽出
握 終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ
きポイントを簡潔に記載

○腎症については、特定健診で「血糖高値かつ尿蛋自陽性」者数 (率 )を把握することが可能である。尿蛋白陽性者
における血糖区分、血圧区分などを確認すると、腎症対策の進捗状況が把握できるのではないか。
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分野 :糖尿病

(再掲)日 標項目
'9メ

タポリックシンドローム (内臓脂肪症侯群)を認知している国民の割合の増加

目標値 策定時のベースライン値 中間評価
直近の実績値

(平成21年食育の現状と意識に関する世論調査
(内 閣府))

成人 800/● 以上 (中間評価時に追力0〕 92 7%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたペースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目卵1の分類など)を踏まえた分析

○平成18年度の773%から平成21年度は927%と 154%高くなつている。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント
○第2次食育推進基本計画|[おいて、「メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事、運動等を継続

的に実践している国民の割合の増加」が目標として追加された(現状値 :415%→ 目標値 150%以 上)。

(4)最 終評価
・最終値が 目標に向けて、改善したか、悪化し

たか等を簡潔に記載。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載
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分野 :糖尿病

目標項目:710メタポリックシンドローム (内臓脂防症候群)の該当者・予備詳の減少 (メタポリックシンドロームの該当者 .予備群の人数(40～ フ4歳 ))

目模値
策定時のベースライン値

(平 成16年国民健康・栄養調査 )

中間評価
(なし)

直近実 績値

(平 成 20年度特 定健 康診査 特定保健 指 導 の実 施状況 )

(平 成 21年 度 国 民晨庄・棗碁 ヨ杏 (台考 値 ))

該当者・予備群 (男 性)

平成24年 10%以上減少 (対平成20年 )

平成27年 25%以上減少 (対平成20年 )

1,400万 人(参考値)
約420万 人 38%(特定健診受診者のうち実数)

1.470万 人(参考値)

該当者・予備群 (女性 )

平成24年 10%以上減少 (対平成20年 )

平成27年 25%以 上減少 (対平成20年 )

560万人 (参考値 )
約122万人 13%(4キ 定健診受診者のうち実数 )

530万 人(参考値)

コメント

(1)直 近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状値の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○国民健康・栄養調査によるメタボリックシンドロームの該当者等の数値は、男女あわせ約2,000万 人前後で推移し
ている。

○平成20年度より開始された特定健康診査・特定保健指導については、約2,000万 人の受診者のうち、約542万人
がメタボリックシンドローム該当もしくは予備群であつた。平成21年度の速報値によれば、メタボリックシンドローム該
当もし〈は予備群は約576万人となっている。

○男性の該当者・予備群が女性に比して高い傾向にある。

(2)データ等分析上の課題
・調査‐分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目様に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○特定健康診査受診者中の割合は、平成20年度(268%)で、平成21年

(267%)であり、現在のところ大きな変1ヒは見られない。

C

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ
きポイントを簡潔に記載

〇国民健康・栄養調査からメタボリックシンドロームの該当者・予備群の者の割合について、男女別にみると、直近
値では男性で535%、 女性では1849`で ある。
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直近実績値
(平 成20年度、21年度(速報値)特定健康診査 特定

保健指導の実施状況)

目標値
指標の目安

策定時のベースライン値
(な し)

389%(平成20年度)

405%(平 成21年度速報値)

a)健診実施率
平成24年70%
平成27年 800/o

77%(平成20年度 )

130%(平 成21年度速報値,

b)保健指導実施率
平成24年45%
平成27年60%

コメン

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに

なつているか、留意点を含み分析

○平成20年度特定健康診査実施率についてI (43¬ %)が女性 (348%)に比べて高かつた。

○平成20年度特定保健指導実施率については、女性(94%)が男性(71%)に比べて高かつた。

○特定健診・保健指導の変化は分析不可。
(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方

法、分析材料等)がある場合、記載。

○平成20年度の特定健康 について、性。年齢別にみると、 では40歳 代では50%を超え、60歳 以上で

は30%台 にとどまつており、女性ではいずれの年代でも30%台 である。

O平成20年度の特定保健指導実施率については、性・年齢階級別にみると、男性では40～ 64歳 で、女性では40～

50歳代で10%以 下にとどまっている。
(3)その他データ分析に係るコメント

○平成21年度の速報値によれば、a)特定健康診査実施率は405%、 b)

保健指導の実施率は1309`と 、平成20年度の値より改善している。
(4)最終評価

撮 終値が日標に向けて、改善したか、悪化し

たか等を簡潔に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

評価不能



8循環器病分野 (案 )(H239811E)

※各指標の達成状況については、別添シート参照

く総括評価〉

0血圧平均値、および、高血圧有病率は年齢調整値においては改善しており、
過去からの改善傾向が続いている。食塩摂取低下などの効果が考えられる。し
かし、高血圧有病率は高齢者を中心に依然として高い。
O循環器疾患死亡率 (脳卒中、虚血性心疾患)は年齢調整値においては改善
が見られた。しかし、虚血性心疾患の粗死亡率・死亡数は高齢化に伴い低下が
見られない。
O高脂血症有病率は、服薬者を含めると有病率は悪化していると考えられた。
O食塩摂取量は低下し、改善していたが、目標値には達していない。
0カリウム摂取量、男性の肥満者割合、糖尿病有病者数、有病率は悪化して
いた。
Oメタボリックシンドロームの認知度はかなり高かつた。

〈指標の達成状況〉

A ロイ票イ直に達した 0

B目標値に達していないが改善傾向にある 3

C変わらない 0

D 悪くなっている 2

〈指標に関連した施策〉

O循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

0医療計画 (4疾病5事業)

O食事バランスガイド

Oエクササイズガイド

○特定健診・特定保健指導

○食品栄養成分表示

0食育

く今後の課題〉

○血圧平均値、高血圧有病率の改善が見られるものの、有病率は高齢者を中
心に依然として高く、国民全体での予防対策の強化が必要である。今後、肥満
の増加に伴う血圧上昇が懸念され、肥満対策が重要である。また、食塩摂取量
は目標に達していないため継続した対策が必要である。
O高脂血症有病率1氏下のため、飽和脂肪酸摂取低減等に関する普及啓発、栄
養成分表示などのポピュレーション対策が必要である。
Oカリウム摂取量は1氏下傾向にあり、野菜・果物摂取増加等の対策が必要で
ある。
O健診受診率は女性や若年成人を中心に、さらに向上させる必要がある。
O循環器疾患死亡率は低下傾向にあるが、罹患率のモニタリングが必要であ
り、疾患登録システムの構築等が求められる。



健康日本21の 目標値に対する直近値に係るデータ評価シート(案 )

(H.23.9_8版 )

循環器病 分野

:己戯留意事項 'ヽ 各項目の冒頭には 見出しとして分析始興、課題等を要約として記

“

してください。
まrlJな データ解析をした■合は 解析結果や二次資料を添付してください。
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分野:循環器病

(再掲)日 標項目:81 食塩摂取量減少

目標値
策定時のベースライン値
(H9年国民栄養調査)

中間評価
(H16年国民健康'栄養調査)

直近の実績値
(H21年 国民健康礫 養調査)

成人  log/日 未満 ¬3 5g/日 11 2g/日 10 7g/日

コメント

(1)直近値に保るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

0減少している(片側 PI直 <0001)

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

0食事調査による食塩摂取量評価には限界もあるため、24時間蓄尿によるナトリウム排泄量評価など、より
精度の高い調査も必要である。

(3)その他データ分析に係るコメント

O男性より女性で低く、女性では99」/日 まで減少。
O男女ともいずれの年代でも減少している。
○直近値では、男女とも60歳代で最も高く、男性で124g、 女性で105gである。
○食塩の供給源は調味料が約7割を占め、この10年 間で変化はない。
O食事摂取基準の改訂に合わせて、食塩摂取量の目標値も修正が必要である。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出
。最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○個々人の減塩を容易にするための普及啓発に加えて、食事内容や量の調整ができるよう栄養成分表示の
義務化や、食品に含まれる食塩含有量を減らすための企業努力を促す環境介入も必要である。

O食塩摂取量には地域差が見られるため、摂取量の多い地域での重点的対策も必要である。
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分野 :循環器病

目標項目:82カ リウム摂取の増加 (1日 当たりの平均摂取量)

目標値
策定時のベースライン値

(H9国民栄養調査 )

中間評価
(H16年 国民健康・栄養調査 )

直近実績値
(H21年 国民健康・栄養調査)

成人 35g以上/日 3 0g 2 4g 2 3g

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴(性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○ベースラインと比較して、有意に低下しており、男女別でも有意に低下している。
(成人 i片側P値 <0001、 成人男性 :片側P値 <0001、 成人女性 :片側 P値 <0001)

〇年齢階級別にみても、男女とも全ての年齢階級でベースラインに比べて低下している。

○中間評価以後においても、変化量は僅かであるが、男女とも有意な低下が認められる。

O摂取量は年齢が若いほど低い傾向にあり、20歳代では男21g、 女 1、8gと最も低い (平成21年 )

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○食品成分表が平成9年 には4訂、平成16,21年 は5言Tを用いており、正確な比較は難しい。

(3)その他データ分析に係るコメント
○カリウムの主要な摂取源である、野菜類、魚介類、果実類について、野菜摂取量は成人男女の各年齢階級
でほぼ横ばいであり、魚介類、果実類は低下傾向にある。

(4)最終評価
・最終値が目様に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○ベースラインに比べて男女とも摂取量が低下しており、悪化した。
D

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

0カリヴム摂取量は目標を大きく下回つてさらに低下しており、国民の血圧上昇への影響が懸念される。主要
な摂取源である野菜と果物の摂取量増加のための対策を強化すべきである。
O野菜・果物摂取量の増加はまた、循環器疾患予防、がん予防にも効果があるため、重要な対策である。
○カリウム摂取量は若い世代ほど低い傾向にあり、小児期からの食育等による普及啓発が必要である。
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分野 :循環器病

(再掲)日 標項目:33適 正体重を維持している人の増加

目標値
策定時のベースライン値
(H9年国民栄養調査)

中間評価
(H16年 国民健康・栄養調査 )

直近の実績値
(H21年国民健康・栄養調査 )

児 童 生 徒 の 1巴 満 児 の 減 少
(6～ 14歳 男女 [日 比式精準体重を基準として20%以上 )

79● 以 下

10 7% ¬0 2% 9 2%

20歳代女性のやせの者の減少(BMiく 185)
1596以 下 23 3% 21 40/o 22 3%

20～ 60歳 代男性の肥満者(BMI≧ 250)
15%以下 24 3% 29 0% 31 7%

40～ 60歳代女性の

'巴

満者 (BMI≧ 250)
200/6以 下 25 2% 24 6% 21 8%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたペースライン値と現状の分析、特徴(性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○児童・生徒の肥満児の割合は変わらない(片側P値 =010)。

020歳代女性のやせの割合は変わらない(片側P値 =026)。

020～ 60歳代男性の肥満者の割合は有意に増加している(片側P値 <0001)。

040～ 60歳代女性の肥満者の割合は有意に減少している(片側P値 =0007)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記鼓。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪 {ヒ

したか等を簡潔に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

O肥満者の割合について、性・年齢階級別にみると、有意に増加しているのは、30～ 50歳代男性で、特に、平
成21年の肥満者の割合を、10年前の該当世代と比較すると、現在の30歳代男性の増加割合が最も大きいた
め、20歳代から30歳 代にかけて体重を増やさないためのアプローチが必要である。
O都道府県別の肥満者の割合をみると、地域格差がみられるため、地域格差に配慮した取組が必要である。
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分野 :循環器病

(再掲)日 程項目:84 運動習慣者の増加

目標値
策定時のベースライン値

(H9国 民栄養調査)

中間評価(年齢補正後)

(H16年国民健康・栄養調査)

直近実績値 (年齢補正後 )

(H21年 国民健康 栄警調査 )

男性  390/o以 上 28 6% 30 9% 32 2%

女性  35%以上 24 6% 25 8% 27 0%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なっているか、留重点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○成人男性、女性とも年齢調整を行つた場合 (男 性 :平成16年 278%、 21年 297%、 女性 :平成16年 245%、
21年 242%)、 変化なし。(成人男性 :片側P値 =026、 成人女性 :片側 PI直 =045)

○性・年齢階級にみると、60歳代男性及び60歳以上の女性では有意に増加しているが、40～ 50歳代女性で
は有意に減少するなど、性・年齢階級別で変化に違いがみられた。

(2)データ等分析上の課題
・調査 分析をする上での課題(調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

〇年齢階級によってベースラインの値やその後の変化が異なるため、この10年 間の調査対象の高齢者の増
加と年代別の変化の違いを勘案し、年齢調整を行つたところ、男性、女性とも運動習慣者の増加は見られな
かった。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記裁。

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

030分 間週2回 の運動習慣による生活習慣病予防効果は、「健康づくりための運動基準2006」 で示されるとお
り明白である。国民一人ひとりに対して運動習慣のメリットを積極的に啓発する必要がある。また、運動習慣
の維持・増進には運動指導者、自治体、職場などの環境を整備する施策が必要。

Oここ10年の間の運動習慣に対する認識の変容に注意が必要ではないか。かつては、運動というとスポーツ

をイメージしたが、最近では散歩のような簡単な身体活動も、余暇時間に目的を持つて行われていれば運動と

認識されるようになつてきた。笹川スポーツ財団が実施する同様の調査でも、散歩やウォーキングの実施者の

割合が急増している(スポーツ白書 )。

020歳から60歳までの若者や働き盛り世代に対する運動啓発が必要。

O経年変化が追えるようにすることには留意しつつ、生活習慣病予防、介護予防に必須の運動習慣の定義を
どうするのかの検討が必要。例えば、"散歩"を運動ととらえるかは個人差があるため、本来は"運動"の定義

を明示した上で調査を行う必要がある。
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分野 :循環器病

項目:85高 血圧の改善(推計)

目F_俺
策定時のペースライン値
(H10年 国民栄養調査 )

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査)

直近実績値
(H21年国民健康疎 養調査)

(推計値)平均最大血圧 男性 (15歳～)
132 7mmHg

(血圧降下剤服用者除外)

131 5mmHg
(血圧降下剤服用者除外)

131 7mmHg
(血 圧降下剤服用者除外)

(推計値)平均最大血圧 女性(15歳～)

126 2mmHg
(血圧降下剤服用者・妊産婦除外)

コ25 0mmHg
(血圧降下剤服用者,妊産婦除外)

123 3mmHg
(血圧降下剤服用者・妊産婦除外)

(推計値)平均最大血圧 男性 (20歳
～ )

r生幹 錮 彗 薫 ● 結 、

135 2mmHg 132 5mmHg 131 7mmHg

(推計値)平均最大血圧 女性 (20歳
～ )

`生
齢 言口彗 工 灼 結 ヽ

129 9mmHg
(妊産,吊除外)

126 6mmHg
(妊産帰除外)

123 9mmHg
(IIE産婦除外)

年齢調整の基準人口は、2005年 国勢調査人口(墨 女計)

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

o血圧降下剤月長用者を含む20歳 以上成人の最大血圧平均1直は、ベースラインと比べて男女とも全ての年齢
階級で低下傾向にある。また年齢調整平均値も男女とも有意に低下している(男 性で35mmHg、 女性で
59mmHg低下)(男 女ともP(0001)。 但し、男性の血圧低下は中間評価以後変わっていない(P=017)。

020歳 以上成人の高血圧有病率で見ると、年齢調整有病率はベースライン値と比較して男女とも有意に低下
した(男性では35ポイント(P=0007)、 女性では68ポイント低下(Pく 0001))。 年齢階級別に見ても全体に低下傾
向であるが、70歳以上男性では上昇した。また、男性の年齢調整有病率は中間評価以後変わつていない
0二〇85)。               

「

｀
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(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

0国民健康・栄養調査対象者の年齢構成が若干高齢化しているため、年齢階級別の推移、および、年齢調
整平均値の推移で評価すべきである。また、15歳以上ではなく、20歳以上の成人の血圧値を評価すべきであ
り、これを行つた。
○高齢者を中心に血圧降下剤服用者がかなり多い。薬物治療による血圧コントロールも予防対策の一部であ
り、血圧降下剤服用者を含む平均値を用いて国民の血圧の推移を評価すべきであるため、これを行つた。
○一方、血圧値140/90mmHg以 上または血圧降下剤服用者を高血圧有病者とした有病率 (年齢階級別、年
齢調整有病率)も評価すべきであるため、これを行つた。

(3)そ の他データ分析に係るコメント
○今後肥満の増加に伴う血圧の悪化が危惧される。血圧に影響する要因の変化を明らかにしていく必要があ
る。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

〇年齢階級別、および、年齢調整した最大血圧平均値は、男女とも改善
した。
0年齢調整した高血圧有病率は男女とも改善した。

B

(5)今後の課題及び対策の抽出
最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

0国民の血圧値および高血圧有病率は低下傾向にあるものの、高齢者を中心に高血圧有病率は依然として

高く、国民全体での高血圧予防対策をさらに強化する必要がある。
○国民全体の血圧レベル低下のためのポピュレーション対策 (減塩、肥満、野菜果物摂取、身体活動、適正

飲酒 )をさらに推進する必要がある。
○高血圧者の発見率、治療率、および、治療されている人のコントロール率改善のための対策も必要である。
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分野:循環器病

(再掲)日 標項目:86た ばこ対策の充実

目標項目:41 喫煙が及ぼす健康影響につし`ての十分な知識の普及 (知っている人の割合 )

目標値
策定時のパースライン値

(H10年 度喫煙と健康問題に関する実態調査 )

中間評価
(H15年 国民健康・栄養調査)

直近実績値
(H20年 国民健康・栄養調査)

a)肺がん 100% 845% 875'` 875,6

b)喘息 100% 599% 634'` 628%

C)気管支炎 1000/o 655,` 656% 651%

d)心臓病 10餅 : 405% 458% 507%

e)1出 卒中 100% 351% 436% 509%

つ冑潰瘍 100% 341% 335% 3510b

g)妊娠に関連した異常 100Ъ 796,` 832% 835%

lal歯周病 1000; 273% 359't 404%

:42来 成年者 の 喫煙をなく 望して い の

目標値
策定時のベースライン値

(H8年度未成年者の喫煙行動に関する全国調査 )

中間評価
(H16年 度未威年者の喫煙及び飲酒行動に

関する全国調査 )

直近実績値
(H20年度未成年者の喫煙及び飲酒行■lに

関する全国調査 )

a)男性 (中 学1年)0% 75,。 15%

b)男 性 (高校3年 生)0% 369% 217': 123%

C)女性 (中 学1年)0% 38% 24't 11%

d)女性 (高校3年 生)0,も 156% 97:` 531:

目標項目:43公 共の場及び職場におけ :の徹底及び効果の高い分煙に の普及 (分煙を実施してる割合 )(知っている人の

日程値
策定時のベースライン値

(H12年 地方自治体庁舎等における禁煙・分煙の実
綺 状 :9調書 ヽ

中間評価

(H16年 地方自治体庁舎等における禁煙・分煙の実
焔 士 :7コ 審 ヽ

直近実績値 (参考値 )

(H22年度厚生労働F4学研究 大和班)

a)公共の場 100',

都道府県 894%
政令市等 959%
市町村 507%
保健所 9551

都道府県 100%

政令市等 100',

市町村 897%
保健所 100'・

4フ 都道需県中23が本庁舎内建物内禁煙 (約 49り

46都道F県 庁所在市及び5玖 令指定都市中 10が本庁舎

内E物 内贅煙 (1020つ
東京20区 中Jがホ庁舎内摯屋 (約 4%)

策定時のベースライン値

(H9年労働者健康状況調査 )

中間評価
(H14年 労働者健康状況調査 )

直近実績値
(H19年 労働者健康状況調査 )

b)「.場 100%

400ヽ

(477%(喫 煙対寅に取り組んでいる)) (59%(喫 煙対策に取り組んでいる), (755%(空 煙対策に取り組んでいる))

策定時のベースライン値
(なし

'

中間評価

(H17年 分煙の知識に関する全国調査 )

直近実績値

C)効 果の高い分煙に関する知臓の普及 100%
慣

性

男

女

ヨ標項目:44禁 煙支援プログラムの プログラムが提供されている理

日標値
策定時のベースライン情

(H13年 度地域保健・老人保健事業報告 )

中間評価

(H16年 度地域保健 老人保健事業報告 )

直近実績値
(H20年 度地域保健・老人保健平薬報告 )

全国 100%
329%
(278%)

397%
(322%) (389%)
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ヨ標項目:45喫 煙をやめたい人がやめる 参考[喫煙率、票煙希望者の割合]

日精値 (指標 )
策定時のベースライン値

(なし)

中間評価
(H15年 国民健康・栄養調査 )

直近実績値
(H21年国民健康・栄養調査 )

喫煙串 ―
              1          曇桂 |♀ ::‖

男性 382%
女性 109%

禁煙希望者の割合
性
性

男
女

246.:

327%
男性 3り %
女性 424%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに
なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○心臓病・脳卒中と喫煙の関係についての知識は向上したものの、未だに約半数にとどまっている。
O男性の喫煙率は低下1頃向であるが、女性の喫煙率は横ばいに近い。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

〇ベースライン値を含めた喫煙率の推移を性。年齢階級別に詳しく分析する必要がある。
O公共の場等の分煙については、飲食店、宿泊施設等も含めて評価するのが望ましい。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

0喫煙による心臓病・1週 卒中のリスク上昇についてさらに国民に知識を普及する必要がある。
O飲食店を含む公共の場の分煙化・禁煙化を進め、受動喫煙防止を徹底する必要がある。
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分野 :循環器病

目標項目:8フ  高脂血症の減少(高脂血症の人の割合)

目標値
策定時のベースライン値

(H9国民栄姜調査 )

中間評価
(H16国 民健康.栄養調査)

直近実績値
(H21国民健康・栄養調査 )

男性 (高脂血症)52%以 下 10 5%
(総コレステロール値240nノ d以上の割合)

12 1%
(総コレステ0-ル値240mg/d以 上の書1合 )

10 4%
(性コレステロール値240m●ノd以上の割合)

女性 (高 脂血症)87%以 下
17 4%

(総コレステロール値240m♂ d以上の割合)

17 8%
(総コレステロール値240mg/d,上の割合)

16 00/o
(総コレステロール値240me/d以上の■1合 )

男性 (高脂血症)52%以 下
(年齢調整1直 )

9 7%
(紀コレステロール値240m″ d以上の答」合)

17 4%
(総コレステロール値240mノd以上または月1桑の害1

15 7%
(総 コレステロール値240mgノ 引以上または服桑の番|

女性 (高 脂血症)87%以 下
(年齢調整値、妊産婦除外)

16 1%
(総コレステロール値240mg/d以 上の割合 )

22 1%
(総コレステロール値240mg/d以 上または服案の割

22 5%
(総コレステロール値240mg/d以 上または服栗の■1

年齢調整の基準人口は 2005年 国勢調査人口(男女LI)

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変イしを踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○総コレステロール値のみから高脂血症を定義した場合、年齢調整有病率は男性では変わらない(P=065)、

女性では有意に低下した(P=0002)。 しかし、女性の高年齢層では服薬者が多いため、投薬による総コレステ
ロール値低下の影響が考えられる。
O平成16,21年において服薬者を高月旨血症に含めた有病率を見ると、年齢調整有病率は男女ともベースライ
ンより有意に上昇している(男 女ともPく 0001)。 年齢階級別に見ると男女とも60歳 以上での上昇が著しい。しか
し、平成9年の高脂血症有病率を過小評価している可能性が高い。

(2)データ等分析上の課題
・調査 分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○国民健康・栄養調査対象者の年齢構成が若干高齢化しているため、年齢階級別の推移、および、年齢調

整平均値の推移で評価すべきであるため、これを行つた。

○近年60歳 以上の女性を中心にコレステロール低下剤服用者がかなり多い (平成21年では60歳以上女性で
20%以上が服用)。 コレステロール1氏下剤服用者を高脂血症に含めた有病率 (年齢階級別、年齢調整有病

率)も評価すべきであり、平成16,21年ではこれを行つた(平成9年 はコレステロール低下剤に関する調査な

し)。

O今回総コレステロール1直による評価をイ子つたが、今後、HDLコ レステロールまたはLDLコ レステロールを用い

た評価も必要である。また、低HDLコ レステロール血症、高中性脂肪血症を含めた脂質異常症の有病率の評

価も必要である。

(3)そ の他データ分析に係るコメント
○国民に高コレステロール血症の疾患リスク、治療の必要性、食生活の修正ポイントについての正しい

の普及が必要である。

(4)最終評価
・最終値が日精に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡深に記載。

〇近年の治療率の上昇を考慮すると服薬者を含めた有病率を評価すべ

きであり、平成9年の有病率が過小評1面されていることを勘案しても、年

齢調整有病率はベースラインに比べて男女とも悪化したと考えられる。
O中間評価と比較すると男女とも横ばいと考えられる。

D

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

O男 女とも50歳 以上で悪化傾向が見られ、特に女性の有病率が高い。中年期以降の高コレステロール血症

予防対策の強化が必要である。
O国民に食品中の飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、トランス脂肪酸に関する正しい知識を普及するとともに、食

品栄養成分表示の改善により適正な食品選択ができるなどのポピュレーション対策を推進する必要がある。

O脂質異常症予防のための肥満予防対策も並行して推進する必要がある。



(再掲 )目 標 項 目 :88糖 尿病有病者の誠少 (推苦1)

策定時のベースライン値
(H9年糖尿病実態調査)

中間評価
(H:4年 糖尿病実態調査 )

糖尿病有病者数 1000万 人 740万 人 (650万人 ) 890万 人 (740万人 )

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状値の分析、 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分

0糖尿病有病者数 (糖尿病が強く疑われる人)、 有病:

(有病者数 :片側PI直 =019、 有病率 :片側P値 =016)
した比較では変わらない。

〇年齢調整後の比較では過去 10年間に明らかなトレンドはなく、糖尿病有病者増加の理由の一つ
として加齢の影響が考えられる。

○策定時、中間評価、直近実績値の年齢性調整後の糖尿病有病率 (成人、診断基準
HbAlc>こ 61%あるいは薬物治療中)はそれぞれ8_2%、 79%、 88%であり、変わらない。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○糖尿病有病率について、年齢階級別にみると、60歳代及び70歳代では、有意に増加している。

O糖尿病予備群を含めた有病者数、有病率は有意に増加している。(有病者数,Pi直 く0001、 有病率:P値 <
0001)

に、今後、生活習慣の改善がない場合、2010年には推定有病者数が1080万 人に達すると
たことから、日標値の1000万 人が設定されたが、指標として、推定有病者数よりも年齢階級別の有病率を用
いる方が、適切な評価をしうると考えられる。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

○有病者数、有病率とも増加が懸念され、肥満予防対策を中心とした糖尿病予防対策強化が必要である。
0また、糖尿病の発見率、治療率、コントロール率の改善を目指したハイ|プ スク対策を強化し、透析・失明など
の合併症発症の予防を進める必要がある。
O特定健診データで、HbAlcの状況が把握できる。今後、コントロール不良者 (7%以 上の割合など)を指標に
するとよい。また特定健診で糖尿病と判定される(HbAlo6 1%)以 上の割合や人数を参考1直 として見ておくと
よい。

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載



―
一
〇
‐

分野 :循環器病

(再掲)目 標項目:89飲 酒対策の充実

日標項目:51 多量に飲酒する人の減少 (多 量に飲酒する人の割合)(注 :多 量飲酒=1日平均純アルコール60gを 超えて飲酒)

目標値
策定時のベースライン値

(H8年度健康づくりに関する意議調査 )

中間評価
(H16年 国民健康 栄養調査)

直近実績値
(H21年 国民健康・栄養調査)

a)成人男性 32%以 下 41:: 541:

b)成人女性 020/6以下 03:: 07::

目標項目:52未 成年者の飲酒をなくす(飲酒している人の割合)

目標値
策定時のベースライン値

(H8年度未成年者の飲酒に関する全国調査 )

中間評価

(H16年 度未成年者の喫煙及び飲酒行動に関する
全国調査 )

直近実績値
(H20年度未成年者の喫煙及び飲酒行動に関する

全国調査 )

al男 性 (中 学3年)00` 260,1 167'` 91%

b)男 性 (高校3年生)0% 5310t 384'。 271%

C)女性 (中学3年)0% 169% 147'0 9フ %

d)女性 (高校3年生)00` 361% 320'` 216%

目標項目:53「 節度のある通度な飲酒」の知識の普及 (知っている人の割合 )

目標値
策定時のベースライン値
(H13年 国民栄養調査 )

中間評価
(Hi5年 国民健康・栄養調査 )

直近実績値
(H20国 民健康 栄姜調査 )

a)男性 100% 503% 486': 54フ %

b)女性 100% 473% 497'` 486%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに

なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴(性、年齢、項目lllの分類など)を踏まえた分析

(2)データ等分析上の課題
,調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が日標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載
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分野 :循環器病

目標項目:810 健康診断を受ける人の増加(健診受診者の数)

目標値
策定時のベースライン値

(H9年健康福祉関連サービス需要実態調査)

中間評価
(H16国 民生活基礎調査 )

直近実績値
(H19年国民生活基礎調査)

6860万人以上 (全国数 ) 4573万人 5850万メ、 6013万 人

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変イヒを踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴(性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○ベースラインと比較し、顕著に増加しているが、受診率データの出典が異なるので直接の比較は難しい。
O健診受診率で比較しても、年齢階級別および年齢調整値ともベースラインより増加した可能性がある。しか
し中間評価以後はほぼ横ばいである。男女とも同じ傾向である。
Oどの年齢階級でも男性の受診率が女性より高い傾向にある。
020歳代、30歳代の健診受診率がほかの年齢階級よりも低い。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

○ベースラインと、中間値・直近値の出典が異なるので直接の比較は困難である。
O健診受診者数で評価するよりも、健診受診率 (性別・年齢階級別)での評価が望ましい。
O国民生活基礎調査の健診受診率 (男女計)は、平成10年 619%、 平成16年 604%、 平成19年 615,6、 平成22年
64396である。

(3)その他データ分析に係るコメント O健診受診率を新たな目標値として設定し、国民生活基礎調査、特定健診ナショナルデータベース等、質の
高い国民代表データによるモニタリングを行う必要がある。

(4)最終評価
。最終値が目標に向けて、改善したが、悪化
したか等を簡潔に記載。

○改善したと思われるが、目標値には達していない。
B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

0健診受診者率向上のため、特定健診を含む各種健診の受診率向上の対策を進める必要がある。
O女性、および、20歳 代、30歳代の健診受診率向上の対策が必要である。
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分野 :循環器病

目標項目:811 生活習慣の改善等による循環器病の減少(推計)

目標値
策定時のベースライン値
(H10年 人口動態統計 )

中間評価

(H16年 人口動態続計 )

直近の実績値
(H21年 人口動態続計)

脳卒中死亡率 (人 口10万対)全体 110 0 102 3 97 2
脳卒中死亡率 (人 口10万対)男性 106 9 99 9 96 7
1菌卒中死亡率 (人 口10万対)女性 113 1 104 5 97 8

出事 ψ年齢調整死亡率 ″虐 θθ ア 62 5 5θ イ

脳卒ψ年齢調整死亡率 rを 5/_θ θ7 θ 2a r
脳卒中死亡数 全体 13フ57819りヽ 12万 9055人 12万 2350人
脳卒中死亡数 男性 6万 5529A 6万 1547人 5万9293人
脳卒中死亡数 女性 7万 2290人 6万 7508人 6万 3057人

虚血性心疾患死亡率 (人 口10万対)全体 57 2 56 5 59 9
虚血性心疾患死亡率(人 口10万対)男性 62 9 63 4 68 2
虚血性心疾患死亡率 (人 口10万対)女性 51 8 50 0 52 2
査血をイl疾患年齢調整死亡事 夕を

`θ
 θ イθ ∂ θZ 2

膚″艦イ崚を 年齢調整死 亡革 女艦 24 ′ 7θ 2 ア54
虚血性心疾患死亡数 全体 7万 1678人 7万 1285メ、 7万 5481人

産血性心疾患死亡数 男性 3万 8566人 3万9014人 4万 1795メ、

虚血性心疾患死亡数 女性 3万 3112メ、 3万 2271A 3万 3686人
年齢調整死亡率の基準人口は昭和60年モデル人口

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに

なっているか、留意点を含み分析

経年変1ヒを踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

01菌卒中の粗死亡率および死亡数は減少 (改善)傾向であり、年齢調整死亡率においては減少傾向はさらに顕著である(男

性で40%、 女性で46%低 下)。

o虚血性心疾患のIE死亡および死亡数はほぼ横ばいか僅かに増加 (悪 化)傾向だが、年齢調整死亡率においては明らか

に減少傾向である(男 性で25%、 女性で36%低下 )。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)が ある場合、記載。

○粗死亡率および死亡数は人口の高齢化の影響を受けるので、人口高齢化の影響が除かれた年齢調整死

亡率を用いて評価すべきであるため、これを行つた。

O医療の進歩等により発症者の致死率が低下している。死亡率のみを用いた評価では不十分であり、循環

器疾患発症登録による発症率の評価が必要である。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪1ヒ

したか等を簡潔に記載。

0人 口高齢化の影響を除外すると、脳卒中および虚血1生心疾患の死亡

率はともに明らかに改善している。 B

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡深に記載

8築 、人口高齢個 こ伴い珊 卒中・虚血性心疾患の発症数の増加、こ細 畔 う要介護者数の増加が予想

され、モニタリングの体制が必要である。

○主要な危険因子である高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙に対するハイリスク対策・ボピュレーション対策

の推進が引き続き必要である。
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分野:循環器病

(再掲)日 標項目:8 12メタポリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を認知している国民の割合の増加

目標値 策定時のベースライン値 中間評価
直近の実績値

(平成21年食育の現状と意識に関する世論調査
(内閣府),

成人 80%以上 (中 間評価時に追加) 92 7%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

0平成18年 度の773%か ら平成21年度は927%と 154%高くなつている。

(2)データ等分析上の課題  、
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント
0第 2次食育推進基本計画において、「メタポリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事、運動等
を継続的に実践している国民の割合の増加」が目標として追加された (現状値 :415%→ 目標値 :50%以
上〉。

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載
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:循環器病

(再掲 )目 標 項 目 :813メタポリックシンドローム(内臓脂筋症候詢 の該当者 予贅Eの減少〈メタポリックシンドロームの該当者 予備瞬の人数(40～ 74鷹 ))

目繹値
策定時のベースライン値

(平成16年国民健康礫 養調査 )

中間評価
(なし)

直近実輌 値

(平成20年 度特定餞康診査・特定保健指 この実 距状 況 )

(平 成 21年度国民健康・栄養 調査 (参 考値 ))

該当者 予備群 (男 性)

平成24年 10%以上減少(対平成20年 )

平成27年250/o以上減少(対 平成20年 )

1400万人 (参考1直 )

約420万 人 38%(特 定健診受診者のうち実
数)

1470万 人(参考値 )

該当者 予備群 (女性 )

平成24年 100/● 以上減少 (対平成20年 )

平成2つ 年25%以上減少 (対平成20年 )

560万人 (参考値 )

約122万人 13%(特定健診受診者のうち実
数)

530万人 (参考値)

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに

なつているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状値の分析、特徴(性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○国民健康・栄養調査によるメタボリックシンドロームの該当者等の数値は、男女あわせ約2000万人前後で
推移している。

O平成20年度より開始された特定健康診査・特定保健指導については、約2000万人の受診者のうち、約542
万人がメタポリックシンドローム該当もしくは予備群であつた。平成21年度の速報値によれば、メタボリツクシン
ドローム該当もしくは予備群は約576万 人となっている。

O男性の該当者・予備群が女性に比して高い傾向にある。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段.方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載

○国民健康・栄養調査からメタボリックシンドロームの該当者・予備群の者の害1合 について、男女別にみると、

直近値では男性で535%、 女性では184%である。
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(特 定保健 )

(平成20年 度、21年 度 (速報値)特定健康診査・特

a)健診実施率
平成24年70%
平成27年80%

389%(平 成20年度 )

405%(平 成21年度速報値 )

b)保健指導実施率
平成24年45%
平成27年60%

77%(平成20年度)

130%(平成21年度速報値)

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

については、 (431%)が 女性 (348%)に 比べて高かつた。

○平成20年度特定保健指導実施率については、女性(94%)が男性 (7.1%)に比べて高かつた。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題(調査手段、方

(3)そ の他データ分析に係るコメント

査実施率について、性・年齢別にみると、男性では40歳代では50%を 超え、60歳
以上では30'6台 にとどまっており、女性ではいずれの年代でも30%台 である。

○平成20年度の特定保健指導実施率については、性“年齢階級別にみると、男性では40～ 64歳で、女性で
は40～ 50歳代で10%以下にとどまっている。

(4)最終評価
。最終値が目標に向けて、改善したか、悪化
したか等を簡潔に記載。

(5)今後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ

`今
後強化・改善等すべ

きポイントを簡潔に記載



野菜類摂取量 (年齢階級別 )

男性   H9
20-29y

30-39y

40-49y

50-59y

60-69y

70y―

女性 H9

20-29y

30-39y

40-49y

50-59y

60-69y

70y―

魚介類摂取量 (年齢階級別 )

H16

264818-29y

284430-49y

2930

3241 50-69y

3300

293470y―

H16

2541 18-29y

258330-49y

2846

325350-69y

3156

2728 70y―

H16

87818-29y

107930-49y

1246

1431 50-69y

1292

1157 70y―

H16

752 18-29y

84430-49y

960

112250-69y

1093

972 70y―

H21

247820-29y

251330-39y

40-49y

3001 50-59y

60-69y

2841 70y―

H21

219020-29y

2277 30-39y

40-49y

2869 50-59y

60-69y

2713 70y―

H21

713 20-29y

86630-39y

40-49y

l188 50-59y

60-69y

1007 70y―

H21

627 20-29y

683 30-39y

40-49y

95050-59y

60-69y

853 70y―

H21

788 20-29y

63730-39y

40-49y

1269 50-59y

60-69y

1541 70y―

H21

839 20-29y

882 30-39y

40-49y

1653 50-59y

60-69y

1601 70y―

2510

2907

2743

3074

3439

0133

2344

2462

2633

2999

3360

3014

H9vsH16 H9vsH21 H16vsH21

94%      9596     101%

88%     102%     116%

949`

93%      9596     102%

104%

97%     107%     110%

H9vsH16 H9vsH21 H16vsH21

86%      9200     107%

88%      9590     108%

9300

88%      92%     105%

106%

99%     1,0%     111%

H9vsH16 H9vsH21 H16vsH21

81%      6530      81%

80'6      6896      85%

6200

83,1      68%      81%

86%

87,6      84?o      970/0

H9vsH16 H9vsH21 H16vsH21

8300      76,:      91%

81%     6136     7696

60%

85'6      68%      80%

81'i

88,6      800D      92%

H9vsH16 H9vsH21 H16vsH21

93%      82%      88%

810D      6200      77%

63%

950/0      74,i      78%

910も

109%     103%      95%

H9vsH16 H9vsH21 H16vsH21

83,t      73'6      89%

8696      70%      82%

59%

9000      77%      86%

93%

100%      94,6      95%

男性   H9
20-29y

30-39y

40-49y

50-59y

60-69y

70y―

女 性 H9

20-29y

30-39y

40-49y

50-59y

60-69y

70y―

果実類摂取量 (年齢階級別 )

男性   H9
20-29y

30-39y

40-49y

50-59y

60-69y

70y―

女 性 H9

20-29y

30-39y

40-49y

50-59y

60-69y

70y―

H16

85018-29y

78730-49y

1007

1341 50-69y

151 5

1413 70y―

H16

101418-29y

1031 30-49y

1501

184250-69y

1855

160670y―

575

735

778

966

1117

974

570

519

573

761

890

781

697

490

635

988

1379

1458

743

722

883

1421

1734

151 4

カリウムの主要な供給源は野菜類、魚介類、果実類であるが、野菜類摂取量は成人男女の各年齢階級で
ほぼ横ばいであるのに対して、魚介類、果実類は低下傾向にある。
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国民健康・栄養調査におけるカリウム摂取量の推移 (平成9′ 16′ 21年 )
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4

35

3

25

2

15

1

05

0
＋
駆性
０
ト

麒せ
０
０
‐
Ｏ
Ｏ

堰
ｏ
？
ｏ
０

麒性
の
マ
‐
０
寸

鳳せ
Ｏ
∞
‐
０
∞

麒
せ
Ｏ
Ｎ
‐
Ｏ
Ｎ

００悧
冊
編
せ

覇
縫
‥

＋
堰
Ｒ

Ａ泄
０
０
１
０
０

植
Φ
り
‐
ｏ
ｏ

麒
性
０
寸
１
０
寸

鳳泄
０
∞
１
０
∞

鳳泄
Ｏ
Ｎ
‐
Ｏ
Ｎ

０Ｏ割
需
錯
せ

覇
縫
‥

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

05

0

□策定時(1997)□ 中間評価(2004)口直近実績(2009)口策定時(1997)口 中間評価(2004)口 直近実績(2009)



国民健康・栄養調査における最大血圧平均値(mmH醐の推移 (平成lo′ 16′ 21年 )

(血圧降下剤服用者含む。女性では妊産婦除外)

150

145

140

135男性

年齢階級

20～ 29南

=30-39自 L
40～49歳

50～591,

60～ 69歳

70歳以上

全年齢

年齢調整値

H10と の差(P値 )

H16と の差(P値 )

女性

年齢階級

20～29歳

30～ 39歳

40～49歳

50～ 59歳

60～ 69歳

70繊以上

全年齢

年齢調整値

H10との差(P値 )

H16との豊(P値 )

男女計

全年齢

性年齢 |●S整値

H10との差(P値 )

H16との差(P値 )

平成 10年 平成 16年 平成21年

1237     1191       1181

1257     1213      1228

1321      1300       1278

1388     1367      1368
1434      1426       1408

1465     1444       1425
1365     1364       1356
1352     1325      131.7

く0001      く0001
0169

125

120

115

110

105

100

Ｉ

Ｉ

〆♂♂ ご♂ピ〆♂ご ダ

■平成lo年

平成16年

■平成21年
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平成16年

■平成21年

Ｉ
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1270
1353
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平成 16年

1070
1139

1234
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1301
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平成 21年
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男性

年齢階級

20‐・ 29月L
30～30歳

40～49歳

50～ 59歳

60～69歳

70歳以上

全年齢

年齢In整値
H10と の書(P値 )

H16と の薔(P値 )

女性

年齢階級

20-290
30～39歳

40～49歳

50～59颯

60～69儀

70繊以上

全年齢

年齢胴壺値
H10との差〈P値 )

H16と の差〈P値 )

男女計

全年齢

性年齢調整値

H10との連(P値 )

H16と の差(P値 )

国民健康・栄養調査における高血圧有病率(%)の推移 (平成lo′ 16′21年 )

(血圧値140/90mmHg以上または血圧降下剤服用を高血圧と定義。女性では妊産婦除外)
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国民健康・栄養調査における高脂血症有病率(%)の推移(平成9′ 16′ 21年 )

(総コレステロール値240mg/dl以上を高脂血症と定義。女性では妊産婦除外。服薬情報無視)
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国民健康・栄養調査における高脂血症有病率{%)の推移 (平成9′ 16′ 21年 )

(総コレステロール値240mg/di以上または服薬中を高脂血症と定義 (但しH9年は服薬情報無し)。 女性では妊産婦除外)
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70健診を受けている人の割合 (%)
の推移

健診 (人間ドックを含む)を受けている
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男性 女性

策定時(1997)(参考値 )

平成9年健康福祉関連サービス需
要実 熊 調 杏 514 38C

中間評価 (2004)

平成16年国民生活基礎調査 612 52.5

直近実績 (2007)

平成19年国民生活基礎調査 626 53.2

口策定時 [参考](1997)□ 中間評価(2004)口直近実績(2007)



〈指標の達成状況〉

A 目標ltLに達した 0

目標値に達していないが改善lLA向 にあ 1

C 変わらない 0

D 悪くなっている 1

9がん (案 )(H.23.9.8版 )

※各指標の達成状況については、別添シート参照

く総括評価〉

○果物摂取については悪くなっている。

○がん検診受診者数は増加し、一部検診については目標値に達している
ものの、その後作成されたがん対策推進基本計画の目標値(平成23年度
末までに受診率を50%にする)に は遠く及ばない。

〈指標に関連した施策〉

○健康増進事業(がん検診 )

○がん対策基本法 (がん対策推進基本計画)

○がん診療連携拠点病院制度

O女性特有のがん対策の推進

く今後の課題〉

がんの予防、早期発見等、それぞれについて、医療技術に対する科学的
エビデンスをより積極的に作成することが必要である。エビデンスが確立さ
れたものについては、介入の方法についてもエビデンスを作成し、それに
基づいて対策を行つていくことが必要である。これらを系統的に推進する
体制が必要である。



健康日本21の 目標値に対する直近値に係るデータ評価シート(案 )

(H.23.9.8版 )

がん 分野

:己 載留意事項… 各項目の冒頭には、見出しとして分析結果、解題手を要 1う として記

“

してください。
詳細なデータ解析をした■合は、解析枯黒や二次資料を添付してください。
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分野 :がん

(再掲 )日 標項目:9_1 たばこ対策の充実

目標項目:41 喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及 (知 っている人の割合)

目標値
策定時のベースライン値

(Hlo年度喫煙と健康問題に関する実態調査 )

中間評価
(H15年 国民健 康・業養調査 )

直近実績値

(H20年 国民健康・栄養調査 )

a)肺がん 100% 845% 875% 875%

b)喘息 100% 634% 628%

C)気管支炎 100% 655% 656% 651%

d)心臓病 100% 405% 458% 507%

∋)脳卒中 100% 351% 436% 509%

つ胃潰瘍 100% 341% 335% 351%

g)妊娠に関連した異常 100% 796% 835%

っ)歯周病 100% 273% 359・. 404%

:42禾 圧年者の喫理をなく丁

目標値
策定時のベースライン値

(H8年 度未成年者の喫煙行動に関する全国調査)

中間評 価

(H16年 度未 成年 者 の喫 煙 及び飲 酒行 動 に

閣す る全 国 ■薔 )

IL近 実 願 値

(H20年 度 未 成 年 者 の喫 煙 及 び飲 酒 行動 に
関す る全 国 調書 )

〕)男性 (中学1年)0% 75% 32% 15%

)男性 (高校3年生)0% 36911 217% 128%

3)女 性 (中学 1年)0% 389b 24:` 11%

)女性 (高校3年生)0% 156% 97% 53%

目標 値
策定時のベースラインE

(H12年 地方 自治体庁舎等における景煙・分煙の実

中間詳In

(H16年 地方 自治体庁舎等における禁煙・分煙の実
直近実績値 (参考値 )

(H22年 度厚生労働科学研究 大和班 )

a)公 共 の 場 loO%

都道府県 894%
政令市等 959%
市町村 507%
保健所 955%

都道府県 1001

政令市等 100%

市町村 897%
保健所 100%

4フ 都道府県中23が本庁舎内違場内票煙 (約 49%)

46椰道府県庁所在市及び5玖令指定都市中10が本庁舎内
建物内業煙 (約 20%)
車京23区 中1が本庁舎内■煙 (約4%)

策定時のベースライン値
(H9年 労働者健康状況調査)

中間評価

(H14年 労働者健康状況調査 )

直近実績値
(H19年 労働者健康状況調査)

)腱場 100ヽ (477“ (嶼煙対策に取り組んている)) (591%(喫煙対策にllり 亀んでいる)) (755%(喫 煙対薫に取りteんでいる))

策定時のベースライン値
(なし)

中間評価

(Hlフ年分煙の知贅に関する全国調査 )

直近実績饉

))効 異の高い分煙にlnす る9111Aの普及 100%
性
性

男

女 710“

:44繁 博王薔フログラムの 口

`

の

目標 値
策定時のベースライン値

(H13年 度地域保健・老人保健平 彙報告 )

中間評価
(H15年 度地域 保優・老 人保健事業報告 )

直近実績値

(H20年 度地域 保健・老人保健事業報告 )

全国 100%
329%

(2フ 816)

397::

(322%) (389%)



直近実績値

(H21年 国民健康・栄委調査 )

男性 468ヽ

女性 113%

禁煙希望者の割合 男性 317%
女性 424%

(1)直 近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに

なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を 踏まえた分析

○どの項目も目標値は達成できていない。すすんではいる

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

いのを努力不足のせいにすべきでない。なかなか進まないことは解決が難しい問題であるという
ことを意味しているので、これまでとは全く異なるアプローチ、抜本的な対策をすべきと考える。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき

イントを簡潔に記載



ｌ
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分野 :がん

(再掲)目 標項目:92食 塩摂取量減少

目標 値
策定時のベースライン値
(H9年 国民栄養調査)

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査,

直近の実績値
(H21年国民健康・栄養調査)

成人  10g/日 未満 13 5g/日 11 2g/日 107g/日

コメント

(1)直 近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに

なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現釈の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を 踏まえた分析

0有意に減少している(片傾lPI直 <0001)。

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○男性より女性で低く、女性では99g/日 まで減少。
○男女ともいずれの年代でも減少している。
○直近値では、男女とも60歳代で最も高く、男性で124g、 女性で105gである。
○食塩の供給源は調味料が約フ割を占め、この10年間で変化はない。

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○これ以上の減少については、個々人の努力だけでは限界があることから、食事内容や量の調整ができるよう栄

養成分表示の義務化や、食品に含まれる食塩含有量を減らすための企業努力を促す環境介入も必要である。



―
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分野 :がん

(再掲)目 標項目:93野 菜摂取量の増加

目標値
策定時のベースライン値

(H9年 国民栄養調査 )

中間評価

(H16年国民健康・栄養調査 )

tL近の実績値

(H21年 国民健康・栄養調査 )

成人  350g以上 292g/日 267g/日 295g/日

コメント

(1)直 近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに

なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたペースライン値と現状の分析、特徴 (性、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析

○変わらない(片側P値 =028)。

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○直近値では、20歳代で最も低く、242gである。

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
。最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○毎日野菜料理をたつぷり(1日 小鉢5皿 、350g程度)食べることについて「するつもりはあるが、自信がない」と回答
した人の割合は290%、「するつもりがない」は61%(平 成21年国民健康・栄養調査結果)であり、対象者の状況に

合わせた支援が必要である。

○平均ではなく、日標値の達成害1合で見るべきではないか。また、達成割合が低いセグメントを抽出し、重点的に
対策を立てることが重要であると考える。



１
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分野 :がん

目標項目:941日 の食事において、果物類を摂取している者の増加 (摂取している人の割合 )

目標 値
策定時のベースライン値

(H9年国民健康・栄養調査 )

中間評価

(H16年 国民健康・栄餐調査 )

直近実績 直

(H21国 民促贋・業養調査 )

成人 60%以上

果物額を授取していない者の割合    29896 390%

果物類を100g以上摂取している者の割合 479% 425% 410%

果物類を200g以上摂取している者の割合 239%

果物類の平均摂取■         1253g 1090g 1056g

コメント

(1)直 近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに
なつているか、留意点を含み分析

経 年 変 化 を踏 まえた ベー スライン値 と現 状 値 の 分 析 .特徴 (性、年 齢 、項 目別 の 分 類 な ど)を 踏 ま えた 分 析

0国民健康・栄養調査のデータを再計算した数値に基づくと、策定時のベースライン値が70%であり、データと目標値が不正確である。正しいデー
タに基づいて評価すべきであるが、日標値も異なつてしまうので、複数の指標による評価を行うこととした。
○代替指標として、果物類 (ジャム、果汁を除く)を 摂取していない人の割合、100g以上摂取している者の割合、200g以上摂取している者の書1合 、
摂取量の平均値でみると、いずれの場合も減少している(果物類を摂取していない者の割合 :片 側P値 <0001、 果物類を100g以 上摂取している
者の割合 :片 側P値 <0001、 果物類を200g以上摂取している者の割合):片側P値 <0001、 果物類の平均摂取量<0001)。

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

0悪 化 してい る

D

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

果物だけで摂取量の1曽加を目標としても果物摂取1曽加により、他の食品の摂取量が変化してしまうこともある。果物摂取と野菜摂取の両方を含
んだ目標値を設定し、摂取量の少ないセグメントを抽出し、重点的に対策を立てるのが必要であると考える。
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分野 :がん

(再掲 )目 標項目:95脂 肪エネルギー比率減少

目標値
策定時のベースライン値
(H9年 国民栄養調査)

中間評価
(H16年国民健康・栄養調査)

直近の実績値
(H21年国民健康・栄養調査)

20～ 40歳代  25%以 下 27 10/0/日 26 7%/日 27 10/0/日

コメント

(1)直 近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに

なっているか、留意点を合み分析

経年変化を踏まえたベースライン値と現状の分析、特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を 踏まえた分析

○変わらない(片側P値 =050)。

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○男性より女性で高い。
○男女とも20歳代、30歳代では変わらない。
○直近値の20～ 40歳代では、男女とも20歳代で最も高く、男性で276%、 女性で291%。
○脂肪の供給食品は、肉類とドレッシング等の油脂、調味料で約5害 1を 占め、この10年間で変化はない

(4)最 終評価
・最終値が日様に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
。最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○脂肪エネルギー比率が30%以上の者の割合は、男女とも20歳代で最も高〈、この世代へのアプローチが必要で
ある。



Ｉ
Ｎ
Ｉ

分野 :がん

(再掲 )日 標項目:96飲 酒対策の充実

目標項目:51 多量に飲酒する人の減少(多量に飲酒する人の割合)(注 :多 量飲酒=1日平均純アルコール60gを超えて飲酒)

目標値
策定時のベースライン値

(HO年 度健康づくりに関する意識調査 )

中間評価

(H16年 国民健康・業養調査 )

直近実価値

(H21年 国民健康・栄養調査 )

a)成人男性 32%以 下

b)成人女性 02%以下

目標項目:52未 成年者の飲酒をなくす (飲酒している人の割合 )

目標 値
策定時のベースライン値

(H8年 度未成年者の飲酒に関する全国調査)

中間評価

(H16年 度未成年者の喫煙及び飲酒行動に関する全

国調査 )

直近実績値

(H20年 度未成年者の喫煙及び飲酒行動に関する全

国調査 )

a)男性 (中学3年 )0% 260%

D)男性 (高校3年生)0% 531% 3840/0 271%

3)女性 (中 学3年)0% 97%

J)女性 (高校3年生)0% 361% 320% 216%

目標項 目:5.3「 節度のある適度な飲酒」の知識の普及 (知 っている人の割合 )

目標値
策定時のベースライン値

(Hi3年 国民業養調査 )

中間評価

(H15年 国民健康・栄番調査 )

直近実績 値

(H20国 民健康・業養調査 )

ュ)男 性 100% 503% 486% 547%

))女性 100% 473% 497%

コメント

(1)直近値に係るデータ分析
・直近値が、目標値に対してどのような動きに

なっているか、留意点を含み分析

経 年 亦 4ヒ 存踏 ま テた ベー スライン値 と現 状 の 分 析 ヽ特 徴 (性 、年 齢 ヽ項 目別 の 分 編 な ど)を 踏 まテ 7-分析

未成年者の目標値で改善が見られるものの、3項 目のどれも目標値に達していない。多量に飲酒する人、節度のある適度な飲酒の知識がある人
の割合は横ばいまたはわずかに増加している。

(2)デ ータ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

つの項 目は目的が異なるので、一緒に議請するべきではなく、それぞれの項目としてE五 請したほうが艮い。

(3)その他データ分析に係るコメント

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化‐改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

アルコール摂取を健康との関連においてどのように位置づけ、正しい知識の普及、行動の普及を目指すのか、のわかりやすいスキーマを考える
必要があると思う。
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目標項目:97が ん検診の受診者の増加 (検 診受診者数 )

目標値

指標の目安 【検診受診者数】

策定時のベースライン値
(H9年健康・福祉関連サービス需要実態調査)

中間評価

(H16年 国民生活基礎調査 )

●L近実績値

(H19国 民生活基礎調査 )

a)胃 がん 2100万人 1401万 人 1777万 人 2159万人

b)子宮がん 1860万人 1241万 人 1056万 人 1086万 人

c)乳 がん 1600万 ノ` 1064万 人 842万 人 868万 A

d)肺がん 1540万 メ、 1023万 人 1100万 人 1832万 人

e)大腸がん 1850万人 1231万 人 1432万 人 1844万 人

コメント

(1)直 近値に係るデータ分析
・直近値が、日標値に対してどのような動きに

なっているか、留意点を含み分析

経年変化を踏まえたペースライン値と現状値の分析,特徴 (性 、年齢、項目別の分類など)を踏まえた分析
○対象部位毎に変化の程度は異なるが、最近の同じ調査の結果を見ると全て、増加している。

○胃がん、肺がん、大腸がんについては、数百万単位で受診者数が増加したが、子宮がん、乳がんについては数十万の増加であった。

○各検診の受診率をみると、
・胃がん :日 標値2100万 人(2007年 成人人口の20%)、 中間評価 172%、 直近実績値 207%
・子宮がん :目 標値1860万 人(2007年 成人女性人口の34%)、 中間評価 198:,.直近実績値 201%
・早しがん :目 1票値1600万 人(2007年 成人女性人口の301)、 中間評価 156:,、 直近実績値 161%
・肺がん :目 標値1540万 人(2007年 成人人口の15%)、 中間評価 107%、 直近実績値 176%
。大腸がん :目 標値1850万 人(2007年 成人人口の18%)、 中間評価 139%、 直近実績値 177%

(2)データ等分析上の課題
・調査・分析をする上での課題 (調査手段、方
法、分析材料等)がある場合、記載。

(3)そ の他データ分析に係るコメント

○国民生活基礎調査は質問票による調査であり、ここで目標としているがん検診受診者数・受診率を正確に反映できているかどうか懸念がある。
市町村の提供する検診、事業所の提供する検診、人間ドックの検診も含め、目標としている検診を明確に定義し、その数値を把握できる仕組みを
作ることが第一歩であると考える。また、受診率向上だけでなく、有効性がある検診の定義、精度管理、受診率向上とセットで考えるべきであり、
それぞれエビデンスに基づいた方法でアプローチすべきである。

(4)最 終評価
・最終値が目標に向けて、改善したか、悪化し
たか等を簡潔に記載。

○全体として目標を達成した (ベースラインの調査と異なる調査結果を踏まえた評価となるが、胃
がん、肺がんについては指標の目安を達成しており、大腸がんについてもほぼ達成した。但し、

子官がん、乳がんについては、日標の半数程度にとどまつている。) B

(5)今 後の課題及び対策の抽出
・最終評価を踏まえ、今後強化・改善等すべき
ポイントを簡潔に記載

○アウトカム指標としてはがん登録データを活用する必要があるのではないか。がん検診受診者の1曽加→早期がん発見者数の増加に結びつい
ているのか、死亡者数の減少につながつているのか、検討すべきでないか。がん検診で要精検者が何%受診しているのか、正診率など、きちんと
した分析結果に基づいて考察すべきでないか。

○同様の調査でフォローアップ可能であるが、がん対策計画の目標 (受 診率)との整合を検討すべき。受診率のデータもあるので、それも考慮し

て評価すべき。



都道府県 (H.23.9.6版 )

3健康増進施策の取組状況について

選択数/総回答数 |(古 J合 )

2「

原 策の推進体制について

1)①庁内に部局根断的な組織体市Jがありますか。
1あ る 15/47 (320/● )

2な い 32/4フ (68%)

②あると回答した場合、そのトップは誰ですか。知事、△△部長等具体的に
記述してください。

(2)関係団体、民間企業、住民組織が参加した協:義会・連絡会等の体制があり
ますか。

1あ る 46/47 (980/0)

2な い 1/47 (2%)

1

(1)地方計画の評価を行う体制はありますか。
1あ る 46/47 (98%)

2な い 1/47 (20/6)

(2)これまでに中間評価竿の評1面 を行つたことがありますか。

1あ る 46/47 (98%)

2な い 1/47 (2%)

(3)地方計画を見直し、二次計画の策定を行いましたか。

1 策定した 26/47 (55%6)

2策定中 7/47 (15%)

3な い 14/47 (30助6)

充実 した 縮小した 変わらない 未実施

D栄養・食生活
36/47

(779/0)

1/47

(20/6)

10/47

(21%)

0/47

(00/6)

D身体活動・運動
30/47

(640/0)

1/47

(2%)

16/47

(34%)

0/47

(0%)

3)体養・こころの健康づくり

33/47

(70%)

0/47

(0%)

４７
　
　
の

″
　
　
３。

0/47

(0%)

F)たばこ
39/47

(830/0)

0/47

(0%)

8/47

(17%)

0/47

(0%)

Sア ルコール

11/47

(230/● )

0/47

(0%)

35/47

(740/6)

1/47

(20/0)

6)歯の健康

35/47

(740/6)

0/47

(0%)

12/47

(26%)

0/47

(00/o)

フ 糖尿病

31/47

(660/● )

0/47

(0%)

13/47

(28%)

3/47

(6%)

3循環器病

20/46

(430/6)

0/46

(00/o)

22/46

(480/6)

4/46

(9%)

0が ん

42/47

(89%)

0/47

(00/o)

4/47

(90/6)

1/47

(2%)



市区町村 (H.23.9.6版 )

2 「

3健康増進施策の取組状況について

選択数/総回答数    (割 合 )

康増進施策の推進体制について

(1)①庁内に部局横断的な組織体制がありますか
1あ る 372/1484   (250/0)

2な い 1112/1484   (750/0)

②あると回答した場合、そのトップは誰ですか。知事、△△部長等具体的に記述し
てください。

(2)関係団体、民間企業、住民組織が参加した協:1会・連絡会等の体制があります
か 。

1あ る 998/1482   (67%)

2な い 484/1482   (33%)

1 価について

(1)地方計画の評価を行う体制はありますか。
1あ る 894/1483   (600/6)

2な し 589/1483   (400/0)

(2)これまでに中間評価等の評価を行つたことがありますか。
1あ る 673/1480   (45,6)

2な い 807/1480   (550/0)

(3)地方計画を見直し、二次計画の策定を行いましたか。

1 策定した 325/1479   (220/o)

2策定中 221/1479   (15%)

3な い 933/1479   (63ツ 6)

充実した 縮小した 変わらなし 未実施

①栄養・食生活

・適正体重を維持している人の増加

・脂肪エネルギー比率の減少

・野菜の摂取量の増加

・朝食を欠食する人の減少

・メタボリックシンドローム(内 臓脂肪
症候群)を認知している国民の割合
の増加

② 身体活動・運動

・日常生活における歩数の増加(成

人、高齢者 )

・運動習慣者の増加

344/627

(55'6)

1/627

(0%)

164/627

(260/0)

118/627

(19%)

620/1343

(460/o)

3/1343

(10/0)

403/1343

(300/6)

307/1343

(230/0)

419/1367

(31%)

5/1367

(0%)

370/1367

(270/0)

573/1367

(42ツ6)

629/1365

(460/o)

4/1365

(0%)

340/1365

(250/0)

ノノ 7々1365

(290/0)

689/1365

(50ツ 6)

6/1365

(0%)

384/1365

(280/o)

286/1365

(21%)

740/1367

(540/o)

2/1367

(0%)

200/1367

(15%)

425/1367

(31%)

342/632

(540/● )

2/632

(0%)

167/632

(26%)

121/632

(190/o)

574/1339

(430/o)

7/1339

(1%)

323/1339

(240/O)

435/1339

(320/0)

788/1365

(580/● )

11/1365

(1 %)

340/1365

(25%)

226/1365

(17%)



体養・こころの健康づくり

304/627

(480/o)

5/627

(1 %)

182/627

(290/o)

136/627

(2296)

1による休養を十分にとれない
減少

425/1338

(320/o)

9/1338

(1%)

508/1338

(38ツ6)

396/1338

(30%)

殺者の減少

たはこ

成年者の喫煙をなくす

共の場及び職場における分煙の

=及
び効果の高い分煙に関する

上の普及

煙支援フログラムの普及

煙をやめたい人がやめる

ア ル コーール

量に飲酒する人の減少

成年者の飲酒をなくす

歯の健康

自齢期のう蝕予防)一 人平均う歯
)減少

ζの喪失防止)80歳で20歯以
60歳で24歯以上の自分の歯を
にる人の増加

糖尿病

尿病検受診後の事後指導の推

ポリックシンドローム(内臓脂肪
群)の 該当者・予備群の減少

ポリックシンドローム(内臓脂肪
群)の概念を導入した健診・保
導の受診者数の向上

晨病有病者の増加の抑制 (推

639/1360

(470/0)

8/1360

(1 %)

285/1360

(210/o)

428/1360

(31%)

268/630

(430/0)

5/630

(1%)

217/630

(340/0)

140/630

(220/0)

378/1338

(280/0)

12/1338

(1 0/o)

507/1338

(380/o)

441/1338

(330/0)

762/1367

(560/o)

6/1367

(0%)

289/1367

(21%)

310/1367

(230/0)

270/1364

(200/o)

23/1364

(20/o)

421/1364

(310/o)

650/1364

(48%)

383/1365

(280/● )

14/1365

(1%)

474/1365

(35%)

494/1365

(360/o)

136/636

(210/6)

1/636

(0%)

306/636

(4896)

193/636

(300/0)

293/1337

(220/o)

10/1337

(1%)

636/1337

(480/0)

398/1337

(300/0)

213/1364

(16%)

6/1364

(0%)

574/1364

(42%)

571/1364

(420/o)

305/633

(480//o)

5/633

(1%)

174/633

(270/o)

149/633

(24ツ6)

573/1343

(430/o)

11/1343

(1%)

384/1343

(2996)

375/1343

(28勁6)

549/1366

(40%)

12/1366

(1%)

415/1366

(300/o)

390/1366

(290/● )

335/632

(530/● )

5/632

(1%)

156/632

(2596)

136/632

(220/0)

602/1341

(450/o)

7/1341

(1%)

283/1341

(210/o)

449/1341

(33ツ6)

733/1367

(54%)

9/1367

(10/o)

308/1367

(2396)

317/1367

(230/0)

831/1369

(61%)

17/1369

(1%)

242/1369

(180/o)

279/1369

(20%6)

431/1359

(320/o)

13/1359

(1 %)

457/1359

(34%)

458/1359

(340/0)

歯

ヽ
＜
す

。＜

上

有

。(学
数の

・糖尿
進

・メタ月
症候属

・メタボ
症候群

指

・糖尿
計)



(3)循 環器病

296/632

(47%)

3/632

(00/o)

200/632

(320/0)

133/632

(21%)

・健康診断を受ける人の増加

・高脂血症の減少

・生活習慣の改善等による循環器病
の減少(推計)

0が ん

がん検診の受診者の増加

766/1339

(570/o)

24/1339

(20/o)

326/1339

(240/● )

223/1339

(17%)

470/1364

(340/0)

22/1364

(2%)

466/1364

(340/0)

406/1364

(300/0)

446/1362

(330/c)

9/1362

(1%)

454/1362

(330/0)

453/1362

(330/0)

385/634

(610/● )

7/634

(10/o)

112/634

(18%)

130/634

(210/0)

884/1339

(660/o)

23/1339

(2%)

236/1339

(18%)

196/1339

(15%)



団体 (H.23.9.6版 )

1健康

2健康増進施策の取組状況について

選択数/総回答数  (11合 )

日本 21の につい

(1)担 当者を決めましたか。

1 は い 61/75 1(81%)

2い いえ 14/75 1(19%)

(2)年度ごとに計画を立てて、取組を行いましたか。
1は t 46/75 '(61%)

2い い え 29/75 1(390/0)

(3)取組の評価を行いましたか。
1は t 30/75 1(400/o)

2い いえ 45/75 1(600/o)

(4)他の ll■殷1や団体との連携を図りましたカ

1 1ま い 50/75 1(67%)

2い い え 25/75 1(33%)

(5)自分の団体のホームページなどで取細を公表しましたか。

1は じ 45/75 1(60%)

2い いえ 30/75 :(40%)

1)栄 養・食生活

適正体重を維持している人の増加

脂肪エネルギー比率の減少

'野 菜の摂取量の増加

朝食を欠食している人の減少

メタポリックシントローム (内 臓脂肪症候群 )を 認知し
ている国民の割合の増加

fa身体活動・運動

日常生活における歩数の増加(成 人、高齢者)

運動習慣者の増カロ

'体
養・こころの健康づくり

睡眠による体養を十分にとれない人の減少

自殺者の減少

実施 した 実 施していない

24/54

(44%)

30/54

(56%)

24/54

(44フ 6)

30/54

(56%)

29/55

(530/o)

29/55

(470/6)

29/55

(53%)

26/55

(470/0)

28/57

(490/6)

29/57

(510/6)

34/55

(620/o)

21/55

(38%)

31/56

(55%)

25/56

(450/6)

20/50

(40%)

30/50

(60,6)

13/50

(26%)

37/50

(74ツ 6)



た|まこ

・未成年者の喫煙をなくす

・公共の場及びlnt場における分煙の徹底及び効果の
高い分煙に関する知識の普及

・禁煙支援フログラムの普及

・業煙をやめたい人がやめる

アルコール

多量に飲酒する人の減少

未成年者の飲酒をなくす

6｀ 歯の{,1康

・(学齢期のう蝕予防)一 人平均う由数の減少

・(由 の喪失防止)80歳 で20歯以上、60歳で24由 以
上の自分の歯を有する人の1"加

松尿病

精尿病検受診後の事後指24の 推進

・メタポリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の 該当
者・予備群の減少

・メタポリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の 概念を
導入した

“

t診・保

"tittI14の

受診者数の向上

・糖尿病有病者の増加の抑ホ1(推計 )

循環器病

II康 診断を受ける人の1曽 加

高脂血症の減少

生活習慣の改善等による循I軍器病の減少(推計 )

が ん

がん検診の受診者の増加

22/52

(42%)

30/52

(58%)

26/54

(48ツ 6)

28/54

(52%)

23/54

(43,6)

31/54

(57%)

21/53

(400/6)

32/53

(60%)

25/56

(45,6)

31/56

(55%)

13/52

(259る )

39/52

(75%)

12/52

(23%)

40/52

(77%)

18/53

(34%)

35/53

(66%)

23/52

(44%)

29/52

(56%)

31/54

(57ツ 6)

23/54

(43%)

26/53

(490/6)

27/53

(51%)

21/50

(420/6)

29/50

(58%)

30/55

(55ワ 6)

25/55

(45%)

23/51

(45%)

28/51

(550/6)

24/55

(44ツ 6)

31/55

(56%)

27/53

(51%)

26/53

(49%)



次期健康づ くり運動に向けた課題について (案 )

【議論の前提となる視点】

1 健康日本 21の 日標・目的に基づく達成状況等の評価

(9分野 79項 目)

2 中間評価の際に1//1・ 康 日本21の運動期間を2年延長した背景 (関連計画との連動性)

○医療費適正化計画 (H20～H24年度):全国、者F道府県

*医療制度改革で若年期からの生活習慣病対策の充実強化がlll要 課題に。

○医療計画 (H20～H24年度):都道府県
*4疾病 (が ん、脳卒中、急性心筋梗塞、1唐尿病)5 Fli業 (救急医療、災害時医療、
へき地医療、周産期医療、小児医療)の具体的な医療連携体制などが記1成事項に。

3 健康増進法に基づく基本方針や都道府県計画等との調和・配慮が求められる他法令に基

づく方針、計画等の動向

○高齢者の医療の確保に関する法律 【H18改正】

*医療費i直正化に関する施策についての基本的な方針、特定健康診査及び特定保 1/Jl

指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針 【いずれもH20.4適用】

(医療費適正化計画 H20～H24年度〉

※医療費適正化計画の中Hl評価等を踏まえ、現在、特定健診・保健指導のあり方などについ

て検討中。

○医療法 【H18改正】

*医療提供体制の確保に関する基本方針 【H19_4適用】

(医療計画 H20～H24年度)

※4疾病5事業の星直しや居宅等における医療の確保など、平成25年度以降の次期医療計

画について検討中。

○がん対策基本法 【H18.6公布、H19.4施行】

(が ん対策推進基本計画 H19～H23年度)

※基本計画の中間報告等を踏まえ、現在、がん対策推進協議会において、基本計画に掲げ

られた7つの分野の変更など、平成24年度以降の次期塵本計画について検討中。

○介護保険法 【H17改正】

*介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指金十、

介護予防事業の円滑な実施を図るための指全十【いずれもH18.4適用】

(介護保険事業 (支援)計画 H21～H23年度 (第 4期 )〉

※平成23年 6月 の法改正により、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、
予防、住まい、生活支援サービスが切れ日なく提供される「地域包括ケアシステム」の

実現に向けた取組を推進する方向。

-1-



4 健康 日本 21の取組期間における時代の変化への対応

(1)科学技術の進歩

。 テーラメイ ド医療 など

(2)社会経済の変化

・ 東 日本大震災、被ばく

(3)その他

<参考 >「時代の変化への対応」～課題の具体例  ※前回の議論を踏まえ論点整理

(1)科学技術の進歩  (最新の科学的根拠に基づく新たな取組 )

・テーラーメイ ド医療 (遺伝子情報を元にしたオーダーメイ ドの健康作 り)

。長寿遺伝子の活性化
。がんワクチン

(2)社会経済の変化  (東日本大震災からの学び等 )

・家族・地域の絆の再構築、助け合いの社会
。人生の質 (幸せ 。生活満足度等)の 向上
。健康 リスク・環境 (放射線暴露)、 危機管理 (災害・感染症・食品安全)、 衛生教育
・高齢者の健康 (年代に応 じた栄養管理、ロコモ予防、認知機能低下予防)

・貧困等の様々な生活条件、健康格差の縮小
。こどもがこころと体を健全に育成できる社会環境の整備

(3)その他

【新規・重点的な疾患・リスク対策】
・心の健康づくり (睡 1民習慣の改善、 うつ病の予防)

・出生前 。出生後の生活習慣病予防 (低出生体重児の予防、母乳育児)

【その他疾患・リスク対策、健康意識など】
・生活習慣全体を支援する包括的な対策、重複するリスクヘの対策
・肺年齢の改善 (COPD、 たばこ)

・病気や障害があっても一病息災で相当に生きられるアプローチ
・個人の健康設計における「こうすべき型」から「こうありたい型」への転換

【推進方策・推進体制等】

・関係機関・団体等がベンチマーク出来る指標の導入
。達成状況に対するインセンティブを与える仕組みづくり
。市民主体の健康づくりの推進 (NPO、 NGO活動も含む)

・関係者・関係機関との連携tネ ットワークの相互活用の促進

-2-



医療費適正化計画の仕組み (平成20年 4月 施行 )

医療費適正化に関する施策についての基本的な方針

・都道府県医療費適正化計画の目標の参酌標準
・都道府県医療費適正化計画の作成、評価に関する基本的事項

ｌ
ω
ｌ

都道府県医療費適正化計画 (期 間5年 )

※市町村と協議
・都道府 県における目標

一住民の健康の保持の推進に関する目標
―医療の効率的な提供に関する目標

ロロ標達成のために都道府県が取り組むべき施策
・保険者、医療機関その他の関係者の連携口協力
・計画期間の医療費の見通し 等

J:L※
健康増進計画、医療計画、介護保険事業支援計画との調和規定

実績の評価 (計画終了年度の翌年度)

・全国医療費適正化計画、都道府県医療費適正化計画の目標の達成状況等を評価、結果を公表
・厚生労働大臣は、都道府県知事と協議の上、適切な医療を各都道府県間において公平に提供
する観点から見て合理的であると認められる範囲で、都道府県の診療報酬の特例を設定すること
ができる

全国医療費適正化計画 (期間5年 )

“国が達成すべき目標
一国民の健康の保持の推進に関する目標
―医療の効率的な提供の推進に関する目標

ロロ標達成のために国が取り組むべき施策
・保険者、医療機関その他の関係者の連携・協力
・計画期間の医療費の見通し 等

進捗状況の評価 (計画策定年度の翌々年度 )

・全国医療費適正化計画、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を評価、結果を公表 保険者又

は医療機

関に対す

る必要な

助言又は

援助



高齢者の医療の確保に関する法律第8条第1項の規定に基づき定める計画

<目 次>

第一 計画の位置付 |

第二 医療費を取り巻く現状と議

一 医療費の動向

平均在院 日数の状況

療養病床の状況

弟 二

生活習慣病の有病者及び予備群の状

目標と取組

基本理念

計画期間 :5年間
(平成 20年度～平成 24年度)

況

1 国民の生活の質の維持及び向上を図るものである

2超高齢社会の到来に対応するものであること

医療費適正化に向けた 目標

可 国民の健康の保持の推進に関する達成 目標

2医 療の効率的な提供の推進に関する達成 目標

3計 画期間における医療に要する費用の見通し

三 目標を達成するために国が取り組むベメ施策
1 国民の健康の保持の推進に関する施策

2医 療の効率的な提供の推進に関する施策

第四 計画の推進

一 関係者の連携及び協力による計画の推進

二 計画の達成状況の評価

1 進捗状況評価

2 実績言平価

(平 成20年 厚生労働 告示第442号 )

年間33兆 円で1/3が老人医療費。年間で約リヒ円の伸び

平均在院日数と1人 当たり老人医療費(入 院)と の相関性は高い

医療費の 1/3、 死因の6害」が生活習慣病。メタボリックシンドローム
該当者・予備群は40歳以上の男性の2人 に1人 、女性で5人 に1人

特定健康診査の実施率 70%以上

特定保健指導の実施率 45%以上

メタボリックシンドロームの該
当者及び予備群の減少率

平成20年度と比べ
10%以 上の減少

平均在院 日数 32.2日 ⇒ 298日

療養病床の病床数 21万 床+α (※ )

(※ )確定している44都道府県の目標数を集計したものに今後確定する3県の目標数を加えたもの

(1)療養病床の再編成
① 療養病床から介護保険施設等への転換に伴う整備費用の

助成等
② 療養病床から老人保健施設等への転換を促進するための

基準の特別措置等の実施
③ 第4期の介護保険事業計画における配慮
④ 老人保健施設における適切な医療サービスの提供

(2)医療機関の機能分化・連携
(3)在宅医療・地域ケアの推進

／
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二

〓
一
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１
●
Ｉ

１
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医療費適正化計画の中間評価 (概要 )

―
一
―

績費適正化計画の基本的考え方

◎ 平成20年度を初年度とする医療費適正化計画(5年計画 :平成24年度まで)において、政策目標を掲げ、医療費の伸びを適正化
・ 国民の健康の保持の推進 → 政策目標 :特定健診の実施率を70%、 特定保健指導の実施率を45%(平成24年度 )

メタボ該当者及び予備群を平成20年度から10%以上減少 (平成24年度 )

医療の効率的な提供の推進 → 政策目標 :全国平均 (32.2日 )と最短の長野県(25日 )の差を9分の3(29.8日 )に縮小 (平成24年度 )

○ 全国医療畳適正化計画・医療費適正化基本方針の作成

○ 都道府県における事業実施への支援

〇 都道府県医療費適正化計画の作成
○ 事業実施 (生活習慣病対策、平均在院日数の縮減)

○保険者に、40歳以上の加入者に対して、糖尿病等に着日した健康診査及び保健指導の実施を義務付け

中間年度における進捗状況

◎ 医療費適正化計画は5年を一期とする計画であり、中間年度の22年度において、計画の進捗状況に関しての中間評価を実施。

20年度 21年度

特定健診の実施率 3899/0 4059る

特定保健指導終了率 77% 130%
※ 21年 度は逮報値である。

【実施 率 向上 に有効 と考 えられる取組 】

がん検診等との同時実施
未受診者への受診勧奨
電話や個別訪間による通知の実施
地域人材の活用 など。

18年度 20年度

全国平均 322日 313日

最短県 250日 239日

※ 18年度の豊短県は長野県、20年度 !ま 東京都である。

【医療の効率的な提供体制の推進の取組】
地域連携パスの普及
在宅医療の推進
かかりつけ医・薬局等の普及啓発  など。

※療養病床数の目標は凍結、機械的肖1減は行わない

第2期 (平成25年度～)の医療費適正化計画に反映



医療計画制度について

趣 旨

・○ 各都道府県が、厚生労働大臣が定める基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県にお

ける医療提供体制の確保を図るために策定。

○ 医療提供の量 (病床数 )を管理するとともに、質 (医療連携・医療安全)を評価。

〇 医療機能の分化・連携 (「 医療連携」)を推進することにより、急性期から回復期、在宅療養に至るまで、

地域全体で切れ目なく必要な医療が提供される「地域完結型医療」を推進。

〇 地域の実情に応じた数値目標を設定し、PDCAの政策循環を実施。

十 1記載事項 |________
○ 四疾病五事業 (※ )に係る目標、医療連携体制及び住民への情報提供推進策

○ 居宅等における医療の確保  ○ 医師、看護師等の医療従事者の確保  ○ 医療の安全の確保

○ 二次医療圏、三次医療圏の設定  ○ 基準病床数の算定  等

※ 四疾病五事業…四つの疾病(がん、1出卒中、急性心筋梗塞、糖尿病)と五つの事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、
周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む))をいう。

【基準病床数制度 】

◇ 二次医療圏等ごとの病床数の整備目標であるとともに、そ
れを超えて病床数が増加することを抑制するための基準と
なる病床数 (基準病床数)を算定。

◇ 基準病床数制度により、病床の整備を病床過乗」地域から
非過剰地域へ誘導し、病院・病床の地域偏在を是正。

【医療連携体制の構築・明示 】

◇ 四疾病五事業ごとに、必要な医療機能(目 標、医療機関
に求められる事項等)と各医療機能を担う医療機関の名称
を医療計画に記載し、地域の医療連携体制を構築。

◇ 地域の医療連携体制を分かりやすく示すことにより、住
民や患者が地域の医療機能を理解。



―
ロ
ー

4疾病5事業について

04疾 病5事業については、医療計画に明示し、医療連携体制を構築。

5等二:砦 [=救急医療等確保事業 ]

(医療法第30条の4第2項第4号に基づき
省令で規定 )

→ 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図る

ために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要
と認められる疾病として厚生労働省令で定める

ものの治療又は予防に係る事業に関する事項

く医療法施行規則第30条の28〉

(同項第5号で規定 )

へき地の医療

周産期医療

ヨ災害時における医療

小児医療 (ノ」ヽ児救急医療を含む )

・ 上記のほか、都道府県知事が疾病の発生状況等
に照らして特に必要と認める医療

→ 医療の確保に必要な事業

・ 救急医療

がん

脳卒中

急性心筋梗塞

糖尿病

〇患者数が多く、かつ、死亡率が高い等緊急性が高いもの

○症状の経過に基づくきめ細かな対応が求められることから、医療機関の機能に応じた対応が必要なもの

○特に、病院と病院、病院と診療所、さらには在宅へという連携に重点を置くもの
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医療計画見直しのスケジュール
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平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

厚
生
労
働
省

|

― … … 一 ―
ヽ

-1

(10月 ～)

社会保障害議会

医療部会における議論

|

改正指針字を 1

都道府県
へ提示

ヽ 、 __ .    _′

I

(12月 ～)

医療計画の見直し等に関する検討会

医療計回作成指針の改正案守について餞餞

椰
道
府
県 1医療計画の策定  ′)

医療計画の実施
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医療計画に関する論点

○ 地域ごとの医療資源の平準化を図る手法として、基準病床数制度があるが、

その効果をどのように考えるか。

O二 次医療圏については、各都道府県において、地理的条件等の自然的条件、

日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して設定されて

いるところであるが、現在の医療を取り巻く状況等を踏まえ、その設定のあり方

についてどのように考えるか。

○ 医療連携体制を計画的に構築すべき疾病及び事業として、4つの疾病及び

5つの事業を定めているが、この疾病及び事業の範囲について見直す必要は

ないか。このほか、医療計画に記載すべき事項及び内容について見直す必要

は な い か 。

※なお、本年7月 の社会保障審議会医療部会において、4疾病に精神疾患を追加して

新たに5疾病とすることが了承されている。
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18:撃桑観聰 亡率の20%減勁
|



がん対策推進基本計画の変更に係るスケジュール
Amendment Schedule of Basic Plan to Promote Cancer COntrol Programs
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平成17年介護保険制度改革の基本的な視点と主な内容

○明るく活力ある超高齢社会の構築  ○制度の持続可能性  ○社会保障の総含イじ

予防重視型
システムヘ

の転換

○新予防給付の
創設

O地域支援事業の

創設

施設給付
の見直し

※

○居住費用・食費
の見直し

〇低所得者に

対する配慮

新たな
サービス

体系の確立

○地域密着型
サービスの創設

○地域包括支援
センターの創設

○居住系サービス
の充実

サービスの

質の確保・

向上

○介護サービス
情報の/A・表

〇ケアマネジメン

トの見直し

負担の在り方
・制度運営の

見直し

O第 1号保険料
の見直し

○保険者機能の
強化

。在宅と施設の

利用者負担の
公平性

・軽度者の大幅な
増加

・軽度者に対する
サービスが状態
の改善につなが
つていない

・独居高齢者や
認知症高齢者の

増加
・在宅支援の強化
。医療と介護との

連携

・利用者による

サービスの

選択を通 した

質の向上

・低所得者への
配慮

・市町村の事務
負担の軽減

※平成 」7年 10月施行。他の改正については平成 18年 4月 施行。



介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要

高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括
ケアシステム」の実現に向けた取組を進める。

1医療と介護の連携の強化等
① 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)を推進。
② 日常生活圏域ごとに地域二一ズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。
③ 単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスを倉1設。
④ 保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。
⑤ 介護療養病床の廃止期限(平成24年 3月 末)を猶予。(新たな指定は行わない。)

2介護人材の確保とサービスの質の向上

① 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。
② 介護福祉士の資格取得方法の見直し(平成24年 4月 実施予定)を延期。

お)介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加。

℃)公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施。

3高齢者の住まいの整備等
○ 有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。
※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進 (高齢者住まい法の改正)

4認 知 症 対 策 の推進

① 市民後見人の育成及び活用など、市町村における高齢者の権利擁護を推進。
② 市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。

5保険者による主体的な取組の推進
① 介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。           ′

② 地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする。

6保険料の上昇の緩和
○ 各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。

【施行日】                                、
l⑤、2②については公布日施行。その他は平成24年 4月 1日 施行n
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地域包括ケアシステムについて

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への

包括的な支援 (地域包括ケア)を推進

:【地域包括ケアの5つの視点による取組み】                               :
: 地域包括ケアを実現するためには、次の5つの視点での取組みが包括的(利用者のニーズに応じた①～⑤の適切な :
:組み合わせによるサービス提供 )、 継続的 (入院、退院、在宅復帰を通じて切れ 目ないサービス提供 )に行われることが :

:必須。                                             :

:①医療との連携強化
: ・24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化
: ・介護職員によるたんの吸引などの医療行為の実施

:②介護サービスの充実強化
: ・特養などの介護拠点の緊急整備(平成21年度補正予算 :3年間で16万人分確保)

: ・24時間対応の定期巡回.随時対応サービスの創設など在宅サービスの強化

:③予防の推進
: ・できる限り要介護状態とならないための予防の取組や自立支援型の介護の推進

い物 など サービス など
,一 人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援(見守り、

二との⑤

．一定の基準を満たした有料老人ホームと高専賃を、サービス付高齢者住宅として高齢者住まい法に位置づけ
になって

※ 「地域包括ケアシステム」は、ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防のみなら
ず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場 (日 常生活固域)で適切に提供できるような地域での体制と定義する。その際、1也域包括ケ
ア圏域については、「おおむね30分 以内に駆けつけられる圏l_nt」 を理想的な圏域として定義し、具体的には、中学校区を基本とする。

(「 地域包括ケア研究会報告書」より)

配食などの生活支援や :
財産管理などの権利擁護サービス)サービスを推進
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医療や住まいとの連携も視野に入れた

介護保険事業 (支援)計画の策定

○ 地域包括ケアの実現を目指すため、第5期計画 (平成24～ 26年度)では次の取組を推進。
日 日常生活圏域二―ズ調査を実施し、地域の課題ロニーズを的確に把握
口計画の内容として、認知症支援策、在宅医療、住まいの整備、生活支援を位置付け

日常生活圏域ニーズ調査
(郵送十未回収者への訪間による調査 )

調査項 目 (例 )

○身体機能・日常生活機能

(ADL・ IAD L)

○住まいの状況

○認知症状

○疾病状況         |

どの圏域に

どのようなニーズをもつた高齢者が

どの程度生活しているのか

これまでの主な記載事項
○ 日常生活圏域の設定

○ 介護サービスの種類ごとの見込み

○ 施設の必要利用定員

○ 地域支援事業 (市町村)

○ 介護人材の確保策 (者5道府県)など

地域の課題や

必要となるサービス

を把握口分析

介護保険事業 (支援)計画

地域 の実情を踏まえて記載する新たな内容

○ 認知症支援策の充実

○ 在宅医療の推進

○ 高齢者に相応しい住まいの計画的な整備

○ 見守りや配食などの多様な生活支援サービス



参考資料 1
(都道府県用 )

健康増進施策の取組状況等について

健l■増進計画のご担当者のお名前、所属、連絡先をご記入ください。

回笞欄に必要事項を記入してください。

1健康増造施策の推進体制について

(1)①庁内に部局11断的な組織体制がありますか。いずれかを選択してください。

1あ る   2な い    略 欄 卜当する■号を選択してくだれヽ
C,あ五と回答した場合、そのトップは誰ですか。知事、△△部長等具体的に記述してください。

(

(2)関 係団体、民間企業、住民組織が+加した協議会・連絡会等の体制がありますか。
いずれかを選択してください。

1あ る      2な い

2「健康日本21」地方計画 (又 は健康増進計画、以下同じ。)の評価について

(1)地方計画の.Tl面 を行う体印lは ありますか。いずれかを選択してください。

1あ る   2な い    略 欄 卜女当する■月を選択してくだれヽ

(2)これまでに中間評価等の●Tlllを行ったことがありますか。いずれかを選択してください。

1あ る   2な い   1 略欄 卜する番号を選択してくだよ、]

(3)地方計画を見直し、二次計画の策定を行いましたか。いずれかを選択してください。

回笞lm   は当する世号を選択してくださtヽ

回答 1口    1該当する樹号を選択してください1 策定した    2策 定中   3な い

都道府県名

所属・職名

担 当者名

TEL

E― mail

3健康増進施策の取組状況について

「健康日本21」 が策定されて以降、9分野及びその代表目I「項目について、取組を充実させましたか。以下の点に注意してご回答ください。

・示された代表日11項 目について、日1,llLを たてている項目に対し、対象者区分(性

"|、

年齢、等)をご記入の上、日171直 、ベースラインlll、 直近11(直近lllに

関しては調査年もご記入)をご記入ください。ベースライン値及び直近値に関しては、それぞれの出典調査も併せてご記入ください。

・対象者区分が複数ある場合は、適宜、行を追加し、それぞれに対象者区分をご記入の上、日1,11、 ベースライン値、直近11(調 査年も含む)、 出典調査をご
:こ 入ください。

・「充実した」、「縮小したJ、「変わらない」、「未実施Jに関しては、健康日本21が策定された平成12年から現在までを対象として、以下の基準により、該当す
る番号を回答欄に:こ載してください (プ ルダウンリストで選択てきます)。

1 充実した :予 算の増額、条例等関係法令の整備、取綱内容の見直しや関係機関との連携強化などにより、‖ヌ組の贄を向上させた場合、等

2縮小した :予 算額の大幅な11減、i■入する労力の減少のあった13合 、等。

3変わらない :「 充実した」、「縮小したJにあてはまらない場合。

4未実施  :そ の分野の目襦項目を設定していない場合。

示された代表目標項目を設定していない場合は、「対象者区分Jの 項目に、「未設定」とご記入ください。

① 栄養・食生活

1 充実した   2結 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄
|よ

当する■号を選択してください

対魚者 区分

目1鷲 値 ベースライン|| 直近値(HOO年 )

( 出典調査  )
― ‐

( 出典調査 )

適正体重を維持している人の増加
) (        )(H   年

ヽ ヽ ( )

・脂肪エネルギー比率の減 少

) ( ( 年

―___ミ
( )

・野菜の摂取量 の増加

) (        )(H   年

( ( )

・朝食を欠食する人の減 少

) ( (        )(H   年

― ―____
( ( )

・メタポリックシンドローム (内臓脂肪症候群)を 認
知している国民の割合の増加

( ) ( (        )(H   年

( ( )



② 身体活動・運動

1 充実した    2 hl小 した    3変 わらない    4未 実 it 回答欄
IJ当

する番号を選択してください

対摯者 区分

目標値 ベースライン1直 直近値(HOO年 )

( 出典調査  ) ( 出典 調査  )

・日常生活における歩数の増加 (成人、高齢者)

) ) (        )(H   年 )

) ( )

・運動習慣者の増加
) ) (        )(H   年 )

~――く
=ミ

) ( )

③ 休養 こヽころの健康づくリ

1 充実した   2縮 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄
1頷

当するヽ 号を選択してください

対 象者 区分

目標値 ベースライン1直

( 出典』盃  )

直近値(HOO年 )

( 出典調査

旺 llRによる体養を十分 にとれていない人の減少

) ) (        )(H   年 )

‐
― ―_____

) ( )

・自殺 者の減少

) ) (         )(H   年 )

) ( )

④ たばこ

1 充実した   2縮 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄
1該

当する薔号を進lRしてください

対彙者 区分

目1重 11

こ`ニミ
ベースライン値

( 出典調査 )

直近 1直 (H00年 )

( 出典調査  )

未成年者の喫煙をなくす
) ) ( 年 )

) ( )

・公共の場及び職場における分煙の徹底及び効
果の高い分煙に関する知識の普及

) ) ( 年 )

ヽ ) ( )

・禁煙支,1プログラムの普及
) ) ( 年 )

ヽ こ ) ( )

・喫煙をやめたい人がやめる
) ) (        )(H   年 )

― ― _____
) ( )

⑤ アルコール

1 充実 した    2縮 小 た   3変 わらえ 4未 実施 回答欄
1腋

当する■号を選択してください

目1「 1直 ベースライン1直 直近値 (HOO年 )

苅 凛 書 区 分

( 出典調査 ) ( 出典調査  )

多量 に飲酒する人の減少

) (      )

(      )

(        )(H   年

( )

・未成年者の飲酒をなくす
) ( ) (         )(H   年

( ( )

⑥ 歯の健康

1充実した   2縮 小した   3変 わらない   4未 実施
P答枷

1竺言する番「 :llRし
てくださし

対彙者 区分

ベースラインll

( 出奥調査

直近値(HOO年 )

( 出典調査  )

・(学齢期のう蝕予防)一 人平均う歯数の減少
( ) ( (        )(H   年

( ( )

・(歯 の喪失防止)80歳 で20歯 以上、60晟で2 ( ( (        )(H   年

日 以 上 の 目分 の 画 を有 す 0人の 増 刀ロ

ヽ ( ( )



⑦ 糖尿病

1充実した   2哺 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄
|よ

当するt号を逆択してくださし

対象者 区分

目1鷲 1直 ベースライン憧 直近餃(HOO年 )

( 出典調査 ( 出典調査  )

聴尿病検診受診後の事後指導の推進
( ) ( ( 年

( ( )

・メタポリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)の 該
当者・予備群の減少

( ) ( (        )(H   年

( ( )

・メタポリックシンドローム(内腱脂Л方症候群)の概
念を導入したIE診・保健指導の受診者数の向上

( ) ( ( 年

( ( )

・糖尿病有病者の増加のllp制 (1■ 計 )

( ) ( ( 年

( ( )

③ 循環器

1 充実した   2轄 4｀ した    3変 わら4 :い    4未 実施 回答櫛
1忠

当する■号を選lRし てくださし

対象者区分

目標 |ロ‐・ tt=三
二

ベースラインl■

( 出典調査

直近 1直 (HOO年 )

( 出典調査  )

{I二康診断を受 ける人の 1営 加

( )

‐t=___:=~~~~
( ( 年

( )

・ヽ lL血症の減少
( ) ) (       )(H  年

( )

生j舌習1■ の改善等による循I軍器 jillの減少(lt

十)

( ) (        )(H   年

) ( )

⑨ 力くん

1充実した   2轄 小した   3変 わらない   4未 実施 回答欄
卜
女当する掛号を■17択 してください

対象者区分

目1,11 ベースライン値

( 出典調査

直近値 (HOO年 )

( 出奥調査  )

がん検診の受診者の増加
( ) ( ( 年

( )

4そ の他 (自 由記 載 )

道府県における健康増進施策の取細状況について、以下の例を参考に、自由に記載してください。
例 :工 夫した独自の日標項目、日1「値を設定した例

目17設定l● 、日1,を達成するための取組が困難であった例 等



(市区町村用 )

健康増進施策の取組状況等について

健康増進計画のご担当者のお名前、所属、連絡先をご記入ください。

市区町村名

所属・職名

担当者名

FAX

E―ma‖

回答欄に必要事項を記入してください。

1健康増進施策の推進体制について
(1)①庁内に部局横断的な組織体制がありますか。いずれかを選択してください。

1あ る    2な い

(2お昼と回答した場合、そのトップは誰ですか。市長、△△部長等具体的に記述してください。

(                          )

(2)関係団体、民間企業、住民組織が参加した協議会・連絡会等の体制がありますか。
いずれかを選択してください。

1あ る    2な い

2「健康日本21」地方計画(又 は健康増進計画。以下同じ。)の評価について
(1)地 方計画の評価を行う体制はありますか。いずれかを選択してください

1あ る   2な い
(2)これまでに中間評価等の評価を行つたことがありますか。いずれかを選択してください。

¬ あ る   2な い

(3)地 方計画を見直し、二次計画の策定を行いましたか。いずれかを選択してください。
1策定した    2策 定中    3な い

回答‖| |ま 当する桜月を選択してください

回答桜| |ュ。当するヽ ■を迪択してください

回答桜| 卜当する」号を選択してください

1 回 答 欄  卜 当する場らを選択してくだ」 ]

回 答 襴  111当 する繊号を置択しをそlさ 」[

3健 康増進施策の取組状況について

促原日本21」 が策足されて以ll● 、9分野及ひその代表目標項目について、取組を充実させましたか。以下の点に注意してご回答ください。

「充実した」、「縮小した」、「変わらない」、「未実施」に関しては、「健康日本21」 が策定された平成12年から現在までを対象として、以下の基準
こより、該当する選択月支に1つ 、Oをつけてください(プルダウンリストより選択できます)。

rl 充実した  :予算の増額、条例等関係法令の整備、取組内容の見直しや関係機関との連携強化などにより、取組の質を向上させた  
｀
|

1       場合、等。                                              |
12縮 小した  :予算額の大幅な肖り減、投入する労力の減少のあった場合、等。                         1

1 3変わらない :「 充実した」、「縮小した」にあてはまらない場合。                                 |
t4未 実施  :目 標項目を設定していない場合。                                      メ

充実した 縮小した 変わらない 未実施

① 栄養・食生活

・適正体重を維持している人の増加

・脂肪エネルギー比率の減少

・野菜の摂取量の増加

・朝食を欠食する人の減少

・メタポリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を認
知している国民の割合の増加

Э 身体活動・運動
。日常生活における歩数の増加 (成人、高齢者)

・運動習慣者の増加

Э 休養・こころの健康づくり

・睡眠による休養を十分にとれていない人の減少

・自殺者の減少



④ たばこ

・未成年者の喫煙をなくす

・公共の場及び職場における分煙の1散 底及び効
果の高い分煙に関する知識の普及

・禁煙支援プログラムの普及

・喫煙をやめたい人がやめる

Э アルコール

・多量に飲酒する人の減少

・未成年者の飲酒をなくす

Э 歯の健康

(学齢期のう蝕予防)一 人平均う歯数の減少

・(歯の喪失防止)80歳で20歯以上、60歳で24
歯以上の自分の歯を有する人の増加

⑦ 糖尿病

・糖尿病検診受診後の事後指導の推進

・メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群 )の該
当者・予備群の減少

・メタポリックシンドローム (内臓Л旨肪症候群)の概
念を導入した健診・保健指導の受診者数の向上

・糖尿病有病者の増加の抑制 (推計 )

Э 循環器病

・健康診断を受ける人の増加

・高脂血症の減少

・生活習慣の改善等による循環器病の減少 (推言1

⑨ がん

・がん検診の受診者の増加

4そ の他 (自 由記載 )

・市区町村における健康増進施策の取組状況について、以下の例を参考に、自由に言己載してください。
例 :工夫した独自の目標項目、日標値を設定した例

目標設定値、日標を達成するための取組が困難であつた例
地方計画を策定していないが、それに変わる取組を行つた例  等



参考資料2
(団 体用 )

「健康日本21」の推進に関する取組状況等について

ご担当者のお名前、連絡先をご記入ください。

回答欄に必要事項を記入してください。

1健康日本21の推進の取組体制について

各項目について、いずれかを選択してください。

(1)担 当者を決めましたか。                             1 はい        2 いいえ

(2)年度ごとに計画を立てて、取組を行いましたか。                   1 はい        2 いいえ

(3)取組の評1面 を行いましたか。                            1 はい        2 いいえ

(4)他の機lllや 団体との連携を図りましたか。                     1 はい        2 いいえ

(5)自 分の団体のホームページなどで取組みを公表しましたか。              1 はい        2 いいえ

体 名

担当者名

EL

AX

2健康増進施策の取組状況について

l促原 日本 21」 が策足されて以降 、9分野及ひその代表日標瑣 日について、それぞれの IIR組を冥厖しましたか。該当する選択月更に0をつけてく
ださい。(プルダウンリストより選択できます。)

実施した 実施していない

① 栄養・食生活

適正体重を維持している人の増加

脂肪エネルギー比率の減少

野菜の摂取率の増加

・朝食を欠食する人の減少

・メタポリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)を認
知している国民の割合の増加

Э 身体活動・運動

日常生活における歩数の増加 (成人、高齢者)

・運動習慣者の増加

Э 休養・こころの健康づくり

睡眠による休養を十分にとれていない人の減少

自殺者の減少

④ たばこ

未成年者の喫煙をなくす

・公共の場及び職場における分煙の徹底及び効
果の高い分煙に関する知識の普及

・禁煙支援プログラムの普及

・喫煙をやめたい人がやめる

⑤ アルコール

多量に飲酒する人の減少

・未成年者の飲酒をなくす

Э 歯の健康

。(学齢期のう蝕予防)一 人平均う歯数の減少

・(歯の喪失防止)80歳で20歯 以上、60歳で24
歯以上の自分の歯を有する人の増加



D糖 尿病

糖尿病検診受診後の事後指導の推進

・メタボリックシンドローム(内 臓脂肪症候群)の 該
当者・予備群の減少

・メタポリックシンドローム (内 臓脂肪症候群)の 概
念を導入した健診・保健指導の受診者数の向上

・糖尿病有病者の増加の抑制 (推計 )

③ 循環器病

健康診断を受ける人の増加

・高脂血症の減少

・生活習慣の改善等による循環器病の減少 (推ll

⑨ 力《ん

がん検診の受診者の増加

3そ の他 (自 由記載 )

・団体における、「健康日本21」の推進に関する取組状況について、以下の例を参考に、自由に記載してください
01:「健康日本 21」 に参加して、団体として、活性化につながつた例

「健康日本 21」 に参加して、団体として、メリットがあつた例   等



参考資料 3

健康日本 21の進捗状況について (暫定版 )

年  月 項事

平成

10年 11月

α
υ

０
乙

3

12.

9

lC

13.  11

13.

4

7

11

12

1

・健康日本 21企画検討会の設置承認 (公衆衛生審議会総合部会・健康

増進栄養部会・成人病難病対策部会 3部会合同部会 )

。第六次改定日本人の栄養所要量

・21世紀における国民健康づくり運動 (健康日本 21)に ついて報告

書 (健康日本 21企画検討会、健康日本 21計画策定検討会 )

'「健康日本 21の推進について」 (厚生事務次官通知、保健医療局長

通知、 3局 長通知)を発出 (3月 31日 )

・食生活指針策定

・厚生省内に健康日本 21推進本部を設置

。「健康日本 21」 全国都道府県主管課長等会議

・健やか親子 21検討会報告書 (母子保健課 )

・第 1回健康日本 21推進国民会議開催 (12月 26日 )

・省庁再編

・健康日本 21推進全国連絡協議会発起人会

・第 1回健康日本 21推進全国連絡協議会総会

。第 2回健康日本 21推進国民会議 (3月 21日 )

・第 1回健康日本 21全国大会 (3月 21日 )

・第 1回健やか親子 21全国大会 (母子保健課)(6月 27日 )

・「健康日本 21」 全国都道府県主管課長等会議

・健康日本 21地方計画策定の支援に資するセミナー (市 町村セミナ

ー)(8月 9日 )

・第 2回健康日本 21推進全国連絡協議会総会 (9月 7日 )

・第 3回健康日本 21推進国民会議 (10月 26日 )

・政府・与党社会 保障改革協議会「医療制度改革大綱」を公表



12・ 健康増進法案の国会提出について (厚生科学審議会 地域保健・健康

増進栄養部会 )

14.釧 ・第2回健康日本21全国大会 (3月 15日 、島根県)

・第 3回健康日本 21推進全国連絡協議会総会 (6月 19日 )

・第 1回 健康日本 21評価手法検討会 (7月 17日 )

・健康増進法成立 (7月 26日 )

・健康増進法公布 (8月 2日 )

・「健康 日本 21」 全国都道府県主管課長等会議 (8月 7日 )

・第 2回健康日本 21評価手法検討会 (8月 23日 )

・健康づ くり国際会議 (9月 2¬ 日、京都 )

lq・ 第3回健康日本21評価手法検討会 (10月 31日 )

111・ 平成 ¬4年糖尿病実態調査実施

・第 2回健やか親子 21全国大会 (母子保健課)(11月 14日 、 15

日)

・健康 日本 21地方計画策定の支援に資するセ ミナー (市 町村セミナ

ー)(11月 21日 )

・健康増進法及び今後のたばこ対策について (厚生科学審議会 地域保

健健康増進栄養部会 )

14・ 第4回健康日本21推進国民会議 (12月 4日 )

。「今後のたばこ対策の基本的な考え方について (意見具申)」 とりま

とめ (厚 生科学審議会 )

15.11・ 第 4回 健康日本 21評価手法検討会 (1月 15日 )

・第 3回健康日本 21全国大会開催 (2月 7日 、滋賀県)

・健康増進法に基づく基本方針について (厚生科学審議会 地域保健健

康増進栄養部会 )

・第 5回健康日本 21評価手法検討会 (3月 24日 )

・ 「健康 日本 21評価手法検討会中間報告」とりまとめ

・「健康 日本 21評価手法検討会調査分科会報告書」とりまとめ

・健康増進法に基づく基本方針について (厚生科学審議会 地域保健健

康増進栄養部会 )

・ 「健康づ くりのための睡眠指針検討会報告書」とりまとめ



・健康増進法に基づ く基本方針告示、施行関係通知発出 (4月 30日 )

・健康増進法施行 (5月 1日 )

・第 4回健康 日本 21推進全国連絡協議会総会 (6月 25日 )

・第 6回健康 日本 21評価手法検討会 (6月 27日 )

。今後のがん戦略について (厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部

会 )

・第 3次対がん 10か年総合戦略を策定 (文部科学大臣、厚生労働大臣

7月 25日 )

創・第 5回健康日本 21推進国民会議 (8月 4日 )

「健康日本 21」 全国都道府県主管部局長等会議開催 (9月 2日 )

111・ 第 4回健康 日本 21全国大会開催 (11月 7日 ,8日 、岩手県 )

・第 3回健やか親子 21全国大会 (母子保健課)(11月 6,7日 )

16.31・ 第 7回健康 日本 21評価手法検討会 (3月 19日 )

・「健康日本 21評価手法検討会報告書」 とりまとめ

・「健康づ くりのための食環境整備に関する検討会報告書」とりまとめ

・WHOた ばこ対策枠組条約への締結を国会で承認

・健康フロンティア戦略 を策定 (与 党幹事長・政調会長会議 )

・WHOた ばこ規制枠組条約批准 (6月 8日 )

・健康増進事業者に対する健康診査の実施等に関する指針告示 (6月

1 14日 )

・第 1回 たばこ対策関係省庁連絡会議幹事会 (た ばこ対策関係省庁連絡

会議の設置)(6月 15日 )

・平成 14年糖尿病実態調査報告書 とりまとめ

・第 1回WHOた ばこ規制枠組政府間作業部会開催 (6月 21日 ～ 25

日、ジュネーブ)

・第 6回健康日本 21推進国民会議 (7月 30日 )

・第 5回健康日本 21全国大会開催 (9月 17日 、山梨県)

1ll・ 第 4回健やか親子 21全国大会 (母子保健課)(11月 16,18

日)

・日本人の食事摂取基準 (2005年 度版)(厚生科学審議会 地域保

健健康増進栄養部会 )



17 11・ 第 1回 たばこ対策関係省庁連絡会議 (1月 18日 )

・第 2回WHOた ばこ規制枠組政府間作業部会開催 (1月 31日 ～ 2月

4日 、ジュネー ブ)

。WHOた ばこ規制枠組条約発効 (2月 27日 )

・地域職域連携推進事業の開始 (協議会の設置 )

。がん対策推進本部の設置

・食育基本法成立

・「食事バランスガイ ド」策定公表

・食育基本法施行

・第 6回健康 日本 21全国大会開催 (9月 9日 、鹿児島県 )

lq・ 第5回健やか親子21全国大会 (母子保健課)(10月 27日 )

111・ 第 7回健康 日本 21推進国民会議 (11月 10日 )

18 刻・WHOたばこ規制枠組条約第 1回締約国会議 (2月 6日 ～1フ 日)

・食育推進基本計画食育推進会議決定

。がん対策基本法成立

・医療制度改革関連法成立

・第 1回食育推進全国大会 (内 閣府)(6月 24日 、大阪府 )

。自殺対策基本法成立

・「健康づ くりのための運動基準2006報 告書」とりまとめ

・ 「健康づ <り のための運動指針2006報 告書」とりまとめ

。第 2回 たばこ対策関係省庁連絡会議 (8月 10日 )

lq・ 自殺対策基本法施行

111・ 第 7回健康日本 21全国大会開催 (11月 2日 、岡山県 )

。第 6回健やか親子 21全国大会 (母子保健課)(11月 21・ 22日 )

19.劉・WHOたばこ規制枠組条約報告書提出 (2月 27日 )

・者「道府県健康増進計画改定ガイ ドライン、健康日本 21中 間評価報告

書、標準的な健診・保健指導プログラム等について (厚生科学審議会地

域保健健康増進栄養部会 )

・がん対策基本法施行

日がん対策推進協議会の設置

・「ニコチン依存症指導管理料」新設  (禁煙治療の保険適用 )



・第 8回健康 日本 21推進国民会議 (4月 23日 )

・がん対策推進基本計画閣議決定

|・ 自殺対策総合大綱閣議決定

。第 2回 食育推進全国大会 (内 閣府)(6月 9。 10日 、福井県 )

671・ WHoた ばこ規制枠組条約第 2回締約国会議 (6月 30～ 7月 6日 )

・第 8回健康日本 21全国大会開催 (9月 7日 、福井県 )

111。 第 7回健やか親子 21全国大会 (母子保健課)(11月 15・ 16日 )

121・ 糖尿病等の生活習慣病対策の推進について (中 間取りまとめ )

・女性の健康づくり推進懇談会設置

20.創・女性の健康週間創設 (毎年 3月 1日 から8日 )

・健やか生活週間国民運動プレイベン ト開催 (3月 15・ 16日 、東京

都 )

・医療制度改革関連法施行、特定健診・特定保健指導開始

。第 3回 食育推進全国大会 (内 閣府)(6月 7・ 8日 、群馬県 )

・第 3回 たばこ対策関係省庁連絡
‐
会議 (6月 26日 )

・がん対策推進本部において国の主な取 り組み を提示 (7月 24日 )

・自殺対策加速化プラン (自 殺総合対策会議決定 )

lq・ 第9回健康日本21全国大会開催 (10月 4日 、熊本県)

111・ 元気 2008:健 康日本 21～健やか生活習慣国民運動～開催 (11月

7・ 8・ 9日 、東京都 )

・WHOた ば こ規制枠組条約第 3回締約国会議 (11月 17日 ～ 22日 )

・第 8回健やか親子 21全国大会 (母子保健課)(11月 27・ 28日 )

21.釧・女性の健康週間とイベン ト

。第 9回健康 日本 21推進国民会議 (3月 2日 )

。「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」とりまとめ

。「日本人の食事摂取基準 (2010年 版)策定検討会報告書」とりまと

め

・第 4回食育推進全国大会 (内 閣府)(6月 13・ 14日 、島根県)

・がん検診50%推進本部設置

111・ 「慢性疾患対策の更なる推進に関する検討会検討概要」公表

・第10回 健康 日本 21全国大会開催 (11月 11日 、富山県 )



22.41いのちを守る自殺対策緊急プラン (自 殺総合対策会議決定)

。「受動喫煙防止対策について」 (H22.2.25局 長通知で趣旨を周知 )

・女性の健康週間とイベン ト

・「コミュニケーションの手引き」 (生活習慣の改善をうながすために)

公表

51・ 「アルコールの有害な使用を軽減するための戦略」 (WHO総会で採択)

61・ 第 5回 食育推進全国大会 (内 閣府)(6月 12・ 13日 、佐賀県 )

101・ たばこ 1本あた り3 5円 の税率引き上げ

111・ 第 11回健康日本 21全国大会開催 (11月 1可 日、愛媛県 )

・WHOた ばこ規制枠組条約第 4回締約国会議 (11月 15日 ～ 20日 )

12・ 「慢性閉塞性肺疾患 (COPD)の 予防・早期発見のあり方について」とり

まとめ

23_  21・  「Smart Life Project」 局吊,台

・女性の健康週間とイベント

・第 1回健康日本 21評価作業チーム (3月 14日 )

・ 「Smart Llfe Project Week」 の実施 (3月 7日 ～ 27日 )


